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基本方針　１ 区民ニーズと環境変化に即応する行政経営の推進

部局 課

社会状況の変化や区民ニーズの多様化
に合わせた施策を展開するためには、
行政ニーズの把握、施策の立案と実
施、結果に対する適切な評価、施策の
見直し、全体の情報提供というサイク
ルを確立する必要があることから、区
民の意見・要望を施策へ反映させる体
制づくりを行うとともに、区民の声に
対する職員の意識改革を図る。

○世論調査について、平成27年度から隔年実施
から毎年実施とし、平成28年度からは対象年齢
を18歳以上に拡大した。また、集計結果や区民
の自由意見を各部局が効率的に活用できるよう
掲示板等で提供した。
○冊子「区民の声」を区ホームページで平成26
年度分（平成27年9月発行）から公開した。
○平成27年４月から職員向けの掲示板で「区民
の声Report」の配信を始めた。平成27年度は全
９回（№１～№９)、平成28年度は全５回（№
10～№14)配信した。
○区政情報コーナーの保管資料について調査及
び点検を実施し、区民への情報提供体制の精度
向上を図った。

○世論調査の回収率は、ここ数年、55％前後で
推移しているため、調査票を転居先にも転送で
きるような発送方法への見直しや、回答の督促
方法の見直し等により回収率のアップを図って
いく。
○窓口、メール、手紙等「区民の声」として得
られた情報を迅速に所管課に提供することによ
り、事務改善や職員対応の向上につなげる。
○区政に関連する事項について、ツイッター等
のＳＮＳ（ソーシャル・ネットワーキング・
サービス）上の傾向の把握を試みる。

企画経営
部

広聴広報課 17

○区政情報発信の大きな柱である区報
の発行事業については、紙面の充実を
進め、今後も区民に身近な情報媒体と
して強化していく。
○また、今後さらに進展するインター
ネット環境や、ＳＮＳの利用拡大を鑑
み、ＨＰを始めとするＩＣＴを利用し
た情報発信を推進する。

○適切な時期に的確な広報を行うため、区報掲
載記事の年間計画を立て進めた。また、おおた
区報ウェブ版の提供やスマートフォン用無料ア
プリ「マチイロ」を活用し、区民の多様なライ
フスタイルにあわせた区報提供を実施した。
○更なる「使いやすさ」「わかりやすさ」の向
上を目指し、ＨＰトップページの改修を実施し
た。
○多言語化の拡大・精度向上を目指し、新たに
タガログ語、タイ語の自動翻訳の導入を行っ
た。また、写真フィルムのデータ化を行い、Ｈ
Ｐに写真閲覧コーナーを設置し、貸し出しデー
タの有料化を図った。

○新聞購読者数が減少傾向にあり、新聞折込で
配布の区報11・21日号が区民に届きにくくなる
状況が危惧される。区報配布箇所を増やし、区
報を手に取りやすい環境を整備していく。
○社会状況の変化に対応した区民ニーズを捉
え、既存の広報媒体の連動・連携、及び新たな
広報ツールの研究を行い、区民が確実に情報を
入手できる環境を目指す。
〇引続きおおたｗｅｂ写真館（ＨＰでの写真閲
覧コーナー）を充実させ、有料での貸し出しを
継続する。

企画経営
部

広聴広報課 18

複雑化・多様化する区民ニーズを的確
にとらえることにより、適切な施策の
立案や評価が可能となることから、区
民の区政参画機会の充実は重要であ
る。
よって、区民提案制度「わたしの提
案」については、より多くの区民によ
り建設的な提案をしていただける仕組
みとし、また、区政サポーター制度に
ついては、今後、幅広い世代の区民が
参加できる制度に向け再構築の検討を
行う。

○区民提案制度にて受付を行った案件のうち、
提案として受理したものは所管課にて調査検討
を行い、区ホームページや区政情報コーナーで
結果を公表した。その他の案件については、区
政への意見・要望として所管課で検討し回答を
送付した。また、「区民と区長との懇談会」等
の機会を捉えて積極的に制度のＰＲを行った。
　27年度　受付21件（うち受理１件）
　28年度　受付41件（うち受理１件）
○区政サポーター制度について、４年間の実績
をとりまとめて検証した。区民の区政参画機会
を拡充するものとして区民提案制度を積極的に
推進したほか、世論調査の設問に新たに自由意
見欄を設けた。

○区民提案制度は、提案として受理した案件の
みならず、「意見・要望」として取り扱う案件
についても迅速な処理に努め、区政参画に対す
る区民の満足度を高めていく。また、既存の広
報チャネル等を活用して制度の趣旨について、
より効率的・効果的なＰＲを実施し、さらなる
周知、定着化を図る。
○区政サポーター制度２期４年間の実績の検証
結果を踏まえ、幅広い世代の区民の区政参画機
会を拡充するものとして、区民提案制度のさら
なる推進、世論調査の回収率アップ・分析強化
に努める。

企画経営
部

広聴広報課 19

○一人でも多くの区民が区政に関心を
持ち、区政運営に反映できる体制整備
を行う。
○加えて、会議のスリム化を通じた効
率的な区政運営をめざす。

○各部局が計画等を策定する際にパブリックコ
メントを実施し、区民意見の把握を行った。
　パブリックコメント実施件数
　　平成27年度…実施件数13件　意見数244
　　平成28年度…実施件数10件　意見数546
〇全庁の会議体について実態調査を実施し、現
状把握を行った。

○区民の意向・要望・生活実態を把握するため
に実施している世論調査や計画策定時に行うパ
ブリックコメントに加え、各種計画に掲げる施
策の効果検証等を行うため、WEBアンケートを
はじめとする多様な手法により区民への意識調
査を実施し、区民意見を政策に反映させてい
く。

※会議のスリム化については、３-(１)-①「業務改
善運動の実施」において推進する。

企画経営
部

企画課 25

○他区の状況を調査して、公募の可能
性を検討する。
○1日に国保年金課窓口に来庁する方の
3分の1以上の回収を目標とする。

〇運営協議会の委員は偶数年に委嘱するので、
27年時点で国保運営協議会の公募の状況を確認
した。練馬区、豊島区、武蔵野市で実施してい
たが、23区ではまだ公募はそれほど多くで実施
していない。28年度の保険者代表としての委嘱
は、従来同様、74歳以下の国保加入者で町会役
員・民生委員から選出することとした。
〇委託窓口で来庁者への窓口満足度アンケート
調査を年２回実施している。窓口スタッフが業
務の合間をぬって配布している。毎日300件近
くの来庁があり、アンケート実施時には30件/
日程度のアンケート実施となっている。

〇従来の選出方法では、町会役員等の高齢化の
ため、委員の委嘱が難しくなってきている。今
後も公募の可能性を引続き検討する。
〇アンケートは窓口が混み合う６・12月に敢え
て実施しているので、業務優先のため回収率を
上げることが難しい面もある。委託スタッフの
協力を得ながら回収率のアップを目指す。

区民部 国保年金課 50

区民活動団体等が主体となって企画か
ら運営に至るまで事業の自主的な活動
ができるよう、事業の委託化等の拡充
や自主活動の支援の充実を図る。

区民活動団体等による自主活動を支援し、区民
参画の充実、区民との情報受発信と対話を推進
するため以下の取組みを進めた。

〇エコフェスタワンダーランドについて、
 区民、事業者、区が協働して実行委員会を
 組織し開催した。
〇環境フォーラムは、ＮＰＯが主体となり、
 実行委員会形式で開催した。
〇区民活動団体等に委託して自然観察会、
 区民協働調査を行った。また、28年度の
 事業実施にあたっては、環境マイスター
 修了者がスタッフとして活動した。

区民参画の充実、区民との情報受発信と対話の
推進を図るため以下の取組みを進める。

〇環境フォーラムについて企画から運営に
 至るまでＮＰＯによる自主的な開催とする。
〇自然観察会、区民協働調査を始め、今後も
 環境マイスターの活動の場の拡大を図る。

環境清掃
部

環境計画課 96

具体的取組み 目　　　標 27、28年度の取組内容・成果 課題・今後の取組み

区民参画の
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部局 課

教育環境の充実はもとより、地域防災
活動の拠点としての機能維持や他の公
共施設との複合化など、地域に根差し
た“ランドマーク”として受け入れら
れる施設づくりを進める。

大森第七中学校及び入新井第一小学校の改築に
あたり、各校の地域教育連絡協議会の委員を中
心とした「改築計画協議会」を立ち上げ、基本
計画・基本構想について意見を聴取し、理解を
得て策定することができた。

東調布第三小学校、赤松小学校、田園調布小学
校及び東調布中学校の基本構想・基本計画にあ
たり、改築計画協議会を設置し、地域の意見を
聴取し、理解を得ながら検討を進める。

教育総務
部

教育総務課 102

民主政治の基盤となる公明かつ適正な
選挙のため、区民の政治への関心を高
め、投票率の向上を目指す。

○各地区明るい選挙推進委員の自主的活動は、
協議会を通した活動紹介などにより拡大してい
る。（ふるさとまつり、子どもガーデンパ
ティー、駅頭選挙時啓発など）
○小学校選挙体験教室の実施校は、枠を超えて
応募全校の実施を目指し、従来の５割増となっ
ている。
○生徒会役員選挙企画・実施支援などを通じ、
主権者教育連携校が拡大している。
○明るい選挙推進委員研修にグループワークな
どを取り入れ、主体性を助長する取組みを行っ
ている。
○特別支援学校生徒会役員選挙支援などを通
じ、教職員・保護者との連携を進めている。ま
た、この成果を投票事務従事者研修などに反映
させる実践を行っている。

○明るい選挙推進委員の改選期を迎え、新委員
研修などの取組みに工夫をこらし、主体性の育
成に努める。
○生徒会役員選挙支援、社会科授業支援を通じ
た連携の拡大をはかる。
○障がい者とのつながりを大切にし、投票所運
営への反映を図る。

選挙管理
委員会事

務局

選挙管理委員会
事務局

105

区民や地域団体のほか、企業・ＮＰ
Ｏ・大学などの民間団体も一体となり
「地域力」を高めていくためには、区
の持つ情報を積極的に公開し、その活
用を促進することが、重要な取組みで
ある。
したがって、区によるオープンデータ
の方策の検討を推進し、可能な情報か
ら順次公開していく。

○他自治体の取り組み状況やオープンデータの
ニーズなど、情報収集を実施した。

○他自治体のオープンデータ活用状況を参考に
し、オープンデータ推進の具体的な手法及び枠
組みについて研究を行っていく。

企画経営
部

広聴広報課 21

オープンデータの活用推進に向けた検
討を行い、以下の事項の達成を目指
す。
○行政の透明性・信頼性の向上
○住民参加・官民協働による公共サー
ビス提供の促進
○新ビジネスの創出や企業活動の効率
化

○他自治体の取組み状況の調査や、各種セミ
ナーへの参加などにより情報収集を行った。

○行政の透明性、信頼性の向上に向け、大田区
が実施すべきオープンデータ活用の取組みにつ
いて整理し、推進方法の検討を行う。

企画経営
部

情報システム課 26

区道の路線名を付与し、平成27年2月告
示及びＨＰにて公開をした。
今後は、道路現況平面図（整備率
80％、残り20％は旧図面）や土地境界
測量に使用する基準点を、順次ＨＰに
て公開していくことにより区民等に区
道管理状況等の1次判断ができるように
情報提供する。

○平成31年度までの道路台帳整備完了に向け
て、台帳未整備地区の整備に取り組んだ。
○基準点について、関係部局との調整や運用方
法の検討、要綱改訂を行い、HPに公開した。

○引続き、未整備地区の対応及び、現況と相違
がある道路台帳平面図の更新を行う必要があ
る。
○道路台帳整備とともに、道路台帳平面図の補
正に向けた、手法、技術等の検討を進めてい
く。

都市基盤
整備部

道路公園課 84

②
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部局 課

これまでの各部局における取組みの検
証と、その結果を確実に業務改善につ
なげることにより全庁的な窓口サービ
スの向上と事務の効率化を実現する。

○企画経営部、総務部、地域力推進部、区民部
で本庁舎及び特別出張所の窓口サービスの課題
整理等の検討を行った。

○本庁舎の混雑解消に向けた対策を進めるとと
もに、マイナンバーカードの普及率向上等の社
会状況の変化に対応し、更なる区民サービスの
向上と行政事務の効率化を図るため、調査・分
析等を通じ、総合窓口の導入等も含めた今後の
窓口サービスのあり方の検討を進める。

企画経営
部

企画課 27

○迅速な窓口対応
窓口サービスのワンストップ化を心が
け、事務処理に関する基礎知識を習得
し、適切かつ迅速な行政手続きを行
う。
○利用者本位の窓口対応
区民のライフスタイルに応じた多様な
相談に適切に対応し、信頼される利用
者本位の窓口づくりを進める。

○来庁者の待ち時間を短縮するため、導線の見
直しや発券機を導入、職員のローテーションを
工夫した。窓口の混乱やトラブルが一定程度減
少した。
 事例集や事務マニュアルの作成、職場内研修
の実施、職員ポータルの活用などにより職員の
知識習得、情報共有が図られた。。
○専門知識を要する相談には関係部局への照
会、案内するなど対応した。区民サービス向上
支援研修を実施し、職員の接遇のスキルアップ
が図られた。

○マイナンバーを利用した行政手続きの拡充や
法改正、制度改正、区民のライフスタイルの多
様化へ対応するための組織体制や職員の育成が
課題。引続き職場内研修の充実、マニュアルの
整備など知識習得や接遇の向上など区民満足度
の向上に取り組む。

地域力推
進部

地域力推進課
各特別出張所

36

【住民担当（外国人）】
平成27年度以降順次、特別永住者証明
書の更新手続きのための勧奨計画を策
定する。
【住民担当（証明窓口）】
「安全・安心な暮らし」のできる大田
区を実感していただくため、外国人住
民が最初に利用するであろう「戸籍住
民窓口事務」の場面で、「おもてな
し」の心による適切かつ的確な対応・
案内ができる体制整備を行う。
【住民担当（繁忙期・土日窓口）】
○繁忙期の住所変更手続きは60分以内
とする。
○土日窓口においても住所異動届出書
の預かりを実施する。

○特別永住者証明書勧奨計画は事務処理要領を
策定し、更新手続きは順調に実施できた。
○28年度に窓口レイアウトを変更し、受付窓口
を増設するとともに窓口に荷物置き場、傘立て
などを設け利便性を高めた。また外国人にも視
覚的に窓口の場所を訴えられる配慮を実施し
た。また、委託事業者による英語、中国語、韓
国語のスキルアップも達成できクレーム等も発
生していない。
○繁忙期対策の時間短縮に取り組んだが、住所
変更手続きは受付までに60分を超過する日が発
生した。
○土日窓口において住所異動届出書の預かりを
実施した。

○特別永住者については、他の外国人同様期限
の２か月前に通知し更新の周知をしている。
○証明窓口では誤交付ゼロをめざし、職員の指
導監督を徹底する。
○29年度中に住民異動届の一部について予約制
度を導入する。また、ホームページを活用し時
間帯毎の混雑状況の表示とその際に特別出張所
でも同様の手続きができる旨表示し、混雑を分
散させる取組みを実施する。

区民部 戸籍住民課 51

窓口来庁者に目的・用件に応じた適切
な応対及び来庁者の目線を意識したわ
かりやすい対応やシームレスなサービ
スの向上を目指す。

【平成27年度】
「窓口案内用番号発券機および番号表示器」
（ボイスコールシステム）を導入し、混雑時で
も窓口の流れがスムーズになるよう努めた。
【平成28年度】
実施対象職場となっていた「区民サービス向上
支援研修」を活用して、窓口対応・電話対応、
案内表示・ディスプレイおよび身だしなみにつ
いても、来庁者の目を意識し、丁寧な対応を心
掛けるように取り組んだ。

今後も来庁者に分かりやすい窓口の流れ、分か
りやすい案内表示（サイン）の改善に努め、
「区民サービス向上支援研修」を活用し、区民
サービスの向上に努めていく。

区民部 課税課 53

滞納者の担税能力を見極めた納付交渉
を行うことができるよう職員のスキル
アップを図り、収納率向上・歳入確保
につなげる。

職員のスキルアップを図るため外部研修派遣と
ともに課内研修を実施した。
【外部研修派遣】
 関係機関主催研修（都税事務所・主税局）
 特別区専門研修
 第三ブロック研修
【OJT研修】
 課内研修PT主催による課内研修
 納税課・都税事務所若手PTによる研修

○職場研修のみならず、関係機関とも連携した
研修等を企画し個々のスキルアップを図るとと
もにノウハウの蓄積を促す。
○都税事務所との若手PT等、関係機関との交流
を進め新しい技術等の習得を図る。
○28年度より開始している都主税局への行政実
務派遣研修の継続により、職員の能力のさらな
るレベルアップ及び職場全体の底上げを図る。

区民部 納税課 53

○平均窓口処理時間の短縮を目指す。
○待ち時間に関する窓口満足度アン
ケートの満足度を90%以上にする。
○平日夜間、土・日曜日の窓口対応を
職員が積極的に行い、また審査業務を
職員が担うことでその能力の維持・向
上を図る。
○国保資格、給付の適正化、収納率向
上対策に関する年間計画を作成し、計
画に沿った実績を着実に上げる。

〇平成26年4月から本格実施した窓口委託によ
り、通路で来訪の目的を一人ずつ確認するなど
事前受付で、窓口での待ち時間は繁忙期でも以
前に比べて長くて30分程度と相当短縮されてい
る。
〇26年度当初から継続して窓口満足度アンケー
トを実施している。満足度も窓口での待ち時間
の項目を除いて徐々に増加している。物理的ス
ペースの関係で窓口を増やすことが難しい現状
では、一気に待ち時間を減らすことは難しい。
○27年度は夜間窓口25回、土曜窓口７回、28年
度は夜間窓口25回、土曜窓口９回行った。審査
業務を担い知識の習得、維持、継承を行った。
○収納率向上対策に関する年間計画を作成し、
計画に沿った業務を行った結果、平成27年度及
び平成28年度の現年度分の対前年度収納率が向
上した。
○海外療養費など、外国語の添付書類の翻訳等
について、委託業者を介して適正な対応に努め
る。
○年金事務所と連携し年間計画に基づき、国民
年金２号及び３号資格取得者の情報を活用し資
格の適正化に努めた。

〇窓口業務の習熟度を高める研修や、留学生の
加入が多い9月は大学に分散して来庁をお願い
するなどして時間短縮を図り、さらに満足度を
高めていく。
〇平成29年度実施の結果では窓口での待ち時間
の項目を除いてほぼ90%以上の満足度が得られ
ている。今後も多くの来庁者に満足いただける
よう継続して調査を実施していく。
○夜間窓口、土曜窓口、時間外窓口対応を継続
し困難ケースなど職員で共有しさらに知識の向
上、維持、継承に努める。
○今後も、収納率向上対策に関する年間計画を
作成し、計画に沿った実績を着実に上げる。
○柔道整復等の療養費申請について、区独自で
被保険者アンケートを実施して不正請求防止す
る。
○引続き年金事務所と連携し資格の適正化に努
める。また、情報連携の活用により適正化を図
る。

区民部 国保年金課 54

具体的取組み 目　　　標 27、28年度の取組内容・成果 課題・今後の取組み
担当所属
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窓口サービ
ス向上のた
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新大田区経営改革推進プラン中間報告書
基本方針１　区民ニーズと環境変化に即応する行政経営の推進

部局 課

○来庁者が必要とするサービスを迅速
かつ正確に提供する。
○来庁者から信頼される利用者本位の
窓口づくりを進めるため、職員の接遇
面を向上させる。

〇創業支援等において各種関係制度をまとめた
パンフレットを作成し、利用者がわかりやすい
制度ＰＲを進めた。
〇企業立地促進においては、助成金相談・申請
受付について、窓口に限らず、よりきめ細やか
な出前型支援にサービスを拡大し、事業者の利
便性を高めた。
〇窓口対応が多い職員を中心に、専門業者によ
る区民サービス向上支援研修（実地調査及びサ
ポート研修）を行った。個々の気づきと改善に
向けた取組みをはじめ研修結果は部内共有し、
職員一人ひとりの意識啓発につなげた。
〇来庁者目線に立ち、パンフレットスタンドを
活用するなど、窓口環境の整備を行った。

〇産業分野においては、時代の変化を捉え諸施
策を展開する必要がある。また、国・都等にお
いて頻繁に制度改正・創設が行われる。区制度
をはじめ多くの情報の中から、区民・事業者が
必要な制度情報をワンストップで入手できるよ
うに、利用者の立場に立ってＰＲ方法を工夫
し、効果的な情報提供を実施していくととも
に、出前型支援等の積極的な制度利用促進も進
めていく。また、グループウェア等を活用し、
諸制度について職員間の情報共有を強化してい
く。
〇区民サービス向上支援研修の成果を風化させ
ないため、研修テキストを活用し、グループ
ウェアや係会等で定期的に接遇や窓口環境整備
のポイントを喚起していく。

産業経済
部

産業振興課 64

情報提供のユニバーサルデザイン化を
進め、区役所窓口にて、誰もが、必要
な情報を得ることができるようにす
る。

○平成27年度：高齢者・障がい者等へのアン
ケート調査及び障がい者団体・区の関係各課へ
のヒアリング調査を実施し、課題の整理を行っ
た。
平成27、28年度：障がい当事者や専門家等によ
る専門部会（全８回）及び区民検討会（全④
回）を開催し、窓口サービスガイドライン策定
に向けた検討を行った。
○平成29年３月「ユニバーサルデザイン窓口
サービスガイドライン」を策定し、ユニバーサ
ルデザインの視点で窓口サービスを改善するた
めの指針とした。

○「ユニバーサルデザイン窓口サービスガイド
ライン」の普及・活用を推進し、窓口サービス
のユニバーサルデザイン化を進め、区民の立場
に立った適切な窓口サービスの改善に取り組
む。
○職員向け研修及びUDパートナーによる窓口対
応等の点検を実施し、職員にUDの理念を浸透さ
せ、区民サービスの質の向上を図っていく。

福祉部 福祉管理課 75

手話通訳をいつでも利用できるように
し、窓口における相談・支援の際に円
滑なコミュニュケーションを確保す
る。

○障害福祉課では、これまでの週１回の手話通
訳者の配置に加え、窓口にタブレット端末を配
備し、遠隔手話通訳を実施した。また、課に配
備していたコミュニケーションボードを全庁窓
口に配備した。
○地域福祉課では、障がい者総合サポートセン
ターと連携し、タブレット端末のビデオ通話ソ
フトを介して遠隔で手話通訳サービスを実施し
ている。
○障がい者総合サポートセンターでは、１階相
談窓口に手話通訳者が２名配置されている。障
がい者総合サポートセンターは、来館された聴
覚障がい者に対して窓口開設時間中はいつでも
手話通訳者が対応可能となっており、手話通訳
や要約筆記の派遣申込みで経常的に利用されて
いる。平成28年度からは、タブレット端末にビ
デオ通話ソフトを導入したものを活用して、障
害福祉課と各地域福祉課窓口に来所した聴覚障
がい者に対して、障がい者総合サポートセン
ター手話通訳者による遠隔通訳サービスの提供
ができるようになった。

○引続き、タブレット端末による遠隔手話通訳
サービスを提供し、聴覚障害を持つ対象者に対
し周知していく。
なお、上記サービスが利用できない際には必要
に応じて筆談等で対応していく。
○タブレット機種が新しくなり通信環境の改善
は確認しているが、利用件数はまだ多くはな
い。今後は様々な場面での検証が必要である。

福祉部

障害福祉課
各地域福祉課
障がい者総合サ
ポートセンター

75

○来庁者を待たせない速やかなサービ
スを提供する。
○訪れた区民が気持ちよく手続きがで
きる環境を整備する。
○乳幼児と保護者が落ち着いて待ち時
間を過ごせるスペースを提供する。

○27年度より期間限定で３階展示ホールを保育
園入所の申請受付場所として有効活用した。
○28年度よりスペースを拡張し受付
ブースを11か所に増やした。
○28年度よりキッズコーナーと授乳
室を設置し乳幼児連れの来庁者も安
心して過ごせるスペースを確保した。

○現在あるパンフレットや掲示コーナーだけで
なく、来庁者が待ち時間に有効な情報を手に入
れられるような環境を整備する。

こども家
庭部

子育て支援課
保育サービス課

80

平成27年度の成果を前提として、業務
のアウトソーシング化を目標とする。

【建築計画概要書窓口閲覧システム】
○平成27年10月に、タッチパネルを用いた「窓
口閲覧システム」を導入した。

【建築物統合データベースシステム】
○分散管理している建築確認関係台帳を統合管
理するシステムの導入に向け、平成28年８月
「導入基本計画」策定業務の事業者をプロポー
ザルにより選定した。
○平成28年度中に、同計画の検討を行い、他課
との連携や、窓口閲覧システムへ随時反映がで
きる汎用性のあるシステム導入計画へと進展し
た。
○平成28年度12月に、「導入基本計画」を策定
した。

【まちづくり情報閲覧システムへの発展】
○更なる窓口サービス向上のため、「窓口閲覧
システム」と、平成28年度から稼働している
「建築基準法道路情報閲覧システム」と新規に
導入する「都市計画情報」を統合した「まちづ
くり情報閲覧システム」として再構築し、平成
30年４月に稼働予定である。
○構築したシステムを一箇所に集約し、閲覧
コーナーを新たに設置する。
○稼働後も、他部が所有するまちづくりに関す
る情報を随時追加していく。
○今後は、システム導入の検証を行うととも
に、バージョンアップ等利便性の向上に努めて
いく。
【建築物統合データベースシステム】
○平成29年度中にシステムを構築し、平成30年
１月から本稼働する。本稼働後は、「まちづく
り情報閲覧システム」と連携し活用していく。
○システムの更新データの作成にあたっては、
引続き業務委託等について検討していく。

まちづく
り推進部

都市計画課
建築審査課

82

【地域交通対策：自転車】
○定期利用等においても、機械化を図
る。
○設置が必要な自転車駐車場はすべて
設置する。
○放置自転車所有者に対し、円滑な自
転車返還を実現するため、一括対応が
可能な総合コールセンター化を目指
す。
【道路台帳窓口】
説明内容により時間の長短があるの
で、整理番号札を発行して来庁者が待
ち時間を有効に使えるようにする。
【境界窓口】
申請者の手戻り回数の減少。

【交通安全対策：自転車】
○自転車駐車場を新規に５か所設置した。うち
4か所には、機械式（ゲート式）を導入した。
・久が原駅前第二：平成27年４月
・京急蒲田駅本線高架下、京急蒲田駅空港線
  高架下、大森町駅：平成28年６月
・糀谷駅：平成28年７月
○コールセンターについて、特別区で導入して
いる８区にヒアリングを行った。
【道路台帳窓口】
・窓口のレイアウト変更を行い、待ち順番を明
確化した。昼窓口の取扱い業務にについては、
一部だけでなく全面的に行うことにした。
【境界】
◇処理が難しい案件等の申請書の写しをとり、
資料として保管、活用した。
◇受付チェックシートについて、不都合が生じ
た際に係会で協議を行い、見直しを行った。

【交通安全対策：自転車】
○既存の自転車駐車場の定期利用においても、
機械化を進める。
○「各駅の自転車駐車場の実態調査及び将来需
要予測」に取り組み、その結果に基づき、条件
整理を進め、今後整備すべき個所を検討してい
く。
○コールセンターの導入は、支障となる要因を
洗い出し、可能性について引続き検討する。
【道路台帳窓口】
・来客者数は高止まり傾向にあるが、更なる窓
口業務の改善を検討する。
【境界】
処理が難しい案件は、資料収集を行うととも
に、担当者が常時閲覧できるようにする。受付
チェックシートについても、必要な見直しを進
める。

都市基盤
整備部

都市基盤管理課
道路公園課

85

目　　　標 27、28年度の取組内容・成果 課題・今後の取組み
担当所属
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新大田区経営改革推進プラン中間報告書
基本方針１　区民ニーズと環境変化に即応する行政経営の推進

部局 課

○タブレット端末の業務活用により、
区民サービスにおける正確性・迅速性
を向上する。
○セキュリティ対策により、取り扱う
住民の個人情報の安全性を高める。

○タブレットを新機種に更新し、ログイン方法
を顔認証に切り替えたことにより、セキュリ
ティを強化し、ユーザの利便性を高めた。

○主管課でのタブレット端末の業務活用等（テ
レビ電話機能利用による手話通訳、翻訳業務）
の相談に対して支援を行っていく。
○自治体システム強靭性向上モデルに合致する
セキュリティ基準を満たせるよう、さらにセ
キュリティを強化していく。

企画経営
部

情報システム課 28

申請者にとって、より利便性の高い証
明書類の交付サービスを実現する。

○28年５月からマイナンバーカードを利用して
コンビニエンスストアで６時30分から23時まで
の間、住民票の写し、印鑑登録証明書の取得が
できるようになった。また、29年５月から本庁
舎1階にコンビニエンスストアと同様の証明書
の取得ができる交付機を導入し、窓口開庁時間
内で取得ができるようになった。
○公的個人認証サービスによる電子証明書を利
用し、インターネット経由による27、28年度の
利用者数はなし。

○今後は、マイナンバーカードを所有すること
で、住民票の写し及び印鑑登録証明書のほか戸
籍証明書や税証明書もコンビニで取得できるよ
うになり手数料が窓口で取得するより安いこと
や、取得時間も拡大することを積極的に周知し
ていく。

区民部 戸籍住民課 55

給与支払報告書に関して、電子申告に
よる件数が申告全体の約５０％程度に
なることを目指す。

【平成27年度】
給与支払報告書取扱件数　約473,000件
のうち電子申告件数　約177,200件（37.46%）
【平成28年度】
給与支払報告書取扱件数　約493,200件
のうち電子申告件数　約195,400件（39.61%）

区への給与支払報告書における電子申告の割合
は、平成26年度　34.42%→平成27年度　37.46%
→平成28年度　39.61%と年々上昇している。
業務の効率化ならびに特別徴収義務者の利便性
向上の観点からも年末調整説明会等を通じて電
子申告による給与支払報告書提出の比率向上へ
取り組んでいく。

区民部 課税課 55

自動登録機利用による口座振替が可能
であることの認知度を上げる。

納税通知書への申請書同封及び区報、ポスター
等で周知を図ってきた。
【自動登録機利用数】
27年度利用件数　221件
28年度利用件数　219件

○今後とも広報の見直し等を図りながら口座振
替を推進する。
○納税貯蓄組合連合会と連携して広報活動を行
う。
○30年度よりモバイルレジを利用した口座振替
手続きを開始する。

区民部 納税課 56

マイナンバー法対応のためのシステム
改修を行い、他区市町村、行政機関や
医療機関との連携を実現することで、
資格の確認、手続きの簡素化や添付書
類をなくすなど、被保険者の利便性を
向上させるとともに、不当利得の解
消、業務の効率化を実現するための取
組みを行う。

【取組内容】
○27年度
情報連携の事前準備として、下記のシステム改
修を実施した。
　・住民登録者の個人番号連携機能追加
　・住登外登録者の個人番号登録機能追加
　・情報照会連携に関する要件定義
○28年度
情報連携の事前準備として、下記のテスト実施
した。
　・他市区町村と自治体間情報連携テスト
【成果】
28年度末までに対応可能であるシステム改修お
よび自治体間連携テストを完了した。

【課題】
①所得情報の自動照会・取込機能のシステム改
修が照会可能項目の設定不足のため改修対応が
未完了である。
②29年７月に開始した情報照会において、照会
結果がエラーや照会先の副本未登録が多く発生
しているため、本格運用への移行が困難な状況
である。
③医療機関受診時の資格確認も、社会保険等の
情報更新が迅速に行われていない現状では実現
が困難である。
【今後の取組み】
①29年７月からの連携開始のため、自治体以外
の医療保険者および職業安定局と連携テストを
実施した。（29年５月）
②所得情報照会については、30年７月から照会
可能項目が追加となったため、29、30年度でシ
ステム改修を実施して、30年７月からの連携開
始時から業務の効率化を実現する。

区民部 国保年金課 57

【地域交通対策：自転車】
より分かりやすい掲載内容とするた
め、標記の仕方、レイアウト、図表導
入等を、さらに検討していく。
【道路台帳窓口】
現況平面図は現在80％完了しているの
で、未了箇所の測量計画状況を踏まえ
順次HPにアップする。
【道路・河川・公園管理：公園（多摩
川田園調布緑地）】
ＨＰ等を活用して施設の利用状況等を
広く周知し、利用者の拡大や利用率向
上に向け円滑な情報提供を行う。

【地域交通対策：自転車】
各種キャンペーンやイベント等の情報について
ＨＰへの掲載を開始し、「高齢者交通安全大田
区民のつどい」など７件を掲載した。また、交
通安全に関する各種情報は、写真や絵を入れる
など、誰もが理解しやすいものになるよう工夫
を図った。
【道路台帳窓口】
○未整備地区の道路台帳整備を進め、作成済み
箇所はＨＰに掲載した。
○基準点についても、要綱改定を行うととも
に、ＨＰに掲載した。
【公園管理（多摩川田園調布緑地）】
ＨＰをリニューアルした。施設利用状況を分か
りやすく広報し、雨天時やグラウンドコンディ
ション不良等の告知も速やかに行うことで利用
者へのサービスの向上を図った。

【地域交通対策：自転車】
各種キャンペーンやイベントについては、前年
度に実施した際の写真やパンフレットをＨＰに
掲載するなど、区民の興味を引く工夫を凝らし
参加者の増加を目指す。また、交通安全に関す
る各種情報は、絵図を多用することで、区民の
関心を引き立てる工夫をし、交通ルール・マ
ナーの啓発に努める。
【道路台帳窓口】
ＨＰで公開しているが、閲覧動作が遅いなどの
課題がある。快適な閲覧ができるよう、ＨＰ改
善の検討を進める。
【公園管理（多摩川田園調布緑地）】
世田谷区、公社との三者で利用率向上に向けた
取組みを行う。

都市基盤
整備部

都市基盤管理課
道路公園課 86

申請者の負担を軽減し、区民サービス
を向上させるために、電子申請による
指定校変更申請の可能性を検討する。

○指定校変更申請の一斉受付日を3日間から11
日間に拡大し、最大2時間程度であった待ち時
間を20分程度に短縮することができた。
○待ち時間をなくすための電子申請の導入につ
いては、添付書類をどのようにするか、等の技
術的課題があるため、引続き検討する。

○電子申請の具体化に向けた技術的課題を個別
に検討、整理する。
○電子申請に向けた申請の簡素化の可能性につ
いて検討する。

教育総務
部

学務課 103

③
マイナン
バー制度の
効果的活用

マイナンバー制度を活用し、住民異動
に伴う各分野での手続きや、その他各
種相談の際、可能な限りその場での処
理を可能とする『ワンストップ型行政
サービス』の実現を目指す。

○平成27年10月の法施行にあわせ、番号利用条
例を制定した。また、独自利用事務の拡大や省
令の改正に合わせ、利用条例及び規則改正を
行った。
○マイナンバー利用事務に係る窓口対応、シス
テム整備などの課題検討を進め、安定した制度
導入を図ることができた。
○平成29年度開始予定の行政機関間の情報連携
に関するシステムテスト等の準備を行った。

○平成29年度から開始となった行政機関間の情
報連携について安定運用を図る。
○マイナポータルの機能拡充を進めるととも
に、マイナンバーの独自利用の推進、マイナン
バーカードの活用などの検討を進める。

企画経営
部

企画課 29

具体的取組み 目　　　標 27、28年度の取組内容・成果 課題・今後の取組み

②

ＩＣＴの活
用による行
政サービス
へのアクセ
ス向上

担当所属
プラ
ン頁
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新大田区経営改革推進プラン中間報告書
基本方針１　区民ニーズと環境変化に即応する行政経営の推進

部局 課

【区民活動コーディネーター、大田ボ
ランティア塾】
若者から高齢者まで幅広い年齢層の区
民が、地域の担い手として活躍できる
環境づくりを進める。

【区民活動コーディネーター養成講座】
区民活動や連携・協働に関する基本的な知識・
技能をもった人材（つなぎ役）を養成するため
の講座（全10回、27、28年度とも7回以上出席
した者に修了証を授与）を実施した（H27：受
講者26人、修了者21人　H28：受講者36人、修
了者34人）。平成28年度から夜間開催としたこ
とで、今まで参加の少なかった若い世代の参加
者が増えたとともに、全体参加者も増加した。
【大田ボランティア塾】
被災地ボランティアを対象とした「防災語り部
養成講座（Ｈ27 12人、H28 5人）」や被災地ボ
ランティアが講師となり区民を対象とした「出
前防災講座（H27 11回延参加者690人、H28 11
回延参加者390人）」を実施し、被災地ボラン
ティアを地域に繋ぐ取組を行った。

引続き、地域活動についての情報提供や活動へ
の参加のきっかけとなる取組を実施し、地域活
動の担い手として活躍できる環境整備を図る。

地域力推
進部

地域力推進課 37

【生涯学習リーダーの育成】
○生涯学習リーダーが中心となり、地
域の施設や団体等が連携した学習機会
の提供、生涯学習の活動の活性化を進
める。
○区民が主体的に気軽に学び合える地
域づくりを推進する。

【生涯学習リーダー育成】
○人材の発掘、育成するため「生涯学習人材育
成講座」や「生涯学習リーダ企画講座」を実施
し、生涯学習と地域活動をつなげる推進役を育
成する。
「生涯学習人材育成講座」は平成20年から開催
し、平成27年度は21名、平成28年度は17人受講
した。
「生涯学習リーダ企画講座」は平成22年から開
催し、平成27年度は121人、平成28年度は136人
受講した。
○学び合いの地域づくりを推進するため、本庁
舎、区民に身近な特別出張所や図書館で生涯学
習相談会を開催し、区民活動の紹介や平成27年
度は10日290件、平成28年度は９日240件相談を
受け地域団体などを紹介するなどした。
生涯学習の区民活動を広く区民に伝える「マナ
ビィ★おおた」を平成27年は12回、平成28年は
６回を各号2300部発刊した。

○生涯学習活動の活性化を進めるため、生涯学
習リーダを育成するとともに「（仮称）生涯学
習リーダ交流会」を新たに開催する。
○学び合いの地域づくりを進めため、生涯学習
のPR活動を充実するとともに、区民活動の拠点
として（仮称）生涯学習センターの開設を目指
す。

地域力推
進部

地域力推進課 38

コミュニティビジネスに対する潜在的
ニーズの掘り起しと創業者を輩出する
ため、地域課題をビジネスの手法で解
決するコミュニティビジネスの創業支
援を強化し、商店街を中心とした新た
な「産業」の担い手を創出する。

コミュニティビジネスシンポジウム・創業塾・
個別相談会を開催し、地域課題解決を目的とし
た新規ビジネス創業を支援している。27年度＝
全４回、参加者延べ93名、28年度＝全４回、延
べ80名。

創業希望者だけでなく、既に創業している方に
対しての支援も行う。過去の創業塾受講者につ
いて追跡調査を行い、今後の事業に活かしてい
く。

産業経済
部

産業振興課 64

○公園緑地内の未活用の施設や空間を
活かした地域コミュニティ支援制度の
拡充などにより、地域の担い手が育っ
ていくような魅力ある公園をつくる。
○公園・緑地等での自主的活動（ふれ
あいパーク）について、大田区緑の基
本計画「グリーンプランおおた」に掲
げる、『平成42年（2030年）に200団
体』という目標に向けて、着実に団体
数を増加させる。
○活動に関する要綱等を策定する。

〇ＮＰＯ法人と連携した平和の森公園内の旧緑
の展示室の有効活用に継続的に取り組んだ。洗
足池公園旧管理棟などの公園内未活用施設の今
後のあり方について部内検討を進めた。
〇ふれあいパーク活動の広報に取り組み、区民
への周知を図った。
・区設掲示板や区報に掲示、本庁舎デジタルサ
イネージによる広報
・ふれあいパーク活動ニュース作成、パンフ
レット配布
・シティニュースおおたによる活動内容のPR
・地元企業の活動参加に向けて、周知と協力依
頼をおこなった。
・既存の要綱を検討した。

〇洗足池公園の旧管理棟や大森南圃場施設等の
有効活用に向けた検討や改修整備を進める中
で、地域の担い手が育っていくような施設活用
や公園づくりの検討を進める。
〇ふれあいパーク活動団体の増加に向け、広報
等に取り組む。
・区設掲示板や区報に掲示、本庁舎デジタルサ
イネージによる広報や・ふれあいパーク活動
ニュース作成、パンフレット配布を引続き実施
する。
・地元企業の活動参加に向けての対策を講じて
いく。

都市基盤
整備部

道路公園課 87

○地域が自主的に活動できる支援体制
を整え、「ふれあいパーク活動」や
「おおた花街道」など他部局事業との
連携を図り、地域活動の充実を目指
す。
○中長期的な環境保全の取組みの原動
力となる人づくりを積極的に進めてい
く。

○環境マイスターを養成した。
○区民活動団体等の自主的な活動に対し、会
場、広報等により支援した。
○平成27・28年度羽田・糀谷地区のふれあい
パーク活動団体に対し18色の緑づくり支援の一
環として地域の花の花苗計約8000株を提供し
た。
○環境に関するＮＰＯ法人等が集まり、シンポ
ジウムや展示を行う環境フォーラムを実施し
た。
→来場者数　27年度160人　28年度200人
○18色の緑づくり支援では特別出張所からの要
望に応じ育成講習会、巡回調査・出張指導等を
開催して支援を行った。
・育成講習会
→27年度　７回、参加者231人
→28年度　４回、参加者115人
・巡回調査、出張指導
→27年度　99回
→28年度　110回
○大田区名義使用による支援
・共催事業→27、28年度ともに３団体
・後援事業→27、28年度ともに５団体

○区民活動団体等が主体となって企画から運営
に至るまで事業の自主的な活動ができるよう、
自主活動の支援の充実を図る。
○引続き、区民活動団体等の環境活動に対し、
会場、広報等により支援する。
○環境活動拠点の効果的な活用等による区民活
動団体等の自主活動の充実を図る。
○引続き地域力推進部と連携しながら、区民の
ニーズを適切に把握することに努め、地域コ
ミュニティの形成に寄与する支援を行ってい
く。
○27年度に指導者育成講習会に参加した方を中
心に、地域の緑づくりの輪が広がり始めてい
る。今後も人材育成に重点を置いて、出張指導
等に取組んでいく。
○他部局の事業（ふれあいパーク活動等）との
連携を図る等、地域の自主的な活動を支援して
いく。

環境清掃
部

環境計画課
環境対策課

97

具体的取組み 目　　　標 27、28年度の取組内容・成果 課題・今後の取組み
担当所属

プラ
ン頁

①
地域の担い
手づくりの
推進

　改革事項（３）社会構造の変化に応じた地域コミュニティ支援
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新大田区経営改革推進プラン中間報告書
基本方針１　区民ニーズと環境変化に即応する行政経営の推進

部局 課

②
特別出張所
の機能強化

○地域力推進地区委員会の分科会で積
極的な議論を行い、地域課題を解決す
る。
○地域の様々な団体との連携・協力関
係を強化する。

○各地区の地域力推進地区委員会において、新
たに分科会が設置された。既存の分科会も合わ
せて、会議が開催された。活発な意見交換が行
われ、地域課題や問題点が整理された。改善策
が提案され具体的な改善が見られた事例もあっ
た。
○地域のイベントや高齢者の見守り、地域防
災、緑のまちづくりなどの取組みが地域の企
業、地域包括センター、行政機関、学校などの
連携により実施され、各団体間の連携や地域力
関係の強化につながった。

○引続き分科会を開催し、課題解決に取り組ん
でいく。
○地域のニーズの変化に伴い、新たな課題に対
する分科会の設置の検討が必要。地区委員会へ
の参加者が若い世代の参加が難しい。研修等へ
の参加を募り、地域団体の担い手となる人材と
を「つなぐ場」を継続的に提供していく。
○各団体が自主的・主体的に取組んでいく仕組
み作りが必要である。さらに地域団体との連
携・協力関係を強化するためには、職員のコー
ディネーターとしての役割が重要である。会議
や様々な取組へ参加、研修等を通して経験や知
識を習得し、地域活動を支援していく。

地域力推
進部

各特別出張所 39

○地域活動への参加者のすそ野を拡大
させるべく、退職した元気な高齢者を
地域活動へ取り込み、地域活動を活性
化し、地域のコミュニティの形成をめ
ざす。
○地域で単身高齢者を見守り、高齢者
を１人にしない取組みを進める。

平成27年度から地域活性化事業助成を連合会活
動への助成にも拡大し、高齢者見守りサロンや
高齢者ふれあいフェスタなど元気高齢者対策を
支援し、地域の活性化に寄与した。

地域活性化事業助成、地域活動負担金を廃止
し、今まで以上に柔軟に地域活動に活用できる
大田区地域力推進活動負担金を新設した。
自治会・町会等との連携・協働のもと、高齢者
の見守りをはじめとする地域課題への取組みや
地域自治活動を支援し、地域のコミュニティの
更なる発展をめざす。

地域力推
進部

地域力推進課 40

【被保険者の利便性の向上】
○高齢者に対し一度で正確な対応がで
きるようにする。
○１枚の申請書で複数課への送付先変
更依頼ができるようにする。
○情報セキュリティを確保しつつ、短
期間で被保険者証の再交付ができるよ
うにする。
【所在不明者への対応】
関係機関と連携し不現住者の把握、住
民記録の適正な管理を行って所在不明
者の把握に努める。

【被保険者の利便性の向上】
「死亡届を出された後のご遺族の大田区役所等
での主な手続き」作成に参画することにより、
被保険者死亡の場合の遺族からの問い合わせに
対しては、もれなくご案内することが可能と
なった。被保険者証の再交付については、本人
確認書類の一覧を窓口に備え置くようにして本
人確認を厳格に行いつつ、事前の問い合わせに
対して必要書類の案内を確実に行うように取り
組んだことにより、苦情、トラブルの発生は抑
止できた。
【所在不明者への対応】
通知等の返戻状況、医療給付状況、保険料の支
払い状況等を毎年度調査し所在不明者の把握に
努めた。また判明した所在不明者については住
所地を管轄する特別出張所に情報提供した。
特別出張所への情報提供件数
　27年度　２件　　28年度　19件

送付先変更の複数課での連携については引続き
検討が必要。

区民部 国保年金課 58

商店街会館及び空き店舗等を活用し
て、「お休み処」や貸しトイレ、高齢
者などが製作した手作り品の販売等
を、来街者に開放し提供することによ
り、公共性のある利便性の高いコミュ
ニティとしての商店街を創出する。

平成21年度から25年度の５年間は3,000円/日、
平成26年度から28年度までの３年間は2,000円/
日を開設補助として補助金を投入してきた。導
入当初は５年間の補助金であったが、強い要望
により３年間延長し、さらに平成29年度から１
年間に限り1,000円/日の開設補助金を投入する
こととなった。

空き店舗型では家賃負担があるため、商店街会
館併設型を主に、外部団体への貸し出しを含め
た収益モデルを構築する等商店街としてのメ
リットを考えながら進めていく。

産業経済
部

産業振興課 65

高齢者が住み慣れた地域で、安心して
暮らせるよう、さわやかサポートが核
となり、高齢者の生活を支える医療・
介護・予防・住まい・生活支援などの
サービスを適切かつ円滑に受けること
ができる「地域包括ケア体制」を構築
する。

○平成27年度から30年度を計画期間とする「おおた高齢者施策推進プラ
ン」に基づき、地域包括ケアシステム構築に向け取り組んだ。

○中核となる地域包括支援センターの機能強化の取組
・機能強化対応職員を各地域包括支援センターに１名配置
・地域包括支援センター事業評価を実施
・全地域包括支援センターにおいて、土曜日の開設時間を延長（9時～13時
から9時～17時）
・嶺町特別出張所内に地域包括支援センターを移転するとともに田園調布
地区に１所新設
・新井宿特別出張所内への地域包括支援センターの移転
・弁護士による法務支援事業の開始
・取組事例発表会の実施

○定期巡回・随時対応型訪問介護看護の整備支援
<平成27年度>
・公募により仲池上二丁目の1事業者を選定し、整備に係る経費を補助し
た。また、補助金を利用せず指定申請した大森西七丁目の事業者が開所し
た。
<平成28年度>
・仲池上二丁目と東蒲田一丁目に事業所が開所した。

○認知症高齢者グループホームの整備支援
<平成27年度>
・平成26年度公募分の中馬込二丁目(定員18人)について建設工事が完了し
た。
・公募を行い、2事業者を選定した。東嶺町（定員18人）について、東京都
補助金の内示を受けた。鵜の木一丁目（定員27人）について東京都と協議
し、平成28年度の補助金に諮ることになった。
<平成28年度>
・平成26年度公募分の認知症高齢者グループホーム中馬込二丁目(定員18
人)が開所した。
・平成27年度公募分の認知症高齢者グループホーム東嶺町(定員18人)が開
所し、認知症高齢者グループホーム鵜の木一丁目(定員27人)については東
京都補助協議の内示を受けた。

○地域ケア会議の実施
①「個別レベル地域ケア会議」
各地域包括支援センターで83回実施した。
②「日常生活圏域レベル地域ケア会議」
各地域福祉課で61回実施した。
高齢者の在宅生活を支えるため、関係機関と連携して地域課題の解決に向
けた検討を進めている。

○地域包括ケアシステムの深化・推進に向け、
中核となる地域包括支援センターの更なる機能
強化への取組
・公共施設適正配置による移転に伴う運営法人
の選定
・日常生活圏域変更後の、機能強化体制の構築
・事業評価後のフォローアップによる全体の機
能向上
・介護予防事業の推進
・認知症施策の推進

○現在策定中の第7期介護保険事業計画に基づ
き、定期巡回・随時対応型訪問介護看護及び認
知症高齢者グループホームの整備支援を進めて
いく。

○地域ケア会議の充実
①「個別レベル会議」…関係者の出席のもとに
課題の共有と解決に向けた連携の強化を図る。
②「日常圏域レベル地域ケア会議」…地域の課
題を抽出し、課題解決に向けた地域づくり・資
源の開発等を検討していく。

福祉部
高齢福祉課
介護保険課
各地域福祉課

76

○コミュニティバスについて、今後
は、車内に行政情報等の生活情報を多
数提供することなど、ソフト面での利
用環境を向上させる方向で、高齢者
が乗車回数を増やすよう改善を図って
いく。

【たまちゃんバス（ｺﾐｭﾆﾃｨﾊﾞｽ)】
○各種イベントに参加し、周知活動を行った。
○停留所にベンチ３か所、上屋１か所設置し
た。（ガス橋二十一世紀桜、矢口中学校、武蔵
新田駅）
○利用者数は、平成27年度が56,370人、
平成28年度が57,708人であった。
○利用調査結果から、高齢者の利用は全体の約
７割を占めており、移動が困難な住民等の移動
手段として、一定の役割を果たしている。

○高齢者の利便性向上を図るため、引続きベン
チの設置等の環境整備を行う。
○利用者（高齢者）数及び採算性の向上に向け
たルート再編を行う。
○高齢者を含めた利用促進につなげていくた
め、更なるＰＲ活動を展開することにより、
「たまちゃんバス」の周知を図る。

まちづく
り推進部

都市計画課 89

担当所属
プラ
ン頁

③

高齢化社会
の進展に応
じた支援の
充実

具体的取組み 目　　　標 27、28年度の取組内容・成果 課題・今後の取組み
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新大田区経営改革推進プラン中間報告書
基本方針１　区民ニーズと環境変化に即応する行政経営の推進

部局 課

○高齢者が身近な地域の公園緑地など
で、気軽に健康増進を図ることができ
るような環境を整える。

〇新井宿児童公園の改良整備に併せて新たなシ
ステム健康運動遊具を設置した。公園の新設改
良整備の機会を捉えて区民の健康増進につなが
る公園施設整備に取り組んだ。

〇社会構造の変化に応じた公園のあり方の検討
や公園整備方針の見直しをしていく使用があ
る。
○高齢者が身近な地域の公園で気軽に健康増進
に取り組めるような、具体的な環境整備の方向
性について調査検討を進めていく。

都市基盤
整備部

都市基盤管理課 89

③

高齢化社会
の進展に応
じた支援の
充実

区民ニーズの多様化に的確に対応して
いくため、今後の区の清掃事業のあり
方について再構築していく。

○ごみの削減量の逓減化及び定年退職者の増加
により不足する収集能力の補完を図るため及び
多様化する区民ニーズへ的確に対応するため、
安定的で持続可能なごみ収集体制の再構築に向
けた準備を進め、平成29年４月から可燃ごみ収
集業務を段階的に委託することとした。
直営職員については、今まで培ってきたノウハ
ウを最大限活用することで、高齢者・障がい者
に対する戸別収集等、福祉サービスを強化する
など、収集体制の再構築の検討を進めた。

○平成29年４月からの段階的な可燃ごみの収集
業務を進める一方で、多様化する区民ニーズへ
的確に対応するため直営職員の業務の見直しを
進める。

→高齢者等に対する家庭廃棄物の戸別収集につ
いて、これまで実施していた要介護２以上ある
いは身体障害者障害程度１級及び２級に認定さ
れている者のみで構成される世帯のうち、他の
者の協力を得ることができない世帯に加え、地
域包括支援センター等で支援が必要であると判
断した者で、他の者の協力を得ることができな
い世帯を対象とするなどサービス拡充を進め
る。（平成29年５月実施済み。）

環境清掃
部

環境計画課
清掃事業課

98

様々な区民活動の情報が簡単に手に入
り、地域活動に興味のある壮年期・中
年期の区民が、自由に参加できる環境
づくりを目指す。

区民活動情報サイトに多くの区民活動団体が登
録を行ったことに加え、目標値として想定した
以上のアクセス件数があった。様々な区民活動
団体に係る基本情報やイベント情報及び募集情
報などについて、若者から高齢者までの幅広い
年齢層の方に周知することができた。
○登録団体　624団体（平成29年３月末）
○アクセス件数：H27 37,238件　H28 47,881件
○ページビュー：H27 107,523ページ　H28
127,685ページ
○ツイッターを活用しイベント情報等の提供：
H27 11件　H28 17件

区民活動の情報が簡単に入手できる環境を作る
ため、引続き区民活動情報サイトをニーズに応
じて柔軟に運営するとともに区報、ツイッター
も積極的に活用し、幅広い年齢層の区民に情報
を発信する。

地域力推
進部

地域力推進課 40

公園緑地内の未活用の施設や空間を活
かして、壮年期や中年期世代の地域へ
の取り込みにつながる地域活動拠点を
創り出す。

〇ＮＰＯ法人と連携した平和の森公園内の旧緑
の展示室の有効活用に継続的に取り組むととも
に、洗足池公園旧管理等などの公園内未活用施
設に今後のあり方について部内検討を進めた。

〇現在進めている公園のあり方検討や公園整備
方針見直しの中で、壮年期や中年期世代の地域
への取り込みにつながる地域活動拠点創出に取
り組めるような、具体的な環境整備の方向性に
ついて調査検討を進める。

都市基盤
整備部

都市基盤管理課 90

○民間企業との災害協定の締結
大規模災害が発生した場合にも区民生
活に必要不可欠な食料品、物資や車両
の提供、施設の活用等について、民間
企業へ協力を求めていく。
○地域と企業との連携強化
災害に対する未然の準備を行い、災害
発生時に企業と地域が共助に取り組め
るよう対応力を高めていく。
○企業の地域行事への参加
事業者が社会的責任(CSR)や地域の一員
として協力体制を築くことができるよ
う支援を行う。

○平成27、28年度は民間企業等と「災害時にお
ける施設等の提供に関する協定」、「災害応急
活動に対する協力に関する協定」、「災害時に
おける応急物資の優先供給等に関する協定」や
「災害時における地図製品等の供給に関する協
定」等、32団体（地方自治体を除く）と13協定
の締結を進め、民間企業等との災害時協力体制
の構築を進めてきた。

○課題としては、協定締結団体や企業との協定
締結後の関係強化。具体的には、区主催の防災
訓練への参加や日常的な連絡体制の構築等。
○今後の取組みとしては、引続き自治体間の相
互応援協定や、区にとって有為な資機材や施設
を所有する民間企業・団体等との災害時の協力
協定の締結を推進していく。

総務部
防災危機管理課

41

人を育て、技術を磨き、地域に貢献す
る企業を積極的に支援していく。

○「人に優しく」「まち優しく」「技術・技能
及び経営に優れた」工場を大田区「優工場」と
して認定・表彰。
平成27年度は８社を認定、内総合部門賞3社、
人に優しい部門賞１社、まちに優しい部門賞１
社、特別賞１社を選定・表彰した。
平成28年度は12社を認定、総合部門賞３社、人
に優しい部門賞１社、まちに優しい部門賞１
社、特別賞１社を選定・表彰した。
○平成27年度から製造現場を持たないものづく
りの関連企業等を対象とした「研究開発企業等
拠点整備助成」事業を新設した。目的は、高付
加価値を産み出す研究開発施設や、生産設備は
持たず研究開発に特化したファブレス企業、も
のづくり企業をサポートする企業の立地を支援
することで、ものづくり関連産業の集積の維
持・発展を図るとともに、区内ものづくり企業
への波及効果を産み出すとしている。28年度
は、本事業の活用により区外移転を検討してい
た企業の留置へ繋げた。

○既存の「優工場」認定企業（175社）の操業
環境の維持を如何に喚起していくかが課題。今
後の取組みとしては、昨年度から動きはじめた
「優工場」認定企業同士のプロジェクト創設に
ついて、実現に向けてバックアップ・フォロー
をしていく。
○「研究開発企業等拠点整備助成」の活用企業
をさらに増やすべく周知を図り、区外からのベ
ンチャー企業等の誘致に努める。

産業経済
部

産業振興課 66

具体的取組み 目　　　標 27、28年度の取組内容・成果 課題・今後の取組み
担当所属

プラ
ン頁

④

壮年期や中
年期世代の
地域への取
り込み

⑤
区内企業に
よる地域活
動の促進
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新大田区経営改革推進プラン中間報告書
基本方針１　区民ニーズと環境変化に即応する行政経営の推進

部局 課

【産学公交流推進事業】
　大学、公的研究機関との連携を推進
することで、技術移転、共同研究、新
製品開発などを促し、区内中小企業の
潜在的な研究開発能力を引き出す。
【川崎市との浴場連携事業】
・川崎市との浴場連携事業では、日本
工学院専門学校との連携を強化する。
・様々なアンテナを張りケースに応じ
たコーディネートを行う。

○各種媒体での情報発信やヘルスケア・ロボ
ティクスなどの各種セミナーの開催を行う中
で、コーディネーターのつなぎにより大学と区
内中小企業とのマッチングを実施した。このこ
とにより共同研究や新製品開発が複数始まって
いる。
併せて各大学との連携のもと「切削研削研究
会」などの各種研究会を開催し、区内中小企業
の研究開発能力を引き出す試みも行った。
○川崎市との浴場連携事業については、１-
(４)-④「他自治体との連携促進」において推
進している。

研究開発型企業ガイドの作成や産学公連携の展
示会「おおた研究・開発フェア」を通して、大
田区の企業のニーズと全国の大学、公的機関の
シーズを結び付ける事業展開をしていく。
次世代産業への対応力を向上するため、産業ク
ラスターの形成を図り、大学や研究機関、商
社、金融機関も含めた連携により地域産業の活
性化を進める。

産業経済
部

産業振興課 66

高濃度酸素水浄化施設の整備、維持管
理、効果検証などにおいて、大学や区
内企業と連携していく。

○平成21年度から、大学や区内企業と連携して
実施してきた高濃度酸素水浄化施設整備の検
討・実験等を踏まえて、27・28年度に浄化施設
の設計を行った。

○大学などと連携して、より効果的な水質浄化
対策を検討する必要がある。
○浄化施設稼働後の効果検証を行い、その結果
を踏まえ、浄化対策の見直しの検討を進めてい
く。

都市基盤
整備部

都市基盤管理課 90

②
医工連携支
援

区内ものづくり企業、大学、医療機
関、製造販売企業等との連携により、
成長産業である医療分野の市場参入を
促進する。

○文京区、大田区、川崎市で医工連携自治体協
議会を組織。医工連携展示・商談フェアを年１
回開催するなど、医療機器製造販売企業ともの
づくり企業の連携に努めている。

○医工連携自治体協議会を通じて、文京区と情
報共有を深め、医工連携を引続き進めていく。

産業経済
部

産業振興課 68

○普通徴収者への口座振替勧奨の強化
を行う。
○金融機関での収納を補完する納付機
会の拡大を図る。

○口座振替キャンペーンを11月から12月に実施
した。その結果、平成27年度では1,090件、平
成28年度では732件の新規口座振替があった。
○国民健康保険加入者の納付機会の拡大を図る
べく、モバイルレジ口座振替及びＭＭＫ設置店
における納付書による収納サービスを計画し
た。

○今後も口座振替キャンペーンを行い、口座振
替勧奨の強化を行う。
○平成29年度より、モバイルレジ口座振替及び
ＭＭＫ設置店における納付書による収納サービ
スを開始し、国民健康保険加入者の納付機会の
拡大を図った。
○納付機会の拡大を図るべく、クレジット収納
の検討を重ねてきた。今後も実現に向けた取組
みを行う。

区民部 国保年金課 59

○地域の金融機関と連携することで、
区内での創業・立地を促進し、ものづ
くり集積の維持・強化を推進する。
○商店街と区内金融機関との連携した
取組みがあった場合は、区が成功事例
としてその取組みのＰＲに努める。

○企業立地の受け皿となる土地・建物の情報に
ついての金融機関との連携を検討した。
○平成27年４月より「大田区中小企業融資あっ
せん制度」のメニューの一つである開業資金の
拡充を行い、ものづくり企業及び商店街空き店
舗活用の創業は全額利子補給をすることとし
た。これに伴い、区内の全金融機関を集めて本
制度のPRを実施し、積極的な活用を依頼した。
あっせん実績：27年度22件、28年度14件

○情報提供について手続き等の調整を進め、更
に金融機関との連携強化を図る。
○今後も、金融機関と定期的に情報交換を行う
などして連携強化に努め、環境変化に即応した
融資あっせん制度の円滑な運用を実施する。

産業経済
部

産業振興課 69

具体的取組み 目　　　標 27、28年度の取組内容・成果 課題・今後の取組み

①
産学公の連
携促進

担当所属
プラ
ン頁

　改革事項（４）産学金公の連携による地域活性化の推進

③
区内金融機
関との連携
促進

9



新大田区経営改革推進プラン中間報告書
基本方針１　区民ニーズと環境変化に即応する行政経営の推進

部局 課

○産学金公の連携のもと、先駆的な知
識や技術を柔軟に取り入れるとともに
資金を確保し、地域産業の振興を推進
するなど地域の活性化を図る。
○国家戦略特区を活用した地域の活性
化に資する、産業の国際競争力強化及
び国際的な経済活動拠点の形成を実現
する。
○地方の自治体が有する行政資源、地
域資源等を把握し、区政への活用を
図っていく。

○国家戦略特区における「旅館業法の特例（特
区民泊）」、「エリアマネジメント（さかさ川
通り）」、「都市計画法の特例（羽田空港跡地
第１ゾーン整備事業）」の各メニューを活用
し、まちの賑わい創出につなげた。
○東邦大学及び民泊事業者と協定を締結し、病
院へ入院する小児患者の付き添い家族が安価で
特区民泊施設に滞在できる環境を整えた。

○各特区事業の現況及び課題の把握に努め、よ
り高い事業効果の発現を目指す。
○国、都、関係団体との関係構築を進め、新た
な取組みや課題に向けた情報連携を密にする。

企画経営
部

企画課 22

年間に数件の捜索を実施する。

【滞納者の財産捜索実施件数】
27年度　６件
（都税事務所との合同捜索１件、大田区単独捜
索５件）
28年度　３件
（都税事務所との合同捜索１件、大田区単独捜
索２件）
※単独捜索実施にあたって、都のアドバイスを
受けている。

○今後も、都税事務所や他の自治体と連携して
捜索を行う。（26年度：江東区との合同捜索実
績1件）
○豊富な経験・実績を持つ都の事例を基に、完
納に結びつく捜索のみならず、公売、執行停止
を前提とした捜索等も行っていく。

区民部 納税課 60

○平成26年度に川崎市との浴場連携事
業として共同開発したスマートフォン
アプリについて、オリンピック・パラ
リンピックを見据え、観光分野との連
携をめざす。
○商店街独自の連携情報を把握する。
○文京区の製造販売企業との連携によ
り、共同開発、実用化、市場参入事例
の創出を促進する。

○新たな顧客獲得として、スマートフォンアプ
リを使ったスタンプラリーを実施した。さらに
利用者にツイートしてもらい銭湯を盛り上げよ
うとした仕組みづくりを行った。それらにより
新たな層、ニッチな層へのアプローチができ
た。
○平成26年に締結された「大田区と川崎市との
産業連携に関する基本協定」に基づき、平成27
年、川崎市と共に医療機器製造・設計に関する
「アジア最大」の展示会「MEDTEC Japan2015」
にて、企業の共同出展を連携して支援した。
○文京区の製造販売企業との連携事業について
は、１-(４)-②「医工連携支援」において推進
している。

○スマートフォンアプリによる連携事業を3年
間継続し、利用者の新たな層の開拓を試みた。
今後は、新たに女子層をターゲットにするな
ど、銭湯の魅力を再発見してもらえるよう、さ
らにＰＲに力を注ぐ。
○川崎市とは、引続き医工連携をはじめとした
産学官の連携・協力により相乗効果を高め、両
者がもつ高い技術集積を活かした、中小企業等
の交流・マッチングなどの連携を促進する。

産業経済
部

産業振興課 70

○東京都や流域自治体と連携して、呑
川の水質浄化対策を推進する。今後
も、こうした各種協議会や懇談会など
を通じて他自治体との連携を強化して
いく。
○うのき・羽田の二つの「水辺の楽
校」の運営支援についても、引き続き
地域力推進課、環境・地球温暖化対策
課、都市基盤管理課の3課が連携して取
り組んでいく。

※平成28年４月から「環境・地球温暖
化対策課」は「環境対策課」に変更

○東京都や流域自治体が参加する呑川水質浄化
対策研究会で定めた総合的な水質浄化対策の方
向性に基づき、対策を推進した。
・スカム発生抑制装置の機能強化・稼働
・高濃度酸素水浄化施設の設計
・河床整正工事の設計・施工
・合流式下水道の改善の検討
○「水辺の楽校」の支援を行った。京浜河川事
務所が整備した「うのき水辺の楽校親水護岸」
を区が占用管理するため、既存の「多摩川田園
調布南・鵜の木緑地」と一体的な施設として安
全対策等に取り組んだ。

○引続き、呑川水質浄化対策研究会を通じて、
東京都や流域自治体と連携し、総合的な水質浄
化対策を推進する。
○「水辺の楽校」の活動拠点を有効に活用する
ため、必要に応じて関連３課（地域力推進課、
教育総務課、環境対策課、都市基盤管理課）と
連携し、国との調整、連絡窓口として支援を
行っていく。

都市基盤
整備部

都市基盤管理課 91

部局 課

オリンピック・パラリンピック開催に
向けた国内外からの来訪者対応など、
今後さらに要請が高まる案内誘導サイ
ン整備を、効率的・効果的に推進す
る。

○サイン整備の効果的、効率的な推進に寄与す
る「大田区案内誘導サイン整備指針」を策定し
た。当該指針では、分かりやすく見やすいデザ
インや配置、外国語表記などについて定め、統
一的な考え方に基づき、サインを整備すること
が可能となった。

○案内誘導サインの現況を把握し、台帳化を推
進して、効果的、効率的で、景観にも配慮した
整備・メンテナンスの実施を目指す。

企画経営
部

企画課 30

○多言語対応を含む、情報発信拠点機
能を強化する。
○テーマ性を持つ回遊コースの造成な
ど、地域のネットワークの強化を図
る。
○誰もが迷わず区内を回遊できるよう
な環境整備を行う。

○平成27年12月に、区主要施設15か所及び区内
主要駅前周辺６か所に公衆無線LAN（OTA CITY
FREE Wi-Fi）の環境を整備した。これにより、
外国人旅行客を始め、誰もが区の情報を得られ
るようになった。
○ 平成27年度において、京急蒲田駅、梅屋敷
駅、大森町駅周辺に計８基、平成28年度におい
て、池上駅周辺に計２基の観光案内サインを新
規設置した。これにより、区内回遊における来
訪者の安全性・利便性を向上させるとともに、
その促進につなげることができた。
◯平成27年度に大田区ウェルカムショップ、ま
ちかど観光案内所を対象とした実態調査を実
施、その結果をもとに、平成28年度は、外国人
旅行者等おもてなしハンドブックを作成した。
支援メニューの拡充により、登録店舗は、平成
27年度、平成28年度でウェルカムショップ59軒
増、まちかど観光案内所106軒増となった。
◯平成27年12月に開設した大田区観光情報セン
ターにおいて、外国語による観光案内を実施し
た。
◯平成27年12月に大田区公式観光サイトを開
設。平成27年度、平成28年度で、約180軒の情
報を６言語で発信、ＰＶ数は平成27年度、平成
28年度で合計286,600となった。

○公衆無線LAN（OTA CITY FREE Wi-Fi）の外国
語利用が10％未満であるため、大田区を訪れる
外国人旅行者に大田区の情報、魅力を積極的に
提供していく取組みについて検討を進める。
○ 洗足池駅、羽田空港跡地、田園調布・多摩
川駅周辺等、区内主要地域における観光案内サ
インの不足を解消するため、各地域でのランド
マーク施設の整備状況を鑑みながら、順次、新
規設置を図っていく。
◯大田区ウェルカムショップ、まちかど観光案
内所に対する支援を拡充（24時間多言語コール
センターの開設）し、登録店舗の拡充を図る。
◯区内宿泊者、滞在者に対し、大田区観光情報
センターの利用を促し、情報提供を行うことに
より、回遊性向上を図る。
◯大田区公式観光サイトは、言語及び内容につ
いて拡充を図る。

観光・国
際都市部

観光課 44

具体的取組み 目　　　標 27、28年度の取組内容・成果 課題・今後の取組み
担当所属

①

観光拠点Ｐ
Ｒによる区
内回遊性の
向上

具体的取組み 目　　　標 27、28年度の取組内容・成果 課題・今後の取組み
担当所属

プラ
ン頁

プラ
ン頁

　改革事項（５）シティセールスの推進

④
他自治体と
の連携促進
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新大田区経営改革推進プラン中間報告書
基本方針１　区民ニーズと環境変化に即応する行政経営の推進

部局 課

国登録有形文化財建造物である鳳凰閣
（旧清明文庫）について、文化財建造
物を有効活用し、（仮称）勝海舟記念
館を魅力ある観光施設のひとつとして
整備する。

○基本計画を策定し、施設及び展示の実施設計
が完了した。
○学識経験者による資料収集評価委員会が、学
術的価値及び価額等を審議し、勝海舟ゆかりの
資料207点購入した。
○展示・整備計画等、設計に必要な事項を審議
するために整備検討委員会を二回開催した。

○平成29年度より、本体工事及び展示工事に着
手（予定）
○勝家ゆかりの資料（4,000点超）について、
整理・研究を進める。
○平成29年度より運営推進委員会を発足し、主
に館運営方法、展示内容等をテーマに検討を進
める。
○学芸員による講座やギャラリートーク、常設
展を実施する。近隣の文化施設等とも連携し、
回遊性が高まる取組みを行い、開館へ向けて気
運醸成を図る。

観光・国
際都市部

文化振興課 44

○商い観光展について、蒲田地区での
面的広がりを拡充する。
○蒲田駅東口地区で、食の国際交流
「OTAおもてなしストリート（オリン
ピック・パラリンピック事業）」実現
のための手法を検討する。
○観光課や一般社団法人大田観光協会
との連携を拡充する。

〇商い観光展については、同時期に開催される
蒲田エリアの各種イベント・団体と連携し、相
乗効果を図り、面的広がりを拡充した。
〇平成28年度より始まった「大田のお土産100
選」表彰事業により表彰された商品を大田区観
光情報センター等で一部販売を行った。

〇蒲田地区の面的広がりを拡充すべく、新たな
連携先の検討。
〇周遊者を増やすための様々な手法の検討・導
入。

産業経済
部

産業振興課 71

区民が「毎日の食事の中に野菜の摂取
量の増加」を図れるよう様々な施策を
展開し、生活習慣病予防に寄与する。
このような区民の健康増進に向けた取
組みを通じて、誰もが健康に暮らせる
まちを区内外にＰＲしていく。

○おおた健康メニュー協力店登録数
  　27年度―10店舗、28年度―18店舗
○27年度店舗アンケートの結果より「野菜たっ
ぷりメニューの注文が増えた」「新規のお客様
が増えた」という回答あり。
・若い世代の野菜摂取が少ないことから、地域
健康課で実施している若い世代向け講習会で登
録店のＰＲを積極的に行っている。

○28年度実施の店舗向けとお客様向けアンケー
ト結果を分析し、店舗数拡大、区民への野菜摂
取増のＰＲ、既存店舗との協力強化へつなげて
いく。
○区施設、イベントでパンフレット配布を強化
していく。
○おおた健康メニュー協力店の地域によるかた
よりがないように商店街への働きかけをすすめ
ていく。
○外国語版パンフの作成を考えていく。

健康政策
部

健康づくり課 78

○大森ふるさとの浜辺公園を含む海辺
の散策ルートの観光的なPR活動をさら
に充実させる。
○4か所の水門による散策ルートの分断
箇所を早期に解消するため、東京都港
湾局と連携し、地元調整や工事を実施
する。
○平成27年度に、国家戦略特区を活用
したエリアマネジメントの民間開放に
向けた手法の検討を行い、28年度の本
格実施を目指す。

○大森ふるさとの浜辺公園内のレストハウスや
隣接するビーチバレーコートの完成に伴い、サ
イン看板の改善・修正や区報による依頼、完成
記念イベントの開催などにより観光的なＰＲを
促進した。
○4か所の水門に関わって東京都港湾局の防潮
堤整備工事の進捗状況に合わせて、南前堀の係
留施設工事、貴船堀の係留施設・埋立工事と南
前堀の一部埋立工事を実施した。
〇国家戦略特区による道路占用の特例の扱いに
ついて、関係機関（東京都、警視庁）協議を行
い、平成28年度からはイベント開催（道路占用
の特例、道路使用許可）の手続き等を調整し、
本格実施が可能となった。

○観光拠点の整備に合わせ、効果的なＰＲの取
組みが必要となる。
○海辺の散策路の整備を進めるとともに、大森
ふるさとの浜辺公園から多摩川に至る散策ルー
トのサインの増設や既存サインの改修について
検討を行っていく。
○4か所の水門に関わっては、今後も東京都港
湾局局の工事に合わせて、南前堀、貴船堀、旧
呑川、北前堀における係留施設や埋立工事を着
実に進めていく。

都市基盤
整備部

道路公園課
建設工事課

92

○既存施設の有効活用ができるよう、
施設の整備・充実を図る。
○国際都市、観光等の施策展開によ
り、効果的な施設活用を進める。
○以上により、オリンピック・パラリ
ンピック開催に向けた区民の気運醸成
を図る。

〇ブラジルオリンピック委員会はじめ外国団体
への事前キャンプ誘致活動を実施した。
〇平成27年よりトップアスリート等派遣事業を
実施。平成27年度33件、平成28年度40件の派遣
を行い、東京2020大会に向けた気運醸成を実施
した。

〇東京2020大会に向けた区独自のボランティア
事業の実施など、区民参画の機会を提供する。
〇事前キャンプ相手国であるブラジルとの国際
交流事業を実施する。
これらの取組により、大会に向けた更なる気運
醸成を目指す。

観光・国
際都市部

スポーツ推進課 45

施設の適切な維持更新とオリンピッ
ク・パラリンピックでの競技会場や練
習会場、イベント開催などの施設活用
を見据えた施設全体の改修計画を策定
する。

○大田スタジアム施設改修工事基本構想・基本
設計を実施した。さらに、同施設改修工事実施
設計を実施している。（平成29年度完了予定）

○施設がオープンしてから約20年が経過し、施
設全体に老朽化が進行し、更新工事を行う必要
がある。また、ユニバーサルデザイン対応及び
多目的使用可能な施設の改修を合わせて行って
いき、施設のレベルアップを図っていく。
○平成29年度中に実施設計を完了し、平成30年
度に施設改修工事に着工する。

都市基盤
整備部

道路公園課
建設工事課

94

○シティセールスの推進に向けた、大
田区地域のブランド確立や観光資源の
差別化を図る。
○周遊観光事業の創出、持続可能な実
施体制の構築、羽田空港利用者の大田
区への誘客を図る仕組みづくりを推進
する。

○ 平成27年度、28年度において「ＨＡＮＥＤ
Ａ⇔ＯＴＡエンジョイプログラム」冊子を作成
（大田区観光推進連絡協議会発行）し、羽田空
港周辺で楽しむ３時間を提案するモデルコース
等を策定した。これにより、羽田空港利用者等
に区の魅力を訴求し、区への誘客を図る契機と
できた。

○ 区の観光振興の方向性を鑑みながら、大田
区観光推進連絡協議会と更に連携を強め、区へ
の来訪者増加、地域活性化等につながる施策展
開を図っていく。

観光・国
際都市部

観光課 46

ものづくりにおける大田区産業界の卓
越した力を大田ブランドとしてアピー
ルするとともに、「ものづくりのま
ち・大田区」としてシティセールスを
行う。

〇大田ブランドについては平成27年度に東京商
工会議所大田支部より「総合的な地域ブランド
戦略」策定に関する要望書が提出され今後のあ
り方についての検討が始まった。
〇平成28年度より「大田のお土産100選」表彰
事業が新設され、初年度は44件の応募を受け、
26件を表彰した。区内外にプロモーションを開
始した、想定以上の反響があった。
〇「下町ボブスレー」は、平成28年１月にジャ
マイカボブスレー連盟がソリ採用を決定し、平
成30年２月のピョンチャンオリンピックに向け
て、大田区のものづくりの優秀性を国内外に発
信している。

○広聴広報課シティプロモーション担当の全体
統括のもと、産業部門について産業団体と協力
して進めていく。
○2年目を迎える「大田のお土産100選」は、東
京2020オリンピック・パラリンピックにおける
観光客の来訪を見据え、区内外に戦略的な広
報・プロモーションを展開しブランド化してい
く事が課題である。
〇「下町ボブスレー」は平成30年２月に迫った
ピョンチャンオリンピックに向けて情報発信し
ていく。その後の「ものづくりのまち・大田
区」として戦略的なシティセールスの手法を生
み出すことが課題である。

産業経済
部

産業振興課 72

具体的取組み 目　　　標 27、28年度の取組内容・成果 課題・今後の取組み
担当所属

①

観光拠点Ｐ
Ｒによる区
内回遊性の
向上

プラ
ン頁

②

オリンピッ
ク・パラリ
ンピックを
意識したス
ポーツ施設
の効果的活
用

③
区内事業者
等との連携
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新大田区経営改革推進プラン中間報告書
基本方針１　区民ニーズと環境変化に即応する行政経営の推進

部局 課

区が持つ多様な情報のうち、区民に
とって有用であるものを、タイムリー
に発信し、フォロワー数の増加を図
る。

○開庁日には１日１回以上ツイートを行い、区
民の関心を高め、災害発生時の情報拡散性に力
を発揮できるよう努めた。フォロワー数は、平
成26年度末6,000人、平成28年度末11,999人と
順調に増加した。（23区中６位）

○情報発信について、ジャンルに偏りが生じな
いように、広報員研修や職員用掲示板等で庁内
に周知を行い、ツイッター発信を推進してい
く。
○ＳＮＳ運用管理ツールを導入し、所属による
情報発信及び閉庁日の催事等に対応できる体制
を整える。

企画経営
部

広聴広報課 23

○ツイッターのフォロワーの増加に向
けた戦略の策定と実施。
○SNS活用により情報交流の間口を広
げ、双方向発信ができる環境の整備。
○情報交流環境の目的の明確化、ルー
ルの策定、主管組織の決定を行う。

○おおたCityWiFiの導入支援を行った。
○ＳＮＳの活用については各課の協力依頼によ
りセキュリティ確保やトラブル等の回避の視点
で対応等の助言を行う。

企画経営
部

情報システム課 31

○メディアへの露出の頻度拡大を図
る。
○ＳＮＳの読者リーチ数の増加を図
る。
○視察旅行・教育旅行などインセン
ティブ旅行の誘致。

◯平成27年度に大田区公式観光Facebook（英
語）を開設し、運用。平成28年度末で6406件の
ぺージいいねを獲得。平成27年度、28年度の合
計リーチ数は、1,467,905となった。
◯平成27年度の「シン・ゴジラ」、「拝啓、民
泊様」の撮影協力を契機として平成28年度は、
９件の撮影協力を実施し、ドラマ、バラエティ
等で大田区が紹介された。

◯大田区公式観光Facebookは、運用を継続し、
主に訪日前の外国人に対して情報発信を行う。
◯区のＰＲに資すると判断される作品について
は、撮影協力を積極的に実施する。

観光・国
際都市部

観光課 46

各小売店や飲食店など個別店舗の情報
発信に連動し、商店街での普及をサ
ポートする。

個店のＨＰ作成支援として、産業振興協会がＨ
Ｐ・ＰＲツール作成支援を行っている。商店街
のＨＰは区商連と連携し普及をサポートしてい
る。

商店街の個店は、ＳＮＳに関心が薄い店舗が多
い。区商連と連携し、産業振興協会のサポート
を紹介するなどメリットを周知していく。

産業経済
部

産業振興課 72

今後さらなる増加が見込まれる来訪外
国人が、区内を円滑に回遊し大田区の
魅力を知ることができるよう、案内誘
導サインの充実を図る。

○観光案内サインの整備
・新設
　　京急蒲田駅周辺　大拠点サイン６基
　　大森町駅前　中拠点サイン１基
　　梅屋敷駅前　中拠点サイン１基
　　糀谷駅前　大拠点サイン１基
　　雑色駅前　大拠点サイン１基
　　池上本門寺周辺　中拠点サイン１基
・盤面更新
　　蒲田地区　大拠点サイン６基
　　大森地区　大拠点サイン４基
　　平和島地区　大拠点サイン３基
　　　　　　　　中拠点サイン４基
○その他の案内誘導サインの整備
・大田区自然観察路「川と干潟のみち」「縄文
のみち」の案内板を更新した。
・大森ふるさとの浜辺公園内に船着場への誘導
サインを設置した。
・南馬込三丁目に馬込文士村案内板（真野紀太
郎）を設置した。

○引続き、各地域における開発や道路整備等の
機会を捉えて、案内誘導サインの整備を推進す
る。

企画経営
部

企画課 32

英語、中国語、韓国語の組織名及び施
設名については、外国人にとって「読
むことができる」だけでなく「内容が
理解できる」表記とする。

○平成27年度は、多言語対応に関する国や都の
指針に沿い、外国人に理解しやすい表記の統一
を図るため、大田区組織・施設名の外国語表記
の基本方針を策定した。基本方針を踏まえて、
組織・施設名について現行表記の見直しを行っ
た。
また、平成27年度・平成28年度ともに外国語表
記が確定していない施設名や公園名、組織改正
による新たな組織名の表記を確定した。

○新規施設や組織改正に伴う組織名について、
大田区組織・施設名の外国語表記の基本方針に
沿い、外国人にとってわかり易い表記を確定し
ていく。

総務部 総務課 34

外国人宿泊者数及び外国人来訪者数の
増加を図る。

◯平成27年12月に開設した大田区観光情報セン
ターにおいて、外国語による観光案内を実施し
た。
◯平成27年12月に大田区公式観光サイトを開
設。平成27年度、平成28年度で、約180軒の情
報を6言語で発信、ＰＶ数は平成27年度、平成
28年度で合計286,600となった。
◯Visit Japan地方連携事業の枠組みを活用し
海外旅行博出展を4回実施した。

◯区内宿泊者、滞在者に対し、大田区観光情報
センターの利用を促し、情報提供を行うことに
より、回遊性向上を図る。
◯大田区公式観光サイトは、言語及び内容につ
いて拡充を図る。
◯周辺地域と連携し、海外旅行博出展及びイン
フルエンサー招請を行う。

観光・国
際都市部

観光課 47

課題・今後の取組み
担当所属

プラ
ン頁

具体的取組み 目　　　標 27、28年度の取組内容・成果

⑤

多言語対応
による外国
人へのＰＲ
促進

④

ＳＮＳを活
用した情報
交流人口の
増加
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新大田区経営改革推進プラン中間報告書
基本方針１　区民ニーズと環境変化に即応する行政経営の推進

部局 課

大田区多文化共生推進センターを外国
人区民に周知し、生活相談や区役所の
対応を充実させ、外国人の安全・安心
を確保する。

多文化共生推進センターによる事業実績
【平成27年度】
（1）外国人多言語相談1,811件
（2）区が作成する文書の翻訳396件
（3）区施設への通訳派遣　204件
【平成28年度】
（1）外国人多言語相談2,251件
（2）区が作成する文書の翻訳565件
（3）区施設への通訳派遣169件

外国人の需要が高い英語、中国語、タガログ語
による相談窓口の運営を継続し、また外国人向
け生活情報誌の効果的配布や多文化共生推進セ
ンターHPの掲載内容の充実を図るなどにより、
多文化共生推進センターで実施している事業の
利用が増加の傾向にある。多言語相談員の研修
を、今後も相談が多い内容やタイムリーなテー
マで実施することにより、相談者の期待や要望
に応えて行く。

観光・国
際都市部

国際都市・多文
化共生推進課

48

多言語の通訳不足に対応できるよう課
内教育及び通訳派遣期間、対応する言
語の充実と連絡体制を強化する。

【外国語窓口研修受講者数
　　　　　　　　　　（課税課職員）】
　　27年度　 ８名
　　28年度   ８名
【外国語研修受講者数（納税課職員）】
　　27年度 　16名
　　28年度 　11名

【課税課】
平成28年度より国際都市・多文化共生課から貸
出されているタブレット端末での7か国語対応
のテレビ電話型通訳を活用することによって、
日本語が話せなかった外国人に対して、今まで
やり取りが難しかった細かい部分での説明・案
内に大きな効果が上がっている。今後も積極的
に活用していく予定。
また、職員の外国語能力の向上のため研修等に
積極的に参加させる。
【納税課】
今後も区、関係機関で行われる研修参加を促す
とともに、保管機器として配備されている多言
語タブレット使用を継続し窓口での相談・交渉
時に活用する。

区民部
課税課
納税課

61

日本語があまり理解できていなくても
広報物が参照できるようにする。

〇３か月以上滞在の外国の方は他の健康保険未
加入の場合、国保加入が義務付けられているた
め、従来から４か国語の国保のガイドブックを
発行している。窓口では英語の対応ができる職
員、さらに中国語対応も可能な委託スタッフを
配置して対応している。また、他言語ではタブ
レット利用による外国語対応も多くなってい
る。

〇国保のホームページにガイドブックのPDFの
添付、特定健診の問診票の英語表記も実施して
いる。また、委託窓口では、委託事業者が自主
的に外国語の手引きを作成し外国人対応を進め
ている。
すべての国保加入者に平等に事業実施するため
に、国保加入時の対応同様、今後、保険料収
納、保険給付、保健事業などにも外国語対応を
充実させていく必要がある。

区民部 国保年金課 62

オリンピック・パラリンピック開催時
を目標に、区内の各商店街において、
多くの外国人の来訪者に対して「商
い」を通じておもてなしを提供できる
ようにする。

外国語版のパンフレットを作成、ＨＰの多言語
化を行った。

区商連、産業振興協会、商店街及び個店と共に
外国人の増加をビジネスチャンスと捉えられる
ような施策を検討する。

産業経済
部

産業振興課 73

区内企業の環境製品、技術のアピー
ル、活用により環境基本計画の産業分
野の取組みを以下のとおり推進する。
○事業活動に伴う環境負荷の低減など
の環境経営の推進
○環境産業の創出に向けた新製品・新
技術の開発等

○区内企業の優れた環境製品や技術を紹介する
「環境技術カタログ」の日本語版、英語版を発
行し、区ホームページ掲載の他、産業振興協会
経由でおおた工業フェアなどの展示会にパンフ
レットを置くなど、区内企業の技術を紹介し
た。
→掲載企業数 27年度15社　28年度19社

○掲載企業を増やすなど、内容の充実を図り、
常に最新の情報を提供することで、環境技術に
よる区内企業の情報発信を進める。

環境清掃
部

環境計画課 99

事業系ごみ用外国語版パンフレットの
HP掲載などを通じ、すべての区民が住
みよい環境を整備する。

○ごみと資源の区収集を利用する事業者用のパ
ンフレットの外国語版（英語・中国語・ハング
ル）を区ＨＰに掲載し、正しい排出方法、事業
系有料ごみ処理券の貼付等について周知した。

○平成29年10月の事業系有料ごみ処理料金の改
定について新たにパンフレットに掲載し、周知
を図る。
○多様な言語に対応するため、ネパール語・タ
ガログ語版についても作成し区ＨＰに掲載す
る。
◯ごみの分け方出し方について外国語にも対応
するスマートフォンアプリを開発し外国人や若
年層を中心に積極的にＰＲを行う。

環境清掃
部

清掃事業課 100

具体的取組み 目　　　標 27、28年度の取組内容・成果 課題・今後の取組み

⑤

多言語対応
による外国
人へのＰＲ
促進

担当所属
プラ
ン頁
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新大田区経営改革推進プラン中間報告書
基本方針２　持続可能な行政経営の推進

基本方針　２ 持続可能な行政経営の推進

部局 課

①
行政評価の
改善

行政評価を各部のマネジメントツール
と位置づけ、事業の再構築、限られた
財源と人員の選択と集中を図る経営型
の評価とし、未来プラン（後期）の実
現に資する。

○行政評価の結果を確実に予算等に連動させる
ために、スケジュールを見直すなど評価制度の
再構築を行った。
○実績と成果の両面から評価を実施するため
に、「おおた未来プラン10年（後期）」で定め
たモノサシ（指標）に加え、成果指標を新たに
設定し、更なる成果の見える化を進めた。

○「おおた未来プラン10年（後期）」の更なる
推進に向け、行政評価の結果を計画、予算等に
反映させる仕組みづくりを行う。
○評価の客観性及び透明性を高めるため、外部
評価の実施及び評価結果の公表に向けた検討を
進める。

企画経営
部

企画課 114

○補助金に関する区の統一した制度に
基づく適正な補助金運営を行う。
○また、補助金に関する定期的な評価
と見直しを実施することにより、限ら
れた財源の中、より適切かつ効果的な
補助金の執行を行う。

○補助金に関する統一的な基準と定期的な検
証・見直し体制を整備するために、平成28年３
月に大田区補助金適正化方針を策定した。
○平成28年度に、大田区補助金適正化方針に基
づいた検証・見直しを行った。

○定期的に検証し、限られた財源の中、より適
切かつ効果的な補助金の執行を目指す。
○見直し状況等について適宜公表をするなど、
区民への情報公開に努める。

企画経営
部

財政課 115

大森・雪谷・蒲田の各納税貯蓄組合連
合会の会員を中心として、「口座振替
による納税」の件数増を進めてもら
う。

【27年度】
○納税貯蓄組合連合会が、区との連携で「納期
内完納推進宣言」を行った。関係団体に対して
は、PRちらしを活用しながら、口座振替による
納税、納期内納付の推進を行った。
○納税貯蓄組合連合会が、区役所本庁舎設置用
に懸垂幕を作成し、納税意識向上に向けた税務
広報を行った。
【28年度】
○11月、納税貯蓄組合連合会が、都・区と連携
しながら、蒲田駅東口街頭で、「口座振替によ
る納税、納期内納付」を推進するPRちらしを配
布した。
○11月の税週間、６月の納期限に合わせて掲示
するため、上記懸垂幕の他、横断幕（本庁舎
用）、懸垂幕（４地域庁舎用）を作成した。

29年度も引続き、区内中学校向けに行っている
租税教育への協力、街頭活動、PR効果の高い懸
垂幕設置個所増設等、民間団体ならではの手法
を活かした納税推進活動を区としても支援を行
い、引続き補助金の適正な管理に努めていく。

区民部 納税課 141

○大田区補助金等交付規則に基づい
て、補助事業の検証を行う。
○補助金等について、事業終期の設定
や目標達成度の検証など、引き続き見
直しに取り組んでいく。

平成28年度に大田区補助金適正化方針に基づく
検証を実施し、一部検討中のものを除き補助率
見直し、終期の設定を行った。

補助金なしでも自立できるようなマインドの醸
成に努める。

産業経済
部

産業振興課 152

地球温暖化を抑止する一環として、緑
の効用がある。自然・緑を大切にする
所有者と区との連携・協働により、今
ある貴重な緑を保護し、緑を増やすこ
とで、環境の改善と美しい景観をつく
り出していく。
　太陽光発電設置実績件数　3,000件
                    （平成30年度）
      （未来プラン（後期）目標値）

○生垣造成、屋上・壁面緑化、保護樹木等の管
理経費及びせん定経費の助成を通じ、今ある貴
重な緑を保護し、緑を増やすための取組みを進
めた

○生垣造成、屋上・壁面緑化助成金及び保護樹
木樹林に関する助成金は、『大田区緑の基本計
画グリーンプランおおた』で重点施策・事業と
して位置づけられている。
　特に保護樹木・樹林に関しては、樹木の成長
による巨木化や所有者・管理者の高齢化により
助成に対する期待は大きい。
　平成32年度に予定されている「グリーンプラ
ンおおた」の見直しに向けて引続き今ある貴重
な緑を保護し、緑を増やすための取組みを進め
ていく。

環境清掃
部

環境対策課 182

補助金交付要綱の改正を行い、補助金
事業の適正な執行管理を行う。

大田区教育研究会に対する補助金交付要綱を平
成27年４月１日に改正した。
交付予定額の通知から補助金額の確定までの流
れを整備。交付の条件、額の確定、是正のため
の措置、補助金の返還などの規定を改めて規定
を見直し、適正な執行管理を行うこととした。

適正な運用を行う。
教育総務

部
指導課 191

③
行政の外部
化の検証及
び改善

○行政の外部化については、安易な前
例踏襲に陥ることなく、既存の事業手
法の検証結果を十分に踏まえ、未来プ
ラン（後期）の実現に向け最適な手法
を検討・導入する。
○確実に改革を推し進め、未来プラン
（後期）の達成に資する外郭団体の運
営を実現する。

○平成27年8月に「指定管理者の選定方針等」
を定め、施設の運営については設置目的等を踏
まえ、最適な運営手法の検証を常に行うことと
した。
○指定管理者制度導入施設を対象とした平成27
年度包括外部監査結果を受け、庁内横断的に課
題を抽出し、課題に対する区の対応の方向性を
まとめ、全庁に周知した。
○平成27年度：外郭団体へのヒアリングを実施
し、課題の整理を行った。
平成28年度：新大田区外郭団体等改革プランを
策定した。区と外郭団体の果たすべき役割を確
認し、双方で改革を進めていくことを明確にし
た。
○平成28年度に事務事業の外部化についての適
正な管理を進めるため、業務委託に関する調査
を行い、現状把握を行った。

○指定管理者制度導入施設においては、指定の
更新時期等を捉え、運営手法の検証及び見直し
を実施する。
○業務領域別の外部化の基準について検討す
る。
○「大田区外郭団体等のあり方検討委員会」に
おいて外郭団体等改革の実効性の検証を行い、
新大田区外郭団体等改革プランを確実に推進す
る。

企画経営
部

企画課 116

具体的取組み 目　　　標 27、28年度の取組内容・成果 課題・今後の取組み
担当所属

プラ
ン頁

　改革事項（１）効果的でムダのない事務事業の展開

②

補助金等の
見直し・適
切な執行管
理
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新大田区経営改革推進プラン中間報告書
基本方針２　持続可能な行政経営の推進

部局 課

税務システムが稼働から４年を経過し
たことを踏まえ、現状の税務システム
の安定した運用と将来を見据えた的確
な運用管理体制を検討する。

平成27年度・28年度：職員が独自開発したプロ
グラムが約300本あるため、開発を担当した職
員をサポートする体制としてシステム補助業務
に係る補助要員を委託し体制の強化を図ってい
る。

独自開発プログラムの円滑な運用・適正な管理
を継続するため、それを継承する職員の育成及
び委託体制の検証を行う必要ある。委託体制強
化の一環として、平成29年度からシステム業者
SEに新たに「税務システム」の運用・データ抽
出作業等の運用面での保守が出来るように年間
150日程度、当課に常駐する体制にした。更に
システムのあり方について検討していく。

区民部 課税課 141

電話勧奨対象拡大のための滞納者連絡
先電話番号について調査を進めてい
く。

日々の納付相談、財産調査等の機会を活かし連
絡先調査を進め、業務委託化による早期の納付
勧奨、催告により滞納繰越を縮減している。
【普通徴収滞納繰越額】
27年度
34億4,488万円（前年比△9億6,332万）
28年度
25億2,352万円（前年比△9億2,137万）
【収納事務委託実績】
27年度
収納件数4,722件　収納額3億7,110万円
28年度
収納件数4,217件　収納額4億1,477万円

電話接触が難しい滞納者への取組等の課題を含
め、前年度実績を検証し、今後もより効率的な
納付勧奨業務を推進する。

区民部 納税課 142

○平均窓口処理時間の短縮を目指す。
（再掲）
○待ち時間に関する窓口満足度アン
ケートの満足度を90%以上にする。（再
掲）
○平日夜間、土・日曜日の窓口対応を
職員が積極的に行い、また、審査業務
を行うことで維持・向上を図る。（再
掲）
○職員と委託事業者との業務の切り分
けを明確にした業務フロー・業務マ
ニュアルを常に更新し、双方が熟知す
る。

〇平成26年度４月から本格実施した窓口委託に
より、通路で来訪の目的を一人ずつ確認するな
ど事前受付で、窓口での待ち時間は繁忙期でも
以前に比べて長くて30分程度と相当短縮されて
いる。(再掲）
〇26年度当初から継続して窓口満足度アンケー
トを実施している。満足度も窓口での待ち時間
の項目を除いて徐々に増加している。物理的ス
ペースの関係で窓口を増やすことが難しい現状
では、一気に待ち時間を減らすことは難しい。
(再掲）
○27年度は夜間窓口25回、土曜窓口７回、28年
度は夜間窓口25回、土曜窓口９回行った。審査
業務を担い知識の習得、維持、継承を行った。
(再掲）
〇委託窓口では、時々業務について切り分けの
問題が発生している。その都度、双方で確認を
行いマニュアル化している。

〇窓口業務の習熟度を高める研修や、留学生の
加入が多い９月は大学に分散して来庁をお願い
するなどして時間短縮を図り、さらに満足度を
高めていく。
〇平成29年度実施の結果では窓口での待ち時間
の項目を除いてほぼ90%以上の満足度が得られ
ている。今後も多くの来庁者に満足いただける
よう継続して調査を実施していく。
○夜間窓口、土曜窓口、時間外窓口対応を継続
し困難ケースなど職員で共有しさらに知識の向
上、維持、継承に努める。（再掲）
〇毎年の契約仕様書に更新した切り分け表を添
付し、業務マニュアルの作成を求めている。
今後も、業務の切り分けが不明確な点はその都
度確認し、その時点で業務マニュアルの修正を
行い、職員、委託スタッフで共有する。

区民部 国保年金課 143

【地域交通対策：自転車】
○附置義務内容は最低水準の取り決め
であり、さらなる駐車台数の増や附置
義務を課せられない施設に対しての設
置要請等を、積極的に実施する。
○新助成制度のさらなるPRの推進。
○関係者間での協議・検討の場を増加
させ、駅前ごとに適正な関係者負担を
実現する。
【道路台帳窓口】
外部委託導入に向け、受託業者（派遣
員）が区職員同等の知識を習得するこ
とができる環境を整備する。
【境界窓口】
○発注者支援業務について
新プランで掲げる「公平な行政サービ
スの提供」や「職員力を活かす行政経
営の推進」との方針に整合させるため
には、課題に対する研究と慎重な判断
が必要。
○座標データの入力について
入力に要する時間を減らし、効率的な
事務処理をめざす。

【地域交通対策：自転車】
○附置義務に該当する施設では、設置申請15件
中、11施設が要請に応じて駐車台数を増加し
た。附置義務を課せられない施設に対しての設
置要請は実施できなかった。
○民間助成制度については、自転車駐車場業者
との意見交換を行い、制度の見直しを検討し
た。
○「大田区自転車等駐車対策協議会」におい
て、鉄道事業者や地元商店街等の関係者間で情
報提供や地域の課題を共有した。
【道路台帳窓口】
○外部委託の事例や条件整備について研究し
た。
○窓口レイアウトの変更、昼窓口の全面開設、
窓口端末の改修など、内部努力による窓口業務
の改善を行ってきた。
【境界】
○外部委託の事例や条件整備について研究し
た。
○境界申請が完結した土地境界図の座標データ
を担当各自が共通システムへの保存を行なっ
た。

【地域交通対策：自転車】
○附置義務駐車場の駐車台数の増設を引続き要
請するとともに、附置義務に該当しない施設に
ついても自転車駐車場の設置を積極的に働きか
け、放置自転車の減少を図る。
○民間助成制度については、民間事業者の意見
を参考に制度の見直しを視野に入れ検討を進め
る。
○放置自転車の多い駅については、鉄道事業者
や駅前の各施設管理者、地元商店街とともに、
放置自転車対策を協働して実施していく。
【道路台帳窓口】
○現在、道路台帳窓口は、道路台帳や境界確定
図だけでなく、道路の一般的な相談など土木行
政全体の窓口となっている。
・今後、区行政等を熟知している再任用・再雇
用職員の更なる活用も検討していく。
【境界】
○土地所有者の資産に係ることを踏まえ、申請
者の費用負担も考慮した対応が求められる。
○事務処理の簡略化等を検討していく。
○申請が完結したデータを引続き保存し、事務
処理の効率化を図る。

都市基盤
整備部

都市基盤管理課
道路公園課

169

整備の必要性など説明責任を果たし、
高度な技術的判断が出来るなど事業を
円滑に推進できる技術職員を育成し、
区民との協働を推進しながら公共工事
を確実かつ良好に完成させ、区民サー
ビスの向上を図る。

◯発注者支援業務として３名の民間事業者の技
術者に工事管理業務を委託し、関係者との協議
資料作成や設計における様々な提案、現場パト
ロールを実施した。
◯設計委託においては、公共工事の品質確保が
重要な役割を果たす観点から、平成28年度より
設計等委託成績評定を設け、委託内容を適正に
履行したか否かを確認するとともに資質の向上
に努めた。

○受注者のスキルアップおよび区民サービスの
向上を図るとともに、業務量のピークカットに
確実に対応していく必要がある。
◯引続き発注者支援業務委託を実施し、監督員
を補助し、事業を円滑に推進していく。また、
大田区が発注する工事の品質確保を実施する目
的から、工事・設計委託の成績評定を実施して
いく。

都市基盤
整備部

建設工事課 171

事業の外部化を進めるとともに、委託
先の技術力向上や対応の工夫などを通
して、区民の要望に応えていく。

○緑の普及事業
18色の緑づくり支援事業を始めとして事業を受託す
る区内のＮＰＯ団体は、事業を継続して受託するこ
とにより年々スキルが向上している。また参加者
（区民）との交流をとおして区の事業以外に直接地
域の活動に貢献する事例も見られる。
→27年度　出張所ごとに育成講習会、出張指導を開
催した。
→28年度　育成講習会参加者のレベルアップのため
出張指導に重点を置いて取り組んだ。

○鳥獣対策
【カラス対策】
繁殖期のカラスによる威嚇・攻撃等の被害を抑制す
るため、専門業者に委託し専用電話による相談や巣
の撤去を行った。
・巣の撤去数
→27年度　51　　→28年度　43
【ハクビシン等対策】
生態系及び生活環境への被害の軽減と拡大の防止を
目的として専門業者に委託し、ハクビシン・アライ
グマの捕獲を行った。
・捕獲数→27年度　59　　→28年度　39

○喫煙対策
喫煙マナー向上に向けて啓発指導員を区主要駅頭に
配置している。マナーの徹底、条例の周知を促進す
るため啓発プレートの利用や啓発指導の重点場所を
指示して、清潔で安全なまちづくりを目指してい
る。

○講演会や講習会など、専門的知見を要する事
業は積極的に外部に委託するとともに、アン
ケートなどで区民の要望を把握し、内容に反映
させていく。

○鳥獣対策については、引続き、区民等からの
情報をもとに、委託業者と連携を図りながら速
やかに対応していく。

○喫煙対策については、啓発指導員の重点配置
や啓発物の掲出により、今まで以上にマナーの
徹底や条例の周知を進めていく。

環境清掃
部

環境対策課 183

③
行政の外部
化の検証及
び改善

具体的取組み 目　　　標 27、28年度の取組内容・成果 課題・今後の取組み
担当所属

プラ
ン頁
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新大田区経営改革推進プラン中間報告書
基本方針２　持続可能な行政経営の推進

部局 課

①
予算編成手
法等の見直
し

○未来プラン（後期）「５年後のめざ
す姿」の確実な達成。
○健全財政の堅持。
○予算編成過程の公表による区政の透
明性の向上。

○行政評価の結果を確実に予算等に連動させる
ために、スケジュールを見直すなど評価制度の
再構築を行った。
○平成27年度、28年度に重要事業区長ヒアリン
グを実施、区長の政策意思の具現化を図った。
○平成28年度予算編成から、予算編成過程の公
表について、より透明性の高い公表となるよ
う、新たに事業一覧を追加した。

○行政評価と予算編成の連動を強化していく。 企画経営
部

企画課
財政課

117

②
中長期財政
計画の作成

平成27年度に策定予定の公共施設再配
置方針、政策課で実施する将来人口推
計を踏まえ、中長期財政計画を早期に
作成し、持続可能な財政運営のあり方
を示す。

※平成28年４月から「政策課」は
「企画課」へ変更

○大田区中長期財政見通し（平成28年度から平
成37年度）を作成し、平成28年３月に公表した
OTAシティマネジメントレポートに掲載した。

○区を取り巻く状況は刻々と変化することか
ら、将来の財政運営に与える影響を的確に把握
し、実績（決算）との差を分析し、適宜、本見
通しの修正を行う。

企画経営
部

財政課 118

③
新地方公会
計制度の研
究及び導入

「統一的な基準」による財務書類を作
成する。

○平成28年度決算から「統一的な基準」による
財務書類を作成するために、平成28年度に開始
時における固定資産台帳を整備し、開始貸借対
照表を作成した。

○平成28年度決算に関する「統一的な基準」に
よる財務書類を作成する。
○決算に関する「統一的な基準」による財務書
類の作成の迅速化を図る。
○公会計から得られる情報をPDCAサイクルの
ツールとして活用し、マネジメント機能の向上
を図る。

企画経営
部

財政課 119

債権管理に関する全庁的な取組み方針
やマニュアルを策定し、債権管理の適
正化を推進する。

○平成27年11月（44人出席）、平成28年12月
（25人出席）に債権管理研修を行った。アン
ケート結果では、理解度の欄が５段階中平均
3.7と高く、出席した職員は、債権管理に関す
る基礎知識の習得に繋がったと考える。

○過去２回、債権管理研修を行ったものの、法
規担当への相談内容を鑑みると債権管理に関す
る基礎知識に乏しい職員がまだ多い。そのた
め、再度債権管理に関する基礎研修を行い、全
職員の債権管理に関する知識の習得を徹底す
る。
○債権管理の基礎知識に関する手引を作成し、
全庁に周知することにより、債権に関する基礎
知識がなく、かつ、研修に出席できなかった職
員の基礎知識の習得を図る。
○債権に関する照会及び回答（相続、時効等）
を多数記載した法律相談事例集を作成し、全庁
に周知することにより、各部署で抱える債権に
関する問題の早期解決を図る。

総務部 総務課 120

○債権管理部局が情報を共有し、滞納
整理体制を強化するために、財産調査
を一元管理するシステムの構築を検討
する。
○現年度分収納の執行体制を強化す
る。

現年整理担当の執行体制について
27年度　職員４名体制
28年度　職員５名体制
とし、滞納繰越縮減のため体制強化を行った。

○29年度については、課内人員調整の上、現年
整理担当を６名体制に強化した。
○個別催告や差押予告を行い自主納付を促し、
自主納付に応じない場合は財産調査、差押等行
政処分を進めていく。
○債権管理部局の情報共有については、マイナ
ンバーも含め重要な個人情報を扱うため検討を
継続する。

区民部
納税課

国保年金課
144

以下の収納率をめざす。
○現年度分国民健康保険料の収納率
85％
○滞納繰越分国民健康保険料の収納率
20％

○現年度分国民健康保険料の収納率は平成27年
度では87.438％、平成28年度では87.561％とな
り目標値を達成した。
○滞繰分国民健康保険料の収納率は平成27年度
では20.11％であったが、平成28年度では
19.02％となり目標に届かなかった。

○今後も現年度分国民健康保険料の収納率向上
をめざす。
○差押件数を増やすなど、収納率向上対策に関
する年間計画に従い、収納率向上をめざす。

区民部 国保年金課 144

債権を回収し、債権額の圧縮を図る。

○文書・電話による催告・現地訪問・来庁依頼
による直接交渉を実施。
○返済できる資力があると思われる案件は、弁
護士委任し督促状の送付、民事訴訟の提起等を
行い徴収の強化を図った。27年度：2件提訴
（うち１件勝訴、１件和解）、28年度：２件提
訴（２件とも勝訴）、強制執行２件
○上記取組により、27年度：9,628,319円、28
年度：7,015,896円を回収。

○債権管理を適正に行うには、債務者の状況を
できる限り把握することが重要である。そのた
め、文書・電話による催告・現地訪問等を粘り
強く継続し、債権の回収、圧縮につなげる。

産業経済
部

産業振興課 153

○現年度の収納率を上げ、滞納者の絶
対数を増やさない。
○既に不良債権となっているものを良
債権へと導いていく。

○督促・催告を行い、早期の滞納解消に努め
た。
○連帯保証人がついている債権についても、督
促・催告を行い、早期の滞納解消に努めた。
○滞納者に対して分納相談を行い、不良債権化
防止に努めた。
○滞納が続く者に対しては、債権回収業務の弁
護士委託を行い、債権回収に努めた。
○悪質な者については、法的対応を行い、平成
27･28年度は、合計６件の民事訴訟の提起を
行った。

○引続き、督促・催告を行い、早期の滞納解消
に努めていく。
○滞納が続く者については、それぞれの債権の
状況に応じて、弁護士委託や法的措置等を行
い、適切な管理に努めていく。

福祉部 福祉管理課 157

○向こう４年間で、困難案件である
100万円以上の長期高額滞納者事案を全
て解決する。
○将来的には、滞納月数が３か月分に
達した事案が発生したら、即座に訴え
提起前の和解の申立てや住宅明渡しの
民事訴訟を提起するなど、裁判所を活
用した法的措置を講じていく体制を目
指す。

○９世帯（平成26年度末時点の入居者）につい
て、５世帯は強制執行又は自主退去により退去
済で、残る４世帯のうち２世帯は和解後分納
中、２世帯は訴訟による明渡判決を得た。

○100万円未満の滞納者も含めた成果は、民事
訴訟提起10件、分納和解成立６件、住宅明渡強
制執行２件であった。

○左記の明渡判決を得ている２世帯について、
平成29年度強制執行を予定している。和解後居
住継続中の２世帯については、分納管理を行
う。

○新たな滞納者に対しても、指定管理者による
督促・催告・納付相談による早期対応や、弁護
士委任による法的措置の実施等により、これま
で以上に債権管理の強化を図る。

まちづく
り推進部

建築調整課 167

債権管理の
適正化

　改革事項（２）健全な財政運営の推進

担当所属
目　　　標 27、28年度の取組内容・成果 課題・今後の取組み

④

プラ
ン頁

具体的取組み
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新大田区経営改革推進プラン中間報告書
基本方針２　持続可能な行政経営の推進

部局 課

○公共施設の使用にあたり適正な受益
者負担となるよう、施設使用料等の見
直しを進める。
○全庁的な使用料・手数料等の見直し
に向け、適正な受益者負担について、
区としての考え方を整理する。

○全庁的な使用料・手数料の考え方を整理し、
平成28年４月に第１回定例会にて条例改正し
た。

○使用料については、運動施設や大規模施設な
ど、適正な受益者負担について未整理の施設の
考え方を整理する。
○既に整理が済んでいる使用料・手数料につい
ても、定期的に検証し見直しを進める。

企画経営
部

財政課 120

保険料の算出根拠を納得してもらえる
よう、様々な方法で保険料について周
知を行い、十分に説明責任を果たす。

27年度の証更新に「おおたの国保」を送付し全
加入者に保険料の周知をした。当初納通発送時
には「みんなの国保」を同封し保険料の周知を
行った。ホームページもわかりやすい内容で掲
載した。問い合わせについても丁寧な説明に努
めた。

当初納通発送時に、毎年「おおたの国保」を封
入することとし、更にわかりやすい内容、説明
に努める。ホームページも問い合わせに基づき
更にわかりやすい内容にする。

区民部 国保年金課 145

受益者負担率との均衡を考慮しながら
料金を設定する。

区民農園の利用料金について、受益者負担率を
見直し、平成25年度から段階的に値上げし、平
成27年度から標準区画（約10㎡）の利用料金を
月額換算2,000円とした。また、１区画を複数
世帯で利用できるようにした。さらに、平成29
年度から、区画の見直しを行い総区画数を増や
すとともに、小区画（約５㎡、料金は標準区画
の1/2）を設けた。

現在の受益者負担率は約77.5％であり、受益者
負担率を100％とすると月額換算は現在の2.000
円から2,500円程度となる。密集住宅地内の施
設であるため、周辺環境保全が必要であり、清
掃や栽培方法など利用者への指導などの管理運
営は必須である。また、安価に多くの区民が楽
しめる事業であることが望ましいが、利用者の
個人的な趣味のための利用であるので、適切な
利用料金の設定が必要であると考えている。

産業経済
部

産業振興課 153

○区の使用料改定の方向性を踏まえ、
他自治体の状況などを鑑みて減免対応
を行う。
○区の使用料改定の方向性を踏まえ、
利用料金の改定を行う。

○減免対応（高齢者・障がい者）
・他の自治体の取組み状況を調査した。
・関係部局と減免の拡充に伴う問題点について
検討した。
○利用料金の改定についての調査・研究に取り
組んだ。

○減免対応（高齢者・障がい者）
・高齢者・障がい者への減免拡充を平成29年４
月より実施する。
・減免拡充の広報に取り組む。
○利用料金の改定
他の自治体及び周辺の民間施設の現状調査・研
究を行っていく。

都市基盤
整備部

道路公園課 172

○事業者への排出指導の徹底
　集積所における事業系ごみの排出状
況を調査するとともに、事業系有料ご
み処理券の未貼付者に対して排出指導
を積極的に行う。
○廃棄物処理手数料の見直しに向けた
準備
　手数料原価の算定を行うにあたり、
業務実態をふまえた事務量算定を行
う。

○各清掃事務所で、商店街等事業系ごみが多く
排出される集積所における排出状況調査を行
い、不適正排出やシール未貼付、多量排出に対
する調査指導を行った。

○23区は、清掃一部事務組合とともに平成28年
度から廃棄物処理手数料について検討した結
果、廃棄物処理手数料と手数料原価との間にか
い離があることから、平成29年10月に廃棄物処
理手数料を改定することとなった。これに伴
い、事業者に交付している有料ごみ処理券の料
金改定も行うこととした。（3.5 円/㎏増）。
　また、粗大ごみの処理手数料は、廃棄物処理
手数料を基礎に算定しているため平成29年10月
の廃棄物処理手数料の改定に合わせて料金改定
を行うこととした。

○平成29年10月に実施する料金改定に向け、商
店街等に対して料金改定周知を積極的に行って
いる。また、これに合わせて排出状況調査及び
適正排出の啓発も積極的に行っている。

○平成29年10月１日付け廃棄物処理手数料の改
定に伴い、有料ごみ処理券の料金改定、粗大ご
みの処理手数料の改定を施行予定である。

環境清掃
部

清掃事業課 184

負担額に見合う講習会となるよう、内
容等の充実を図る。

○緑のカーテン講習会でアンケートを実施し、
次回に生かすことで満足度を高める工夫をして
いる。
・参加者数
→27年度　４回　156人
→28年度　４回　168人
※アンケートの多くが講習会の内容に高い評価
を寄せている。

○応募状況、参加人数、アンケート等を活用
し、随時事業計画の見直しを行い、事業の一層
の充実を図る。

環境清掃
部

環境対策課 185

区が保有する広告資源を最大限活用で
きる環境整備を進める。併せて、新た
な歳入確保の方策の検討も推進する。

○全所属に対して所管する媒体への広告掲載に
ついて周知し、最少経費で効果的な広告事業の
啓発を行った。
○企画経営部としては以下の取組みを行った。
・27年度：広告活用の環境整備のため、
　本庁舎に広告付案内板を設置した。
・28年度：区民の利便性向上及び新たな
　歳入確保のため、本庁舎に証明写真機を
　設置した。

○引続き、職員一人ひとりが歳入確保の必要性
を認識できるよう啓発を行う。
○ネーミングライツの導入等について、企業の
広報手法の動向などを注視し、他自治体の事例
も踏まえ、関係部局と具体的な検討を進める。

企画経営
部

企画課 121

未申告者の更なる減少と調査の強化を
図る。

平成27年度、平成28年度は、前年度未申告者、
前年課税者・当年未申告者を対象とした郵送及
び実地調査を含めた申告勧奨を行った。その結
果とし、未申告者の圧縮を行う事ができた。

未申告者に対する申告勧奨は税の公平性を担保
する観点からも必須である。間接税より直接税
の割合が多い日本においては未申告者の減少を
図ることが税制度への信頼を得ることにつなが
る。なお、平成29年度から検税用旅費を増額し
た。引続き、給与照会等の調査と臨戸による検
税をおこなっていく。

区民部 課税課 146

特別区民税・都民税の普通徴収につい
て、クレジット収納の導入に向けた検
討を進める。

○クレジット収納の検討については、マイナ
ポータル（マイナンバー制度）の公金決済の開
始に合わせるため保留としていた。
○28年度に口座振替自動登録対象金融機関を2
行拡大し、利便性向上に努めた。

マイナポータルでの公金決済については国から
の情報提供がなく進捗が不明だが、納付方法の
一手段として有効である。現在クレジット収納
について、２事業者がサービスを開始したが、
料金、利用制限、データ交換等について違いが
あるため、31年度実施を目標に検討を行う。

区民部 納税課 147

○大量に発行する納付額通知書等に広
告を掲載して、印刷物の経費負担を軽
減する。
○広告主を医療機関や商店街等に拡大
する。

〇国保加入者向けに大量に発送する納入通知書
や保険証更新通知書の封筒に広告を掲載できな
いか検討した。広告会社と印刷委託事業者との
関係で整理が十分できなかった。また、封筒が
国保の事業説明に多く割かれており、広告を掲
載するスペースがあまりないこともあり実現し
ていない。
〇印刷会社などの広告主探しや広告会社に委託
する方法も検討した。封筒のスペースの現状も
あり、広告主の拡大については未検討となって
いる。

〇他区の状況を確認し、広告の可能性を再度検
討する。

区民部 国保年金課 147

企業のニーズを把握し広告掲載の実現
性について検討を行う。

○大田スタジアムへのネーミングライツの導入
について、他の自治体運営の球場の状況を研究
した。

○実施自治体への視察等を実施し、スポーツ施
設へのネーミングライツの導入について検討を
進めていく。

観光・国
際都市部

スポーツ推進課 173

⑤
受益者負担
の適正化

⑥

具体的取組み 目　　　標 27、28年度の取組内容・成果 課題・今後の取組み
担当所属

プラ
ン頁

新たな財源
確保策等の
検討及び推
進
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新大田区経営改革推進プラン中間報告書
基本方針２　持続可能な行政経営の推進

部局 課

⑥

新たな財源
確保策等の
検討及び推
進

〇預金、債券それぞれの特性を生かし
た運用を行う。
〇基金に属する現金について運用対象
を検討し利回りの向上を図る。

○歳計現金の不足時の繰替運用に備えた基金の
短期運用が、基金の効率的な運用を妨げる一因
になっていることから、歳計現金の不足時の資
金調達の選択肢として基金の繰替運用だけでな
く金融機関からの一時借入を加えることとし、
繰替運用と一時借入それぞれの場合の損益計算
とシミュレーションを行った。

○複数の金融機関のヒアリングを行い、平成28
年４月に、より有利な条件で一時借入に係る契
約を行った。

○繰替運用と一時借入の事務手順の整理を行っ
た。

○日銀による平成28年２月のマイナス金利の導
入、28年９月の長短金利操作付き、量的・質的
金融緩和の導入以降、預金・債券ともに歴史的
な低金利となっている。新大田区経営改革推進
プラン策定時の平成27年４月と現時点では預
金・債券ともに金利が大きく低下しただけでな
く、金融機関が預金の受入れを辞退するなど、
シミュレーションを行った前提条件自体が変化
した。このため、本取組みの目標である利回り
の向上を達成することは困難な状況である。

○28年４月に金融機関と一時借入の契約を行い
資金調達の選択肢に加えたが、歳計現金不足時
の対応を一時借入にするか基金の繰替運用にす
るかは、現在の金融情勢が続いている間は、損
益比較だけでなく定期預金解約後の預入先の確
保等その時の基金運用の状況全体で判断せざる
を得ない。

○今後、金融情勢や金利の状況が好転し、借入
金額や期間を考慮し一時借入が有利な場合は、
基金からの繰替運用でなく一時借入を優先し、
基金の効率的な運用を図る。

会計管理
室

会計管理室 189

部局 課

①
組織の強
化・再編

未来プラン（後期）に掲げる各施策を
力強く推進し、新たな行政課題に迅速
かつ的確に対応するための簡素で効率
的・効果的な組織整備を目指す。

〇平成28年４月１日付けで、区長のトップマネ
ジメントを強力にサポートするために企画経営
部を設置、危機管理における部局間連携を強化
するために総務部に危機管理室を設置する等の
組織改正を実施した。
〇平成29年４月１日付けで、子どもの貧困問題
に対応するために福祉部に子ども生活応援担当
課長を設置、児童相談所開設に向けて児童相談
所開設準備担当課長を設置する等の組織改正を
実施した。

〇社会状況の変化や平成30年度に予定されてい
る行政系人事制度の改正の動向を注視し、簡素
で効率的・効果的な組織整備を行っていく。

企画経営
部

企画課 122

②
職員定数の
適正化

未来プラン（後期）に掲げる施策の推
進はもとより、新たな行政需要や社会
経済情勢の変化に対しても効率的かつ
効果的に対応できる体制を構築するた
め、職員定数の適正化と計画的な管理
の徹底を図る。

〇平成28年度に「大田区職員定数基本計画（平
成29年度～平成33年度）」を新たに策定した。
区民サービスの向上に向け、業務の外部化やス
クラップ等による職員定数縮減にむけた内部努
力を継続することにより、行政需要の増加に対
しても適切に対応することとした。

〇社会状況の変化や平成30年度に予定されてい
る行政系人事制度の改正の動向を注視し、適正
な定数管理を行っていく。
〇今後も「大田区職員定数基本計画（平成29年
度～平成33年度）」に基づき、社会情勢の変化
を踏まえ、職員定数の適正化と計画的な管理を
進める。

企画経営
部

企画課 123

部局 課

将来的な人口構成の変化や区民ニーズ
の変化に対応するため、区が保有する
土地・建物等の有効な利活用を推進す
る。

○平成27年度に公共施設全体の今後の方向性を
明らかにするため「大田区公共施設適正配置方
針」を策定した。
○平成28年度には「大田区公共施設等マネジメ
ント　今後の取り組み」を策定し、今後の公共
施設の管理に関する方針を定めるとともに、将
来のまちづくりも見据え、人口構成の変化を捉
えながら地域別の施設整備の方向性を定めた。
○毎年、土地・施設需要調査を行い、行政需要
の把握に努め未利用地等の活用に向け検討を
行った。

○「大田区公共施設白書」「大田区公共施設適
正配置方針」「大田区公共施設等マネジメント
今後の取り組み」を「大田区公共施設等総合管
理計画」と位置付け、各種個別計画との連携・
整合を図り、効果的・効率的な施設マネジメン
トを推進していく。
○複合化で生じた跡地や、未利用地の活用につ
いては、区で活用する方法に留まらず、民間の
ノウハウを活かしながら管理運営経費の縮減、
余剰施設や土地の貸付など、公民連携手法の検
討を進める。

企画経営
部

施設整備課 124

○災害時の業務継続を担保する。
○セキュリティの強化を図る。
○コストの削減を推進する。

（データセンター活用の取組み）
○平成29年１月、福祉系の一部システムを区民
情報系仮想基盤に構築、運用開始。
○平成29年１月、内部情報系仮想基盤を構築、
文書や財務等内部情報系システムを収容し、運
用開始。
○平成29年２月、庁内ネットワーク機器更改に
合わせ庁内LAN環境を構築、庁内LANの拠点とし
て運用開始。

庁内システム（区民情報系・内部情報系）サー
バの大半が、データセンターに設置の仮想基盤
で稼働開始。セキュリティの強化を実現した。

○LGWAN関連機器の更改に合わせてデータセン
ターへの移設を行う。

○その他、大森地域庁舎マシン室や本庁舎内に
残存するシステムサーバ等のデータセンターへ
の移設を検討する。

企画経営
部

情報システム課 125

具体的取組み 目　　　標 27、28年度の取組内容・成果 課題・今後の取組み

具体的取組み 目　　　標 27、28年度の取組内容・成果

プラ
ン頁

具体的取組み 目　　　標 27、28年度の取組内容・成果 課題・今後の取組み
担当所属

プラ
ン頁

　改革事項（４）公共施設等の見直し

課題・今後の取組み
担当所属

プラ
ン頁

　改革事項（３）柔軟で機動的な組織体制の整備

区有財産の
有効活用

①

担当所属
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新大田区経営改革推進プラン中間報告書
基本方針２　持続可能な行政経営の推進

部局 課

災害時における業務継続と災害対策本
部機能を果たすため耐震性を向上させ
る。

○平成27年６月に「本庁舎耐震性向上事業基本
計画策定及び設計・施工事業者の公募」に基づ
き公募型プロポーザルの募集広告を行い、３事
業者から応募があった。
○平成28年３月に「本庁舎耐震性監修工事基
本・実施設計委託」の契約締結
○平成28年11月に「本庁舎耐震性監修工事基
本・実施設計委託」が完了
○平成29年３月から耐震性向上改修工事を実施
している。

○平成30年７月まで、各関係所属等と日程調整
等を行いながら、耐震性向上改修工事を実施し
ていく。

総務部 総務課 131

集会室・会議室を有効活用し、地域活
動・文化活動を活性化していく。

○会議室を自治会・町会、青少年対策地区委員
会等の地域団体へ貸出し、地域活動を活性化す
るため有効活用した。
○集会室は、管理・運営を委託している施設を
含めて、音楽イベントや写真展、絵画展、書道
展を開催するなど文化活動にも有効活用した。

○引続き地域団体への貸出しや催しを開催し、
地域活動や文化活動の活性化へ有効活用してい
く。会議室・集会室をさらに有効活用するた
め、利用範囲や新たな事業の展開を検討する必
要がある。

地域力推
進部

各特別出張所 136

作成済みの改修計画に沿って、適切な
改修工事を行う。

【大田区産業プラザ】
○計画に沿った改修工事を実施した。
平成27年度：展示ホール調光設備改修実施(３
年計画)、誘導灯器具改修(階段部分）
平成28年度：熱源機器3台オーバーホール(３年
計画)、主要出入口自動ドア駆動部改修、改修
計画を適正に進めるため具体的な項目出しを
行った。

○計画された改修のうち未対応のものを整理
し、順次対応していく。
平成29年度：展示ホール調光設備改修(3年
目)、自動火災報知設備機器更新(設計)、熱源
機器３台オーバーホール(２年目)、誘導灯器具
改修(階段部分)
平成30年度：自動火災報知設備機器更新工事、
熱源機器３台オーバーホール(３年目)、熱源機
器３台オーバーホール(３年目)、誘導灯器具改
修(避難口部分)
○大規模改修に向け準備を進める。

産業経済
部

産業振興課 154

指定管理者や運営受託法人の実施して
いる各種事業の成果を踏まえつつ、課
題の解決につながる支援体制の構築を
図る。

○老人いこいの家業務委託方針に基づき、平成
27、28の２か年度において、計３館を委託化
○老人いこいの家３館を廃止し、地域包括支援
センターとの一体運営によるシニアステーショ
ン化
○老朽化した西糀谷老人いこいの家を廃止
○糀谷駅前再開発施設にシニアステーション糀
谷を開設

○公共施設適正配置方針に基づき、効果的な配
置を図る。
○羽田一丁目複合施設へのシニアステーション
開設に伴い、羽田老人いこいの家を廃止。
○各地区においてシニアステーション設置に向
けた検討。

福祉部 高齢福祉課 158

日中活動及び居住の場、さらにそれら
をつなげる相談支援、訓練、緊急時の
一時保護等と連携を取り一体的に展開
する「地域生活支援拠点構想」を区内
で面的に整備する。

○27年度の取組
①既存施設の機能拡充の検討
②旧障害者就労支援センターを活用した（仮
称）下丸子通所施設の整備検討

○28年度の取組・成果
①上池台障害者福祉会館の機能拡充のため、施
設改修（29.4.1生活介護（知的）受入開始）
②旧障害者就労支援センターを活用した（仮
称）下丸子通所施設の整備（29.4.1に就労継続
支援Ｂ型施設「Beステーション 凛」開設）
③志茂田福祉センター（旧新蒲田福祉セン
ター）の移転・開設（29.3）。あわせて29年4
月より就労支援Ｂ型事業について業務委託を開
始。

○日中活動及び居住の場のさらなる整備・充実
（生活介護の増設、グループホーム整備の支援
等）
○緊急時の受入体制の充実（短期入所の充実、
緊急一時保護事業の充実）
○障がい者総合サポートセンターにおける専門
相談等の実施のほか、同センターを「核」とし
た区内相談支援体制の整備
○障がい者総合サポートセンター二期工事（重
度の障がいに対応した短期入所、学齢期の発達
障がい児への総合的な支援等、多機能型地域生
活支援拠点として整備。31年3月実施。）

福祉部 障害福祉課 159

公園緑地内の未活用の施設や空間を活
かした、地域にとって魅力ある公園施
設としての整備や公園緑地での地域活
動の拠点づくりに取り組む。

〇ＮＰＯ法人と連携した平和の森公園内の旧緑
の展示室の有効活用に継続的に取り組んだ。洗
足池公園旧管理棟などの公園内未活用施設の今
後のあり方について部内検討を進めた。

〇社会構造の変化に応じた公園のあり方の検討
や公園整備方針の見直しをしていく必要があ
る。
○地域にとって魅力ある公園施設としての整備
や公園緑地での地域活動の拠点づくりにつなが
るような、具体的な環境整備の方向性について
調査検討を進める。

都市基盤
整備部

都市基盤管理課 173

大きな視点から区施設のあり方を捉
え、学習環境の確保とともに複合的機
能を備えた施設としての学校改築を進
める。

入新井第一小学校の複合化計画を取りまとめた
（置きこみ施設、保育施設ほか９施設）。

東調布第三小学校、赤松小学校、田園調布小学
校及び東調布中学校において複合化が可能かを
検討し、可能であれば、関係部局と連携し、置
きこみ施設を決定する。

教育総務
部

教育総務課 191

限られた財源の中で、安定的に区民
サービスを提供していくため、建物の
設計から建築、維持管理、解体までに
要する全ての費用であるライフサイク
ルコストの削減と機能・品質の向上を
図る。

○建築コストの適正化を図るために、工事発注
時の予定価格の設定に際して、直近の単価の適
用とメーカー等の見積価格の採用方法の検討を
行い、入札不調や不成立を未然に防止するよう
に努めた。
○新築工事の設計段階において、建築コストに
対する機能や性能を最大限に高めるために、全
庁的な検討会を開催した。

○入札不調や不成立を防止するため、更なる研
究と適正な単価、工期の設定に努める。
〇限られた財源の中で、安定的に区民サービス
を提供していくため、引続き、全庁的検討会に
おいて建築コストの縮減、機能、性能の向上に
向けた検討を行う。

企画経営
部

施設保全課 126

総合評価落札方式（特別簡易型）の拡
大を図り、価格と品質が総合的に優れ
た公共工事の施工を目指す。

総合評価落札方式（特別簡易型）の実施件数
〇27年度は13件（土木３件、建築４件、電気３
件、設備３件）実施した。
〇28年度は14件（土木４件、建築４件、電気３
件、設備３件）実施した。

〇27、28年度で、価格点と評価点の総合計で競
争したケースは２件である。それ以外で落札し
たケースは予定価格内応札が１者だけのため、
そのまま落札となっており、結果として価格点
が優れた業者が受注業者となっている。
〇今後も価格に偏らず、品質にも優れた業者を
選定するという制度趣旨を踏まえた入札方式と
なるよう検討を重ねていく。

総務部 経理管財課 131

入札不調対策に基づき、事業が計画通
りに執行するよう、計画財政課、経理
管財課と連携を強化する。

※平成28年４月から「計画財政課」は
「財政課」へ変更

○下記の入札不調対策を実施した。
①発注時期の平準化その１（早期発注案件の実
施）
②発注時期の平準化その２（計画財政課連携、
債務負担案件の実施）
③発注時期の見通し公表（経理管財課連携）
④設計単価の見直しと早期の反映
⑤見積り積算方式の試行
⑥不調・不落調査

○左記の取組みを実施しているにも関わらず、
早期発注案件が入札不調となるケースが複数み
られ、更なる対策が求められている。
○各事業課への入札不調案件に関する実態調査
を行い、改めて原因と結果を分析するととも
に、関係各課の連携を強化し、入札不調対策を
推進していく。

都市基盤
整備部

都市基盤管理課 174

②

公共工事等
のコスト縮
減と質の確
保

①
区有財産の
有効活用

目　　　標 27、28年度の取組内容・成果 課題・今後の取組み
担当所属

プラ
ン頁

具体的取組み
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新大田区経営改革推進プラン中間報告書
基本方針２　持続可能な行政経営の推進

部局 課

○コストと品質の観点から、公共事業
を抜本的に改善し、良質な社会資本を
効率的に整備・維持することを目指
す。
○施設の長寿命化によるライフサイク
ルコスト構造の改善を図る。

○橋梁長寿命化修繕計画に基づき、橋梁の補修
設計・工事を実施した。
・補修設計及び工事　４橋
・工事　４橋
・設計　３橋（１橋は設計に着手）
○道路の維持・更新を実施した
・アスファルト舗装工事　23箇所
・路面下空洞調査　延長130.84km
○予防保全型の維持・補修により、施設の健全
性を維持し、かつコスト縮減につながった。

○引続き、コストと品質の両面を重視し、施設
のライフサイクルコスト構造の改善を図ってい
くことが求められている。
○「大田区橋梁長寿命化修繕計画」にもとづ
き、着実に橋梁の補修を進めるとともに、道路
の陥没を未然に防ぐ路面下空洞調査を実施し、
予防保全型の維持管理を推進する。

都市基盤
整備部

都市基盤管理課 175

コストパフォーマンスの高い、使いや
すくシンプルで丈夫な学校施設の建設
を進める。

均一的な質や機能が確保された施設づくりを行
うため、各諸室の面積や教室数を定めた「学校
諸室等仕様標準」に基づき、大森第四小学校の
設計を行った。

○大森第七中学校、入新井第一小学校につい
て、学校諸室等仕様標準に基づく設計を進め
る。
○「学校諸室等仕様標準」は、各諸室の面積や
個数等の基準を示したものであるため、今後、
仕上材などの仕様標準の策定に向けた検討を進
める。

教育総務
部

教育総務課 192

将来的な人口構成の変化や区民ニーズ
の変化に対応するため、区が保有する
土地、建物等の有効な利活用を推進す
る。
（再掲）

○入新井第一小学校改築工事協議会の意見を踏
まえながら、学校改築における複合施設の検討
を行い、基本構想・基本計画（案）を策定し
た。
○赤松小学校及び東調布第三小学校の改築計画
立案について、それぞれの改築計画協議会にお
いて、学校改築における複合施設の複合化部分
の検討を行った。
○大田区民センター・新蒲田保育園の改築につ
いては、大田区民センターを平成29年度末で閉
館することとし、現大田区民センター跡地の一
部で複合化することを決定した。
なお、新蒲田保育園については、その間、道塚
倉庫跡地で仮設運営する。

○「大田区公共施設白書」「大田区公共施設適
正配置方針」「大田区公共施設等マネジメント
今後の取り組み」を「大田区公共施設等総合管
理計画」と位置付け、各種個別計画との連携・
整合を図り、効果的・効率的な施設マネジメン
トを推進していく。（再掲）
○複合化で生じた跡地や、未利用地の活用につ
いては、区で活用する方法に留まらず、民間の
ノウハウを活かしながら管理運営経費の縮減、
余剰施設や土地の貸付など、公民連携手法の検
討を進める。（再掲）

企画経営
部

施設整備課
施設保全課

127

○公園施設長寿命化計画に基づく維
持・更新や、地域に根ざした魅力ある
公園のリニューアル整備などによる、
より区民に利活用される公園づくりに
取り組む。
○利用されなくなった公園施設の廃止
や公園の統廃合なども含めた、新たな
公園の整備・経営方針を策定する。

○大田区内の全公園灯2,201灯のうち、629灯の
LED化工事を実施した。（全体の29％）
〇新井宿児童公園や仲蒲田公園などで、地域に
根ざした魅力ある公園のリニューアルに取り組
んだ。
〇区内18地区で、比較的小規模公園が集積して
いるモデル地区を設定し、公園利用の実態調査
を実施した。地域の公園を利用している自治町
会や保育所等へのアンケートを実施した。

○平成28～30年度の3か年で、区内全公園灯
を、ライフサイクルコストに優れ夜間の安全性
の向上が図れるLED灯に更新する。
〇施設の老朽化が著しい公園や、地域からの公
園改良整備の要請の強い公園について、その必
要性、緊急性等を検証しながら、順次地域に根
ざした魅力ある公園を目指した改良整備に取り
組む。
〇公園実態調査に基づく公園緑地のストック活
用に関する調査検討を進め、平成32年度に予定
している緑の基本計画改定に向けた、公園緑地
の整備・維持管理・利活用の方針づくりに取り
組む。

都市基盤
整備部

都市基盤管理課
建設工事課

175

安全・安心で良好な行政サービスの提
供を持続可能にするため、改築時期の
平準化と施設の長寿命化を推進する。

○平成27年度に策定した「大田区公共施設適正
配置方針」において、５つの柱と具体的な方策
の一つとして「適切な維持管理、長寿命化によ
る財政負担の平準化及びライフサイクルコスト
の削減」を定めた。
○平成28年度策定の「大田区公共施設等マネジ
メント　今後の取り組み」では、公共建築物の
管理に関する方針として、現状と課題を認識し
たうえで、技術的な視点から「大田区公共施設
整備計画（後期）」の「公共建築物整備の技術
的指針」を基に、考え方を整理、具体化し今後
の方針を定めた。

○施設ごとに長寿命化の可否を判断し、保全す
る施設については財政状況を踏まえながら、着
実に施設の維持・保全を行う。
○計画的に修繕・改修を行う「予防保全」の考
え方に基づき、建物の長寿命化を図る。

企画経営
部

施設整備課
施設保全課

128

【道路関連】
効率的・計画的な道路維持補修工事及
び新設道路工事によって、予防保全型
の維持管理を推進し、道路の安全・安
心を確保する。
【公園関連】
公園遊具の定期点検に基づき公園遊具
の安全性を十分に確保していくととも
に、長寿命化計画や日常施設点検調査
等に基づく公園のリニューアル整備や
施設更新、施設廃止に適時、適切に取
り組み、公園の安全・安心を確保す
る。

【道路関連】
○区内の全小型街路灯20,971灯のうち、2年間
で8,529灯のLED化工事を実施した。（累計約
13,200灯、全体の63％）
○区内の全大型街路灯1,531灯のうち、354灯の
LED化工事を実施した。（全体の23％）
【公園関連】
○公園遊具の定期点検（１回／年）を実施し
た。
○定期点検結果に基づく遊具の安心・安全対策
工事を実施した。
〇新井宿児童公園などで、地域に根ざした魅力
ある公園のリニューアルに取り組んだ。

【道路関係】
○平成26～30年度の5か年で、区内全小型街路
灯を、平成28～30年度の3か年で、区内全大型
街路灯を、ライフサイクルコストに優れ夜間の
安全性の向上が図れるLED灯に更新する。
【公園関連】
○公園遊具の定期点検を継続実施し、適時、適
切な補修工事や施設更新・廃止に取り組む。
〇施設の老朽化が著しい公園について、その必
要性、緊急性等を検証しながら、順次地域に根
ざした魅力ある公園を目指した改良整備に取り
組む。

都市基盤
整備部

都市基盤管理課
建設工事課 176

○平成26年度に策定した橋梁長寿命化
修繕計画に基づき、総合健全度の低
かった橋りょうから、予防保全の観点
を取り入れて長寿命化を目指した補修
を確実に実施していく。
○東京都が進める護岸の耐震補強と連
携しながら、一体となって事業を進め
ていく。

○橋梁長寿命化修繕計画に基づき、橋梁の補修
設計・工事を実施した。
・補修設計及び工事　４橋
・工事　４橋
・設計　３橋

○「大田区橋梁長寿命化修繕計画」に基づき、
着実に橋梁の補修を推進していく。

都市基盤
整備部

建設工事課
都市基盤管理課

177

具体的取組み

②

公共工事等
のコスト縮
減と質の確
保

目　　　標 27、28年度の取組内容・成果 課題・今後の取組み
担当所属

プラ
ン頁

③

既存施設の
有効活用と
ファシリ
ティマネジ
メントの実
施

④
大量更新期
に向けた計
画的な対応
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新大田区経営改革推進プラン中間報告書
基本方針２　持続可能な行政経営の推進

部局 課

将来的な人口構成の変化や区民ニーズ
の変化に対応するため、今後の施設整
備において、施設の必要性やあり方の
検討を積極的に推進する。

○平成28年度に、地域の課題を踏まえ、まちづ
くりを見据えた施設の適正配置を実現するた
め、「大田区公共施設整備検討会」を設置し
た。個別の施設整備計画については、さらなる
全庁的な情報共有を行い、部局連携による施設
整備を推進した。

○「大田区公共施設等総合管理計画」に基づ
き、効果的・効率的な施設マネジメントを推進
する。
○複合化等の手法により生じた跡地や、未利用
地の活用については、公民連携手法も検討して
いく。
○公共施設の適正な配置を進めるに当たって
は、今後も、公共施設に関する情報を発信する
ことに加え、区民との協働による維持管理のあ
り方などについても検討する。

企画経営
部

施設整備課 129

○公共施設の建て替え
特別出張所の建て替えは、変化する社
会経済状況や区民ニーズに対応するた
め、単独ではなく地域のニーズに合わ
せた複合施設として建設する。
○施設のあり方
区民センターや文化センターは、様々
な課題を抱えており、区民のための地
域施設としての役割をふまえ、利用者
が安全・安心で快適に利用できる施設
運用を行う。

○公共施設整備方針及び公共施設適正配置方針
に基づき羽田地区公共施設整備複合施設改築工
事が開始。（平成30年12月開所予定）
○入新井、大森西、田園調布、千束、蒲田西の
各地区整備計画を検討し改築計画を推進。
○老朽化が著しい区民センターや文化センター
については、修繕を行い、利用者が安全・安心
で快適に利用できるように対応した。

○公共施設整備方針及び公共施設適正配置方針
に基づく羽田地区公共施設整備複合施設改築工
事は建設工事中。（平成30年12月開所予定）
○入新井、大森西、田園調布、千束、蒲田西の
各地区整備計画を検討し改築計画を推進。
○引続き老朽化が著しい区民センターや文化セ
ンターについては、修繕を行い、利用者が安
全・安心で快適に利用できるように対応してい
く。

地域力推
進部

地域力推進課
各特別出張所

137

○大田区内における工場の操業環境改
善と新規創業の促進を図り、もって産
業環境の創造及び産業振興に寄与す
る。
○羽田空港跡地に産業交流施設を設置
する。

○工場アパートの産業支援施設の今後のあり方
について検討を進めた。
○羽田空港跡地に設置する産業交流施設の施設
整備・運営事業をPPP事業として実施するにあ
たり、平成27年7月に羽田空港跡地第１ゾーン
整備方針を策定。これを踏まえ、平成28年10月
に第一期事業の募集要項を公表した。

○産業支援施設の今後のあり方の方向性を定め
ると共に、民間工場アパートの設置促進、既存
工場アパートの運営方法について、民間活力と
の連携の検討を進める。
○募集要項に基づき、事業者の決定に向けた業
務を進める。

産業経済
部

産業振興課 155

○全区立小学校施設を活用した学童保
育の実施による待機児童の解消。
○地域子育て支援拠点事業、利用者支
援事業等の拡充により地域の子育て支
援の充実を図る。

○27年度８校330人、28年度16校605人の計935
人の学童保育定員増を図った。
(待機児童数：27年度185人、28年度120人）
○学童保育が放課後ひろば事業に移行した児童
館の役割については、平成28年8月に「児童館
のあり方」の中で、地域子育て支援拠点事業を
推進するほか、直営館では、利用者支援事業、
委託館は一時預かり事業を主に実施する方針を
決定した。

○未実施の小学校は、生徒数の増加等で空き教
室がなく、簡単に放課後ひろば事業を実施でき
る状況ではない。そこで、今後は、主に校舎改
築に合わせて整備するほか、今後も空き教室等
の情報収集に努め、区内全小学校への展開を図
る。
○小学校内に学童定員を吸収できる十分なス
ペースが不足しており、学童保育の完全移行が
難航している。このため、児童館によっては、
学童を置いたままでの事業実施についても検討
する。

こども家
庭部

子育て支援課 164

○区民一人当たり6㎡の公園整備を目指
して引き続き公園の新設・拡張整備や
魅力ある公園のリニューアル整備に取
り組むとともに、効果的な公園整備・
維持管理等を進めるために公園施設の
廃止や公園の統廃合なども含めた、新
たな公園の整備・経営方針を策定す
る。
○区内水泳場施設のあり方に関する方
針の策定を行い、水泳場施設数の妥当
性の検証を行う。

○都市計画公園の機能拡充に向けた事業に取り
組んだ（５箇所、うち1個所は事業完了）。
○公園の新設・拡張に取り組んだ（2箇所の設
計を完了）。
○公園整備方針を策定するための公園の利用実
態調査を実施した。
○ 水泳場を含めた東調布公園再整備基本構想
調査を実施した。

○新たな公園の整備・経営方針を策定し、社会
状況の変化や多様な区民ニーズに対応していく
必要がある。
○引続き、都市計画公園の機能拡充、公園の新
設拡張を推進するとともに、公園ストック活用
調査やパークマネジメント策定に向けた調査検
討を進め、今後の公園の整備方針等の策定に取
り組む。
○水泳場（平和島公園・萩中公園）の利用実態
調査に取り組み、水泳場のあり方について、今
後の方針を策定する。

都市基盤
整備部

都市基盤管理課
道路公園課

178

大田区公共施設整備計画（後期）に掲
げる基本方針を、学校施設として可能
な限り具体的な形で取り入れていく。

大森第七中学校、入新井第一小学校の改築に係
る基本構想・基本計画では、大田区公共施設整
備計画（後期）の基本方針に掲げる、
①安全・安心に配慮した校舎
②災害時の防災拠点機能を考慮した計画
③ユニバーサルデザインに基づく計画
④太陽光発電などの環境負荷低減の計画
⑤他施設との複合化の検討
など、改築の基本方針としての考え方を示し
た。

東調布第三小学校、赤松小学校、田園調布小学
校及び東調布中学校の改築に係る基本構想・基
本計画策定にあたり、大田区公共施設整備計画
（後期）に掲げる基本方針を、学校施設として
可能な限り具体的な形で取り入れていく。

教育総務
部

教育総務課 193

⑤
施設の必要
性・あり方
の見直し

担当所属
プラ
ン頁

具体的取組み 目　　　標 27、28年度の取組内容・成果 課題・今後の取組み
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新大田区経営改革推進プラン中間報告書
基本方針２　持続可能な行政経営の推進

部局 課

「大田区役所エコオフィス推進プラン
（第４次計画）」に基づき、引き続き
廃棄物削減に向けた取組みを進める。

○年度末に、一般廃棄物の出し方、ゴミの分別
の仕方等について通知。
１　一般廃棄物年間排出量
　平成27年度　3,549,998㎏
　平成28年度　3,391,637㎏
　民営化による契約施設の減及びゴミの分別化
の推進により減少している。
２　産業廃棄物年間排出量
　平成27年度　400,075㎏
　平成28年度　412,709㎏

○引続き、施設ごと、期ごとの比較により、排
出量を監視し、適宜、施設及び業者に対して指
導を行い、廃棄物の減量化に努める。
特に産業廃棄物については微増傾向のため、リ
サイクル可能なびん、かん類等の分別化の徹底
について周知していく。

総務部 総務課 132

○二酸化炭素排出量を平成31年度まで
に21年度比で10%削減する。
○エネルギー消費原単位を平成31年度
までに21年度比で10%削減する。

〇平成27年度実績では、平成21年度比、二酸化
炭素排出量12.5%減、エネルギー消費原単位
10.6%減であり、いずれも目標値を上回る成果
となった。(平成28年度実績は現在集計中)
〇平成28年４月１日から二酸化炭素排出量及び
エネルギー消費原単位の目標値を平成21年度比
15%に引き上げた。

〇二酸化炭素排出量及びエネルギー消費原単位
の削減については、目標を大幅に達成した施設
が多くある一方、目標の達成には至っていない
施設もある。今後、取組みの遅れている施設へ
の指導・支援のあり方を検討する。
〇庁内のコピー用紙使用量は平成27年度実績で
は、平成21年度比18.9%の増加と大きな課題と
なっている。平成27年度からスタートしたペー
パーレス会議の更なる拡大、平成29年度に導入
した乾式オフィス製紙機の活用等を通じ、取組
みを強化する。

環境清掃
部

環境計画課 186

②
再生可能エ
ネルギーの
活用推進

太陽光発電設置実績件数
平成30年度：3,000件（未来プラン（後
期）目標値）

〇太陽光発電システムの設置補助件数は、平成
27年度148件、平成28年度102件、区で把握する
累計設置件数は平成28年度末2,742件であっ
た。

〇低炭素社会を実現するためには、再生可能エ
ネルギーの導入及びエネルギーの効率的な利用
を促進することは不可欠である。
〇社会情勢等を踏まえ、より効果的かつ効率的
な導入促進策を検討する。

環境清掃
部

環境計画課 187

部局 課

【震災対策】
○災対各部が災対業務に対する認識を
高め、適切な指示・命令、対応、報告
が行えること。
○災対各部が業務目的を達成するた
め、災対業務を限定的にとらえること
なく、対応することができること。
○災対各部が災対業務で連携が必要と
なる関係部や協定先と調整・連携し、
指示事項に対応できること。
【新型インフルエンザ対策】
○感染拡大を可能な限り抑制し、区民
の生命および健康を保護する。
○区民生活および経済活動に及ぼす影
響を最小限にとどめる。

【震災対策】
◯災害時業務計画の見直しにより、各部におけ
る業務を改めて検討し、対処内容の明確化、今
後整理すべきの課題の抽出を行った。
◯本部運営訓練にて、各部の対応業務、事務局
における調整業務、本部会議の実施について訓
練を行い、各種業務に関する現状の対処方法に
ついて確認した。
【新型インフルエンザ対策】
○大田区新型インフルエンザ等対策行動計画
（平成26年10月）に基づき、区や事業者の新型
インフルエンザ等の対策が緊密に連携して推進
されるよう図っている。また、保健所（健康政
策部）と連携し、国や都が主催する訓練、会議
や研修等への参加を通じ、対応能力の向上に努
めている。

【震災対策】
◯業務計画の策定により抽出された課題の整理
を進める。
◯被災者生活及び行政復興が円滑に進められる
よう復興計画を策定する。
◯災害時に区が取り組むべき個々の業務への対
応力をより高めるため、各業務に関与する部局
を対象とした業務別の訓練及び全部局が連動す
る全体訓練を継続的に実施していく。
【新型インフルエンザ対策】
○大田区新型インフルエンザ等対策行動計画
（平成26年10月）については、状況変化等に注
視し、必要に応じて計画内容の精査を行う。ま
た、引続き、保健所（健康政策部）と連携し、
国や都が主催する訓練、会議や研修等への参加
を通じ、対応能力の向上に努めていく。

総務部 防災危機管理課 138

各種危機管理計画、業務継続計画を職
員全員が理解し、非常時に実際に対応
できるようにする。

○28年度から帰宅困難者・駅周辺滞留者対策災
対区民部職員行動マニュアル（案）を作成し、
29年11月９日に訓練実施予定。
○25年に作成した業務継続計画を全職員へ回覧
し、周知した。

○11月９日の訓練実施後、見直ししながら策定
していく。
○業務継続計画は委託事業者とも話し合いの場
を設け見直していく。

区民部 戸籍住民課 148

税務システムが使用不能となった場合
の区民サービス低下等の防止を図る。

平成28年度：防災課からの通知によって全庁的
に取り組むこととなった「災害時業務計画」、
「優先通常業務調査票」等を作成することによ
り大規模災害が発生した場合にシステム復旧に
どれくらい要するのか。システムダウン時の業
務遂行にあたっての代替方法等の検証をおこ
なった。

システム不能になった場合のBCPの見直しを常
に行い、現状に合った危機管理マニュアルに改
善していくだけでなく、今後は実地訓練を検討
していく。

区民部 課税課 148

サーバー・ダウンによるシステム利用
できない場合に備えて、滞納整理事務
および滞納者との納付交渉の進め方を
検討する。

災害時等の重要課題であり、ＢＣＰ計画等策定
にあたって、代替方法等の検証の基となる業務
の洗出しを行った。

災害時以外にもシステム障害などにより利用不
能となった場合に備えて、洗い出した業務につ
いてＢＣＰの見直しを行い、危機管理マニュア
ルを改善する。

区民部 納税課 149

○危機管理業務計画で継続すべき事業
を適切に行える体制を整える。
○駅周辺滞留者対策を実践できるよう
にする。
○地元関係者と協働できるようにす
る。
○緊急時に必要な継続事業の人数と駅
周辺滞留者対策に必要な人数を迅速に
割り振ることができるようにし、実践
で問題なく行動できるようにする。

〇区民部全体で実践に即した危機管理業務計画
を作成し、毎年、事業継続できる体制を検討し
ている。
〇駅周辺滞留者対策も部全体で役割分担して計
画作成している。その際、課職員の家庭の状況
も考慮した計画を作成している。
〇地元関係者との協働での対策実施について
は、事前打ち合わせ会議の経て、一度、区民部
全体で地元関係者全体での合同訓練を実施し
た。
〇業務継続の人数と駅周辺滞留者対策の人数に
ついて毎年具体的な計画を作成している。

〇今後も実践に備えて区民部全体で実効性の高
い危機管理業務計画を検討していく。

区民部 国保年金課 149

担当所属
プラ
ン頁

①

　改革事項（５）環境への配慮

環境マネジ
メントの推
進

具体的取組み 目　　　標 27、28年度の取組内容・成果 課題・今後の取組み
担当所属

プラ
ン頁

　改革事項（６）危機管理機能の強化

具体的取組み 目　　　標 27、28年度の取組内容・成果 課題・今後の取組み

①
危機管理業
務計画の推
進
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新大田区経営改革推進プラン中間報告書
基本方針２　持続可能な行政経営の推進

部局 課

「ひとりでも多くの救える命を救う」
とともに、「避難して病気にならな
い、病気を悪くしない」ことを目標
に、より実践的な災害医療体制をさら
に推進する。

〈27年度〉
①緊急医療救護所の指定及び資器材配備(20か
所)
②同 開設･運営訓練(３か所)
〈28年度〉
③大田区災害医療連携会議の活性化
・幹事会 １回/年→４回/年
・作業部会 ２部会→７部会(計25回/年)
④緊急医療救護所訓練(8か所)
⑤研修の充実（委託２回、区職員向け２回)
⑥通信基盤整備(PHS20台、ｸﾞﾙｰﾌﾟｳｪｱ導入)
⑦看護職ボランティア制度の導入(登録14人)
⑧その他：区体制拡充(４名/所体制)、災害薬
事ｾﾝﾀｰの決定、図上訓練の実施

①学校設置の緊急医療救護所を軽症者救護所へ
機能変更
②車輪付き担架の開発･配備（６地区61台）
③災害医療フォーラムの開催
④妊産婦避難所の訓練検証、設置
⑤普及啓発ポスターの作成、掲出
⑥救護所資器材の充実
⑦救護所のグループ化の促進
⑧保健所BCPの見直し

健康政策
部

健康医療政策課 161

今後示される国や東京都の方針との整
合性を保持し、大田区版の住民接種マ
ニュアルを随時見直し、整備する。

平成28年度から区内医師会・歯科医師会・薬剤
師会・病院等の関係者による感染症対策検討委
員会を開催している。発生時の医療や住民接種
体制等について検討し、住民接種方法等の整備
を行う予定である。

感染症対策検討委員会は、平成30年度まで開催
予定であり、提言に基づき大田区内での体制を
整備していく。

健康政策
部

感染症対策課 162

○水防・防災訓練等
継続的に業務継続計画を修正し、運用
体制の充実を図り、災害に備える。
○水害対策
区民が、さらに土のうの持出し利用を
行いやすくするため、再整備を行うと
ともに広報を継続する。
○デング熱対策
感染症等の緊急対応実施において、区
民生活における安全・安心な施設管理
を行う。
○継続的に業務継続計画を修正し、運
用体制の充実を図る。

○大田区合同水防訓練と本部運営訓練に参加し
た。本部運営訓練を想定して部内での訓練を実
施した。
○水害対策：土のう置場(21か所)に金網カゴと
カバーを設置（H27年度に１か所新規増設）
し、区民への広報、周知を行った。また、防災
危機管理課と連携して、防災用品のあっせんに
簡易水のうを追加するとともに、日々の訓練や
講話等を通じて、区民への周知を図った。
○デング熱対策：健康政策部と連携してデング
熱予防対策としてスミラブを全公園の雨水桝等
に投入実施。

○局地的な集中豪雨が頻発する中、区民の生
命・財産を守る観点から、引続き、区の水防態
勢を強化していく必要がある。
○大田区合同水防訓練を実施し、本部運営訓練
への参加を通し、災害に備える。
○防災危機管理課と連携し、土のう置場や簡易
水のうについて区民に周知徹底し、水害対策を
行っていく。
○デング熱対策：健康政策部と連携してデング
熱予防対策に取り組む。

都市基盤
整備部

都市基盤管理課 179

②
ＩＳＯ31000
の研究と活
用

自然災害に限らず、組織運営上のリス
クへの未然の対応や行政活動の継続性
を担保する体制を構築する。

○災害時の業務手順を各部が平時から把握して
おくことができるように、災害応急対応業務、
優先復旧業務、復興業務の事業整理を実施し、
「災害時行動計画」をエクセル版の検索ツール
としてまとめた。

○訓練や研修等を通して職員の災害対応能力の
向上を図ることにより、他の様々な事態にも備
える。
○災対業務の遂行に必要な業務マニュアルの整
備等を各部ごとに進めていくと同時に、防災危
機管理課も各部の進捗把握を行っていく。

総務部 防災危機管理課 139

○包括外部監査、公益通報者保護制度
区民の信託に応え、公正・透明な区政
運営を推進する。
〇情報管理体制の強化
より高度な情報セキュリティ対策と職
員の意識向上により情報漏えい事故を
未然に防止し、区民の安全・安心を確
保する。

○包括外部監査
平成27年度テーマ「指定管理者制度に関する事
務の執行及び対象施設の管理運営について」
平成28年度テーマ「保育事業の執行について」
措置状況の報告書を区ホームページ等で区民に
公表。
○公益通報者保護制度　実績なし
○情報管理体制の強化
27年度より「標的型メール訓練」を実施（年１
回。１回あたり視点を変えて２回実施）。集合
研修は、27年度は延べ697人、28年度は延べ999
人に対し実施した。また、職員ポータル「情報
セキュリティ掲示板」を活用し、自治体セキュ
リティニュースの定期配信（週１回）を始めと
した情報セキュリティ関連の情報を適時に配信
するなどで職員の意識向上に努めている。

○包括外部監査
平成29年度テーマ「小学校・中学校等に関する
事務執行」
○公益通報者保護制度
引続き、制度を適正に運用する。
○情報管理体制の強化
29年度は、更なるセキュリティ対策として、区
民情報系ネットワークの完全分離に加えて、生
体認証（二要素認証）の導入、ファイルの暗号
化、外部から取得するファイルの無害化対策を
実施。今後セキュリティを維持した効果的な運
用のルール化をさらに進める。
また、引続き「標的型攻撃訓練」を実施すると
ともに、事故等の予兆及び発生時に速やかな全
庁的体制をとれるよう、「大田区セキュリティ
事故対応マニュアル（O-SIRTマニュアル）」を
平成29年度内に制定し、全庁へ告知、情報管理
体制の強化を図る。
「情報セキュリティ掲示板」の活用及び集合研
修の実施は、予防と速やかな対応を中心に引続
き実施する。

総務部 総務課 133

日々、法令等の遵守、公平・公正な意
識を持ち業務に携わる。

〇課全体、委託事業者さらに臨時職員や契約業
者も含めて法令等の順守に心掛けるように日頃
から意識して取り組んでいる。特に当課は機微
な個人情報を扱うため個人情報の保護について
は、絶えず係長会、業者との月例会等で法令順
守を確認している。

〇今後も継続して取り組んでいく。職員や委託
スタッフが異動、変更になるため、繰り返し法
令順守、個人情報の保護を意識するように努め
ていく。

区民部 国保年金課 150

危機管理業
務計画の推
進

①

③
コンプライ
アンスの推
進

目　　　標 27、28年度の取組内容・成果 課題・今後の取組み
担当所属

プラ
ン頁

具体的取組み
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新大田区経営改革推進プラン中間報告書
基本方針２　持続可能な行政経営の推進

部局 課

○特別区が将来にわたって持続可能な
行政運営を行っていくために、大都市
地域の基礎自治体としてふさわしい事
務権限を備え、確固たる税財政基盤を
確立する。
○児童相談所について、平成25年11月
に特別区が取りまとめた「特別区児童
相談所移管モデル」を基本とした区へ
の移管を実現する。
○東京の自治のあり方研究会の最終取
りまとめも参考とし、人口動向を踏ま
えた地域ごとの将来像を見据えた地方
行財政等の方向性を提示する。

○全国市長会や特別区長会が行う国または東京
都に対する予算及び施策の要望に際し、地方分
権改革に関する内容が盛り込まれるよう区の考
えを提示した。
○中長期的な人口動態の推計及び国が及ぼす影
響の分析を『大田区人口ビジョン』（28年3月
決定、同年4月公表）により行い、明らかに
なった課題に対し、区が取り組む施策を体系化
した『大田区まち・ひと・しごと創生総合戦
略』を策定した。
○児童相談所の設置に向けて、庁内検討組織と
して「児童相談所移管推進本部」を設置し、部
長級の本部会及び課長級の検討会議を開催し、
検討を行った。

○平成29年8月、特別区長会が東京都に対して
「都区のあり方検討委員会」の再開を要請し
た。こうした動きも見据えて、今後も特別区長
会と情報共有を図りながら、区への事務移管に
つながる地方分権改革について引続き調査研究
を行う。
○人口推計について、引続き、国勢調査の結果
が公表されるタイミングにおいて推計値の更新
を行う。また、過去に推計した値と実際の人口
との比較・分析を行い、全ての政策の基礎とし
て活用していく。
○児童相談所の設置については、こども家庭部
を中心に、引続き「児童相談所移管推進本部」
において検討を進め、29年度末に児童相談所基
本構想及び基本計画を策定する。

企画経営
部

企画課 110

特別区長会の方針に基づき、児童相談
所の区への移管をめざす。

○特別区福祉主管部長会、課長会、子ども家庭
支援センター部会等で検討した。
○庁内検討として「児童相談所移管推進本部」
を設置し、部長級の本部会及び課長級の検討会
議にて検討した。

○特別区福祉主管部長会、課長会、子ども家庭
支援センター部会等での検討。
○庁内検討として「児童相談所移管推進本部」
を設置し、部長級の本部会、課長級の検討会議
及び係長級の作業部会にて検討する。
○29年度末に児童相談所基本構想及び基本計画
を策定する。

こども家
庭部

子育て支援課
子ども家庭支援

センター
165

産学金公の良好なネットワークのも
と、地域課題に関する調査を進め、
「国家戦略特区」や「まち・ひと・し
ごと創生法」による要請を踏まえつ
つ、時代に即応した行政サービスを提
供するための政策研究及び立案機能を
高めるなど、経営における意思決定を
サポートする仕組みの充実、強化を図
る。

○平成28年３月に「大田区人口ビジョン」を策
定し、2060年までの将来人口推計を行った上
で、人口の変化に伴う影響を分析し、対応の方
向性を示した。
○政策立案等に資することを目的として、平成
28年度より、区政に関連する国政・都政・他自
治体の政策などの情報を、各部が定期的に収
集・共有する仕組みを導入した。
○地形条件を考慮した公共施設整備のあり方
や、区内のアクセシビリティ維持に向けた都市
のあり方について、教育機関と共同研究を実施
した。
○東京商工会議所大田支部役員との懇談会（５
回）、区内女性経営者・リーダーとの懇談会
（３回）を実施し、行政分野ごとに区政の現状
を説明するとともに、分野ごとのニーズ把握を
行った。
○平成28年７月に、国の動向等を踏まえた他自
治体の先進的な取組み事業調査（60事例）をと
りまとめ、区長への報告を行うことにより、
トップマネジメントを支援した。

○平成27年国勢調査の結果を受けて、「大田区
人口ビジョン」を更新する。
○個別計画の策定や施策の効果測定、区民ニー
ズの把握等に活用するため、世論調査とは別に
区民ニーズ調査を実施する。
○区政の課題を解決するため、必要に応じて
テーマを設定し、教育機関等と連携して調査・
研究を実施する。
○各種懇談会については、区政全般への理解を
一層深めるべく説明を尽くすとともに、区内企
業経営者・リーダーの視点での率直な意見や行
政ニーズを把握する貴重な機会として、更に回
数を重ね関係性を構築していく。
○未来プラン（後期）策定から５年目を迎え、
社会経済状況が変化している中、「めざす姿」
の達成度及び、その実現に寄与した事業の有効
性について、並びに、より一層有効な事業の立
案について、検討を行っていく。

企画経営
部

企画課 111

連携・協力の具現化に向けた意見交換
等の実施。

○東邦大学との「連携・協力に関する基本協定
書」に基づき、職員のメンタルヘルス対策の一
つとして精神科産業医を委託した。

○基本協定を締結した大学等研究機関と、職員
の健康管理等で連携・協力が可能な事項につい
て、引続き機会をとらえて関係を深める。

総務部 人事課 134

具体的取組み 目　　　標 27、28年度の取組内容・成果 課題・今後の取組み

②

シンクタン
ク機能の充
実と施策へ
の反映

①
都区のあり
方検討

　改革事項（７）地方分権への取組み

担当所属
プラ
ン頁
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基本方針　３ 職員力を活かす行政経営の推進

部局 課

○業務量の総量削減による限られた行
政資源（ヒト、モノ、カネ）の効果的
な再配分につなげる。
○業務改善に対する職員一人ひとりの
気運醸成を通じ、より効率的・効果的
な行財政運営を実現する。

○企画課、財政課及び各部の経営計画事務担当
係長で構成する会議を定期的に開催し、部間の
情報共有と連携強化を図り、各部のマネジメン
ト力強化につなげた。
○平成27年度に「大田区業務改善検討委員会」
を開催し、慢性的な超過勤務、事務の進捗の遅
れなど、現状の課題の洗い出しを行った。
○平成29年２月「意識改革」「業務の効率化」
「事務事業の見直し」を柱とした「大田区ス
マートワーク宣言」を行った。総務部と連携し
全庁でのスマートワークの取組を推進した。
○平成29年１月～３月に企画経営部で会議のス
リム化に取組んだ。
　　目安時間内に終了できた
　　又は時間が短縮できた会議の割合…87％

○引続き、定期的に会議を開催し、情報共有を
図るとともに、庁内共通の課題に対する調査・
検討等を行い、各部のマネジメント力強化を推
進する。
○職員一人ひとりの業務改善に向けた意識改革
が重要である。スマートワーク通信、研修な
ど、あらゆる機会を捉え、職員の業務改善意識
の醸成を図る。
○予算査定、施策評価などを通じ、事務事業の
見直し、業務量の削減を進め、行政資源の有効
活用につなげる。

企画経営
部

企画課 197

職員の自己啓発・能力開発の機会の提
供、創意工夫する職場風土の醸成、組
織の活性化を図る。

○業務改善に向け、職員の自己啓発及び能力開
発の機会の提供、及び職員提案制度の再構築に
ついて検討を行った。
○創意工夫する職場風土の醸成、組織力強化等
に向け、28年度、所属内でのOJTの活性化を図
るため、新たに「OJT推進研修」を試行実施し
た。
○窓口サービスの一層の改善、及び「英語の通
じる区役所」の実現に向け、「職員英語力向上
委員会」での検討を深め、外国人窓口対応力向
上に向けた３種類の研修実施及び英語力向上へ
の自己啓発支援をそれぞれ実施した。

○職員の自己啓発・能力開発の機会の提供、創
意工夫する職場風土の醸成、組織の活性化を図
るため、「ＯＪＴ推進研修」の継続実施など、
職場研修や自己啓発の支援強化を図る。
○働き方改革を推進するため、各職層研修のカ
リキュラムに業務改善等の内容を採り入れると
ともに。29年度から「働き方改革のためのマネ
ジメント研修」を試行実施するなど、一層の業
務改善に向け取組みを進める。
○引続き、英語力を中心に職員の外国人応対力
向上を図り、国際都市おおたに相応しい職員育
成に努める必要がある。

総務部 人事課 201

毎年の重点項目に対して、その現状・
目標・対応策を検討し、進行管理を行
い着実に実行していく。

＜軽自動車税の税法改正＞
平成27年度：平成28年度から実質開始となる
「軽自動車税の重課・軽課」に対応するため、
前年度当初納通発付時に１年後の制度変更案内
の周知を行い、スムーズな制度移行に対応し
た。
＜マイナンバー制度対応＞
平成28年度：29年１月からスタートしたマイナ
ンバー制度開始前に、28年度に課税した住民登
録外課税者の住民登録地の調査、約55,000件の
法人調査を行った。

税制度は毎年のように頻繁に改正され、制度改
正に伴うシステム改修・更新のほか、新制度に
関しての理解、制度変更の周知等を迅速に対応
していく必要がある。新たな制度変更に対して
課内で共通認識を持ち、その対応策を効率的か
つ柔軟に検討していく。

区民部 課税課 215

納税課事務運営方針で定める滞納整理
を着実に実施し、納税課の課目標であ
る収納率を確実に達成する。

毎年度当初に全職員（再任用・再雇用含む）に
対し課長が直接運営方針を説明し事務処理の均
一化を図っている。
【実績】
  27年度　職員説明会　５回
  28年度　職員説明会　５回

○引続き運営方針の浸透を図り、全職員を対象
とする説明会を通じて共通認識のもと、業務を
行う。
○29年度より、収納率向上PTを立ち上げ、より
効率的な徴収方法等を検討実践し収納率向上に
向けて業務を遂行している。

区民部 納税課 215

○職員は審査判断業務を中心に業務研
修を行うなど求められる業務に特化し
てレベルアップを図っていく。そのた
め、業務フロー・業務マニュアルを定
期的に更新し、職員と委託事業者がそ
れぞれの業務に関する知識を最新の状
態にする。
○国民健康保険業務の円滑な遂行には
係長会での意見調整が欠かせない。課
題解決に向け継続的に係長会を開催す
る。
○個人情報保護の一層の徹底を図る。
○効率的なフロアレイアウト(フロアス
ペース)を実現する。

○必要に応じ業務フロー、マニュアルの更新を
行い問題が生じたら相互に確認を行い適正な業
務遂行に努めた。
〇当課の業務は国保、年金と多岐にわたるた
め、個々の業務以外になかなか目が向かない。
課全体で取り組んだ方が効果的なこともあり係
長会を開催して、課題解決に取り組むようにし
た。毎月定例で、各係の課題を出し合い、協力
して課題解決にあたるように心掛けている。
○個人情報保護について、委託業者との月例
会、職員では係会を通じより一層の徹底を図る
ため端末操作LOGの抽出による注意喚起を行い
業務にあたった。
○より効率的な業務が実施できるよう不具合が
生じた際に見直した。

○引続き業務フロー、マニュアルの更新を行い
最新の知識の取得に努める。
〇スマートオフィス宣言もあり、会議の時間、
会議書類を効率的に使用することを意識して取
り組んでいく。
○引続き端末操作LOGの定期的な抽出により注
意喚起を行い、個人情報保護の徹底に努める。
○常に効率的な業務遂行のためより良いフロア
レイアウトを目指し区民部全体の取組みとして
推進していく。

区民部 国保年金課 216

区民サービスの向上や費用対効果を踏
まえ、事業の統合や整理により効率化
を図る。

○部局間連携を図り、環境清掃部にて実施して
いた「喫煙マナーアップキャンペーン」と、都
市基盤整備部にて実施していた「駅前放置自転
車クリーンキャンペーン」を統合し、平成28年
度から新たに「大田区クリーンキャンペーン」
として、多様な団体、多数の参加者により、広
く地域での啓発活動を実施した。
○大田区基本構想に掲げる、地域力と行政の連
携がつくる人と地球に優しいまちをつくるた
め、環境と清掃に関する事業を推進し、区民の
健康で文化的な生活の確保に寄与することを目
的として、平成29年１月17日に区が全額出資す
る一般財団法人を設立した。これにより収集職
員の定年退職等に伴う収集能力不足の補完を図
り、安定的で持続可能なごみの収集体制の構築
を目指すこととした。

○今後も、事業の継続実施により、地域活動の
充実とともに喫煙マナーの向上及び放置自転車
の防止を区として取り組んでいく。
○これまで区職員だけで行っていた可燃ごみ収
集業務について、平成29年４月１日より当該法
人への委託を開始し、平成30年度以降について
も区職員の定年退職の増加による収集能力不足
を補完するため委託規模を順次拡大していく。

環境清掃
部

環境対策課
清掃事業課

239

②
職員提案制
度の再構築

○新規の提案者及び提案件数を増加さ
せる。
○新たな着眼点や発想による提案、繰
り返し提案する職員の提案内容の質の
改善を図る。

○職員提案制度の再構築及び、職員の政策形成
等に関する能力の向上に向けた研修の実施につ
いて検討を行った。
○区政に関する新たな取組み等を研究する職員
の自主的なグループへの支援制度において、28
年度は大田の産業ものづくり支援や国際都市を
推進する取組みなど、過去最大の６団体への助
成を行った。

○政策形成に対し、未経験やこれまであまり馴
染みがなかった職員も多く、創造的な政策形成
や事業化に至るまでには組織全体の専門性と意
識向上が不可欠であり、長期的な育成が必要で
ある。そのため、29年度試行実施として、政策
形成の基礎的スキルなどを学び、実践への動機
付けを促進するため「政策形成基礎研修」を実
施し、実施状況を踏まえ継続した取組みを進め
る。
○職員提案制度の再構築検討をさらに深め、早
期実現を目指す。

総務部 人事課 201

具体的取組み

　改革事項（１）経営改革の意識醸成

①

目　　　標 27、28年度の取組内容・成果

業務改善運
動の実施

課題・今後の取組み
担当所属

プラ
ン頁
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　改革事項（２）人材育成の充実

部局 課

職員が自身のキャリア形成に向けて積
極的にチャレンジする意欲を醸成する
とともに、それを支援する職場環境を
整備する。

○これまでの自身のキャリアを振り返るととも
に、更なるキャリアアップにつなげる目的で
「採用３年目」「主任主事４年目」の各職層研
修においてキャリアデザイン研修を27年度に計
画し、自己申告書様式へのキャリアデザインの
視点の導入等とも連携し、28年度から実施し
た。
○「女性職員のキャリアアップセミナー」を27
年度、28年度ともに２回ずつ実施した。また、
28年度、主任主事８年目以上の職員を対象とし
た「主任主事ステップアップセミナー」を新た
に実施し、自身の組織における役割やキャリア
形成について考える機会とした。
○また、各所属長による個別職員面談を実施す
ることで、職員の意欲を醸成する環境づくりに
取り組んだ。
○自己申告書の様式を改訂し、キャリアデザイ
ンの考え方を導入する。

○引続き職層研修等において、職員のキャリア
形成に基づく人材育成を図るとともに、管理職
層が職員の育成指導に当たるうえで、必要な知
識や能力の更なる向上に向け、「管理職講演
会」の実施などにおいて取組みを進めていく必
要がある。

総務部 人事課 202

○職場内ОＪТの拡充と各種研修を通
じて、職員のスキルアップを促進す
る。
○職員のチャレンジ精神及びキャリア
形成を育成する職場環境を構築する。

○研修を受講した職員が他の職員へ情報提供を
行うなど情報の共有を図った。異動者研修や職
場内研修の活用、マニュアルの整備など職場全
体のスキルアップを図った。
○研修に参加しやすいようにフォロー体制や研
修参加への動機付け、事務分担を工夫し、チャ
レンジ精神やキャリア形成を育成する職場環境
づくりに取り組んだ。

○引続き職場内研修の拡充や研修へ参加しやす
い職場環境整備に取組み、職員のスキルアップ
や意識向上につなげていく。
○勤務時間内での多人数参加の職場内研修の実
施は難しいため、少人数で複数回実施、職員
ポータルなどを活用し、情報提供や情報共有化
を図っていく。

地域力推
進部

地域力推進課
各特別出張所

209

○住民基本台帳事務と戸籍事務の知識
を併せ持つ職員の養成を図り、適正か
つ迅速で効率的な事務処理体制の構築
を目指す。
○戸籍業務ではマイスター（匠）認定
職員の充実・強化を図る。

○戸籍事務関係では旧マイスター認定職員の知
識を活用し月１回90分の課内研修を戸籍事務従
事の全職員に実施している。
○マイスター（匠）認定職員制度は27年度末に
廃止された。

○住民基本台帳事務と戸籍事務はそれぞれ専門
性が求められるため、各分野毎に研修体制の強
化と人事異動の配慮が必要である。
○戸籍事務では31年以降戸籍法改正が予定され
ているため、今年度から法体系毎の知識の整理
と職員への周知を研修として実施していく。

区民部 戸籍住民課 218

職場内研修の充実を図る。

平成27年度・28年度：
【課税課在職１年目対象】
＜４月＞課ガイダンス
＜５月＞住民税入門（納税課と合同で実施）
＜10月＞第三ブロック合同実務研修、課税実務
研修（前編）（講師：税務署職員）
＜１月＞課税実務研修（後編）（講師：税務署
職員）
【課税課在職２年目対象】
＜11月＞特別区研修（課税）
【課全員】
＜１月＞情報セキュリティ研修

税務知識の習得だけなく、実務に即した賦課事
務処理に関する研修の充実を図っていく。

区民部 課税課 219

滞納整理の年度スケジュールの確実な
達成を目指す。

以下の研修を実施し職員個々に合わせて育成を
行い、職務能力の向上を図った。
【外部研修派遣】
関係機関主催研修（都税事務所・主税局）
特別区専門研修
第三ブロック研修
【OJT研修】
課内研修PT主催による課内研修
納税課・都税事務所若手PTによる研修

○個々の育成のほか、年度当初に全職員を対象
とした事務運営方針の説明会を行い、共通認識
を図り業務を遂行する。
○進行管理の強化として、課長・専門相談員に
よる個々の職員向けヒアリングを行い、運営方
針の確実な達成を目指す。

区民部 納税課 220

国保制度全般について理解する職員を
複数人育成し、マイスターとして認
定、継続的に後進の指導育成ができる
ようにする。

〇職員の能力を開発し、人材の育成・活用を図
るためのプログラムの実施については、まず、
係内でのOJTや仕事のローテーション、係長の
業務分担方針で人材の育成を図っている。課長
は定期的な職員面談のほか、係長、職員との随
時面談を行っており、職員の能力発揮のサポー
トをしている。
国保制度全般について理解している職員を育成
することや後進の職員の指導、引継ぎを日々
行っている。特に、システム全般についての理
解者を増やすため、職員の増員を図っている。

〇国保制度改革が平成30年度実施されるため、
国保制度、国保システムも大きく変更になる。
平成30年度以降に向けて、職員の能力開発が今
まで以上に必要となる。課全体で制度改革の内
容を理解するように努めていく。

区民部 国保年金課 220

効率的・効果的に技術を継承できる仕
組みを整え、職員全体のレベルアップ
を図る。

○新築工事案件などにおいて、経験豊富な職員
と経験の浅い職員がペアを組むように担当を配
置して、ＯＪＴによる若手職員のスキルアップ
を図った。

○職員の経験年数に配慮し、バランスの取れる
ような職員配置を検討するとともに、引続きＯ
ＪＴによる職員のレベルアップを図る。

企画経営
部

施設整備課
施設保全課

198

ベテラン職員の知識・経験について、
若手職員への確実な継承に向けて、職
場における仕組みづくりと、職員への
意識啓発を図る。

○職務に関する包括的な知識経験を持つベテラ
ン職員が係長と共に係内の職員育成を推進する
ことで、職場内研修の充実を図る目的で「ＯＪ
Ｔ推進研修」を28年度試行実施した。
○28年度、主任主事８年目以上の職員を対象と
した「主任主事ステップアップセミナー」を新
たに実施し、自身の組織における役割やキャリ
ア形成について考える機会とした。
○全庁職員ポータルに「ＯＪＴ通信」を定期掲
載し、知識・経験の継承に有効である職場内研
修の効果的な進め方等について意識啓発を行っ
た。

○ベテラン職員の知識・経験の継承においても
核となる職場研修を重視し、29年度も「ＯＪＴ
推進研修」を継続実施する。

総務部 人事課 203

担当所属
目　　　標 27、28年度の取組内容・成果

②

ベテラン職
員の知識や
ノウハウを
継承する仕
組みづくり

課題・今後の取組み

①
全職員を対
象としたＣ
ＤＰの実施

具体的取組み
プラ
ン頁
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新大田区経営改革推進プラン中間報告書
基本方針３　職員力を活かす行政経営の推進

部局 課

ベテラン職員が培った知識や技能を無
駄にせず、確実に継承できる仕組みを
構築し、事務引継書を作成することで
円滑な事務引継ぎが行われるようにす
る。

○ベテラン職員の日常業務での知識の継承はも
とより、研修講師として職場内研修を実施し、
知識や技能の継承を図った。
○職員の異動や事務分担の変更に対応するた
め、引継ぎ書やマニュアルを整備し、円滑な事
務引継ぎを行った。
○事務分担をベテラン職員と経験の浅い職員を
組合わせることにより、円滑な事務引継ぎと心
理的な不安の解消に取り組んだ。

○職員の異動に対応するため、計画的な職務分
担や職場内研修が必要である。
○整備した引継ぎ書やマニュアルを制度改正や
システムのリプレイス等への対応や業務改善の
視点も取り入れ、見直ししていく必要がある。
○引続きベテラン職員からの知識や技能を継
承、マニュアルの更新等ができるように環境を
整え、取り組んでいく。

地域力推
進部

地域力推進課
各特別出張所

210

住民基本台帳事務、戸籍事務に関する
知識レベルの組織としての底上げを図
る。

○住民基本台帳事務は機会あるごとに、また戸
籍事務は年11回ＯＪＴを実施した。ベテラン職
員を講師としその時々の話題、誤った内容等に
ついて研修実施した。

○その時々の話題等のみの研修ではなく、法体
系別に整理した内容で実施することで、確認と
職員自身の知識の確認と課題の発見を促してい
く。
○中・長期的な視点での人材育成計画の作成が
必要である。

区民部 戸籍住民課 221

ベテラン職員の知識の継承（引継ぎ）
について取組みを行う。

平成27年度・28年度：ベテラン職員の知識の継
承（引継ぎ）が出来るようにし、課内の体制を
整備するため、職員が独自開発したプログラム
について開発を担当した職員をサポートする体
制としてシステム補助業務に係る補助要員を委
託し体制の強化を図っている。

平成28年度からマイスター（匠）認定職員制度
が廃止となった。マイスター職員がいなくなる
ことでこれまで以上にベテラン職員のノウハウ
を反映させるなど、業務マニュアルを充実さ
せ、知識を伝承していく。

区民部 課税課 222

困難な滞納整理において、ベテラン職
員による助言を受けられるよう課内の
協働体制を強化する。

経験値が高い職員の優先的配置などの職員配置
により、特別整理班の体制を強化した。これに
より、地区整理班にアドバイスが行えるよう体
制づくりを図った。

○日々の職員間のコミュニケーション環境を課
内研修ＰＴ等とともにさらに高め、課内共有し
ているマニュアルを活用しノウハウの継承を行
う。
○課内異動により、ノウハウの共有、体制強化
を図る。

区民部 納税課 222

○事業担当者は、事業実施から一定期
間経過後、事業評価を文書によりまと
める仕組みを作る。
○ベテラン職員が関わった仕事につい
て、その仕事の講演会を開き、感想を
述べてもらうことで、仕事の詳細な内
容ではなく、取り組む姿勢を後輩職員
に伝える。

〇国保の保健事業ではデータヘルス計画等が
PDCAサイクルで業務評価を行うことが義務付け
されている。他の事業についても、事業概要作
成で事業評価を作成している。
〇ベテラン職員のノウハウの継承の仕組みづく
りについて、正式な講演会等を開催することは
なかったが、日頃からOJTで引継ぎや取組み姿
勢についての話を職員同士で聞いている。

〇今後も継続して、事業評価を作成するのが当
然という仕組みづくりに課全体で取り組んでい
く。
〇各職員が業務多忙の中、ベテラン職員の知識
やノウハウを聞く機会をできるだけ設けるよう
にしていきたい。

区民部 国保年金課 223

事業執行に支障が生じないように、異
動してきた職員や収集経験の浅い職員
に知識やノウハウを確実に継承するた
めの研修等を充実していく。

○両年度とも、転入者及び転入管理職を対象と
した清掃事業に関する基礎的な事項に関する研
修を実施した。
　また、技能系管理監督職となる技能長及び統
括技能長昇任時に、部独自の取組みとして、事
業運営の基礎となる未来プランを始めとした各
種計画の理解を促すことを目的とした研修を実
施した。
　上記研修を通じて、新たな職場及び昇任後の
職層における基礎的な知識の取得やノウハウの
継承につながった。

○各種研修により取得した知識やノウハウを自
分の知識として吸収し、次の世代に引き継いで
いくには、様々な経験や区民対応を通じて知識
等を深めていくことが重要である。
　そのためには、職員間の知識やノウハウの共
有ができるように、各職場内におけるＯＪＴの
充実を図っていく。

環境清掃
部

清掃事業課 240

知識やノウハウの継承が正確かつ円滑
に遂行できる職場環境を構築する。

○両年度とも、転入者及び転入管理職を対象と
した清掃事業に関する基礎的な事項に関する研
修を実施した。
　また、技能系管理監督職となる技能長及び統
括技能長昇任時に、部独自の取組みとして、事
業運営の基礎となる未来プランを始めとした各
種計画の理解を促すことを目的とした研修を実
施した。
　上記研修を通じて、新たな職場及び昇任後の
職層における基礎的な知識の取得やノウハウの
継承につながった。

○可燃ごみ収集業務委託先への職員派遣を通じ
将来に渡る知識、ノウハウの継承を図る。
○各種研修により取得した知識やノウハウを自
分の知識として吸収し、次の世代に引き継いで
いくには、様々な経験や区民対応を通じて知識
等を深めていくことが重要である。
　そのためには、職員間の知識やノウハウの共
有ができるように、各職場内におけるＯＪＴの
充実を図っていく。

環境清掃
部

環境計画課
清掃事業課

241

以下の視点から人材育成を進める。
○各選挙の特殊性に精通し、すべての
選挙を経験している職員。
○関係法令に関する高度な知識を有す
る職員。
○調整・交渉能力に長けた職員。

選挙時における選挙管理委員会事務局経験者の
応援を通し、専門性の高いOJTを実施できた。
○選挙執行が連続して執行された中、選挙時実
践に即した職場研修を実施した。

○関係部局と連携し、人材の確保・育成に努め
る。
○選挙執行計画を前もって策定し、計画の事前
準備を通した研修・OJTを実施する。

選挙管理
委員会事

務局

選挙管理員会事
務局

244

○日常的に情報交換が行われ、その内
容が会議の場で共有化されマニュアル
化されている。
○新公会計制度による区財政の状況に
ついて、その評価ができる。

○監査事務局において、毎年度異動者を対象
に、４月初旬に監査事務局ＯＪＴを行ってい
る。
○毎年４月に、特別区監査委員協議会が開催す
る新任職員研修会に参加している。
○毎年度、全都道府県監査委員協議会連合会が
開催する講習会に監査委員とともに参加してい
る。
○毎月、監査事務局会を行い、情報交換と問題
点の解決策等の共有化を図っている。
○27年度は新公会計制度内部研修(局長等が講
師)を２回（５/11・６/８）行い、延べ18人が
受講した。
○28年度は委員・局長・係長の３人が公会計監
査機関意見交換会(８/22)に参加した。また、
財務諸表の見方・読み方(応用編)に係長１名が
受講した。
○研究事例や反省点等は各担当においてマニュ
アルを作成している。

○外部(民間)研修機関が実施する公開講座等に
積極的に参加し、研修で得られた職務知識や情
報をOJTにより共有化する。
○複雑・多様化する区役所業務を対象とする監
査の品質向上を図るため、改正地方自治法によ
り制定が義務付けられた「監査基準」を検討す
る過程で、必要な事務処理要領等を整備する。
○監査における、事例研究や問題点についての
検討、情報交換を行う事務局会を定期的に実施
する。
○今後も、検討した研究事例や問題の解決策は
データ化して、局の共有財産とする。

監査事務
局

監査事務局 245

○職員が有する情報やノウハウが職員
間で共有・継承され、課題に対する明
確な論拠を示すことができる知識レベ
ルが均一化されている。
○さらに区民に親しまれる議会づくり
に向けた最新の取組等、情報収集が的
確に行われ、調査研究が行われてい
る。

○積極的にＯＪＴの推進に取り組んでおり、職
員間での情報の共有・継承についてのひとつと
して、定例的マニュアルの更新のみならず、随
時更新を行った。
○議員と連携し、本会議、委員会のユーチュー
ブへの配信やホームベージでの積極的な情報配
信を行った。

ベテラン職員が少なくなっており、職員の有す
る情報やノウハウの継承を引続き進める。

議会事務
局

議会事務局 246

②

ベテラン職
員の知識や
ノウハウを
継承する仕
組みづくり

目　　　標 27、28年度の取組内容・成果 課題・今後の取組み
担当所属

具体的取組み
プラ
ン頁
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新大田区経営改革推進プラン中間報告書
基本方針３　職員力を活かす行政経営の推進

部局 課

求められる専門知識やスキル等を着実
に身に付け、それらを実際の現場で活
用できる職員を育成する。

○新築工事の際、建物の基礎部分や構造に係る
工事のタイミングで、現場での見学会や研修を
実施した。
○若手職員育成のために、経験豊富な職員がこ
れまで経験してきた事例を持ち寄り、課題解決
のための研修を実施した。

○これまで実施してきた研修を継続するととも
に、より高度な技術力を要する本庁舎耐震性向
上工事などの現場研修を通して、担当以外の職
員にも技術を習得させていく。

企画経営
部

施設整備課
施設保全課

199

専門職の職員に対する自己啓発支援を
行い、職員自らが主体的に知識・技術
の習得と職場での共有に取り組む意欲
の向上を図る。

○一級建築士等、専門職職員の職務と関連する
資格取得に関する支援を継続して実施し、27年
度２件、28年度７件の助成を行った。また、一
部対象資格の拡充も行った。
○区での実施が難しい専門的な研修カリキュラ
ムについて、特別区共同研修を始め、専門派遣
研修及び各種民間講座への派遣により実施し、
職員の専門知識・技術の習得を図った。
○専門的知識・技術の習得へ所属内でOJTの活
性化を図るため、28年度、新たに「OJT推進研
修」を試行実施した。また、全庁職員ポータル
に「ＯＪＴ通信」を定期掲載し、職場内研修の
効果的な進め方等について意識啓発を行った。

○今後も、専門職職員の業務におけるニーズ等
を踏まえ、自己啓発支援の見直しを行うととも
に、「ＯＪＴ推進研修」の実施など、職場内に
おけるＯＪＴの活性化を図る取組みを進める。
○職場研修への専門講師派遣や、ＤＶＤや図
書、研修器材の貸出し等、職場研修支援の強化
を図る。

総務部 人事課 203

福祉職の専門職としての能力及び経験
を有効に活用し、区民サービスの向上
を図る。

○福祉職が能力や経験を十分に発揮できるよう
にすることを目指し、今後の福祉職のあり方と
人材育成の指針について検討するため、平成28
年６月から「福祉職のあり方及び人材育成プラ
ン検討部会」を開催して議論を重ねた。
○この部会での検討内容や、福祉職を対象に実
施したアンケート調査の結果を踏まえ、平成29
年３月に「福祉職のあり方及び人材育成方針」
を策定した。

○「福祉職のあり方及び人材育成方針」におい
て示した福祉職に必要な能力・経験を得られる
研修を実施するとともに、福祉職を有効活用で
きる職場配置について検討していく。

福祉部 福祉管理課 229

保健師の人材育成を組織的に実施し、
公務員としての行政能力に加え、高い
専門性と対応能力を計画的に育成し、
区民に適切な支援を提供し、新たな健
康課題にも適切に取り組めるようにな
る。

○各年度当初に研修計画を立て、母子、精神、
感染症など各分野の研修を計画的に実施した
（H27･･11回、H28･･８回）。また区民や事業所
向け講演会の一部を研修と位置付け、参加を推
進した。
○新人育成リーダーの連絡会を開催し、情報交
換や課題の共有を図った。
○平成28年３月に「大田区保健師人材育成ガイ
ドライン」を改訂し、新たに中堅期のチェック
リストなどを追加した。

○これまで独自のガイドラインに沿って人材育
成を推進してきたが、平成28年３月、厚労省よ
り新たな人材育成の方向性が示された（「保健
師に係る研修のあり方等に関する検討会最終ま
とめ」）。これを踏まえ、現在ガイドラインの
見直しを行っている。今後は、新たなガイドラ
インの下で、個人の段階別成長過程（キャリア
ラダー）を明確にしながら着実に人材育成をす
すめていく。

健康政策
部

健康医療政策課 231

子育て支援施策をけん引する人材を確
保するとともに、専門的技術を有する
職員を育成する。

○平成27、28年度に「子育て支援課児童館・学
童保育職員研修体系」に基づき課内研修を実施
した。平成27年度職層研修４回、職務研修７
回、非常勤職員対象研修２回、要支援児事例検
討会２回、平成28年度職層研修６回、職務研修
５回、非常勤職員対象研修２回、要支援事例検
討会２回。各種研修実施により専門性を深め
た。
○放課後ひろば施設長会（14回）の情報交換を
活用し、保育水準の維持向上を目指した。28年
度14回実施。
○平成28年８月に決定された「児童館のあり方
について」との整合性のある「人材育成指針」
策定について、検討を開始した。

○「児童館のあり方」や新規採用との整合性の
取れている新たな人材育成指針を作成する。
○人材育成指針にのっとり、時代の変化に対応
できるスキルを磨き、専門的技術を有する職員
の育成を図れるよう研修内容や回数を検討す
る。
○委託施設の保育水準の向上に向けた取組みと
して、委託施設長会の実施、課内研修への参加
と合わせ、心理職による巡回相談により支援を
続けていく。
○平成29年度より「館長会Ⅱ部」の中で「課題
解決会」を実施している。課内研修は年度初め
に内容及び講師を決定するため、より喫緊の課
題に対しては、課題解決会を有効活用させる。

こども家
庭部

子育て支援課 233

子育て支援施策をけん引する人材を確
保するとともに、専門的技術を有する
職員を育成する。

○児童相談行政を担う、専門的技術を有する児
童福祉司を育成するため、児童相談所への実務
者派遣研修を実施した。
平成27年度品川児童相談所へ１名　平成28年度
品川児童相談所へ２名
○専門研修への参加
・東京都児童センター実施の東京都児童相談業
務研修（児福法施行規則第６条指定研修）及び
児童福祉司研修等
・子どもの虹情報研修センター実施の市区町村
虐待対応指導者研修等の虐待対応研修等
○品川児童相談所での実習
○児童養護施設での実習
上記を通じ、児童相談行政を担う専門的スキル
を持つ職員を養成した。

◆児童相談所設置に向け、専門的技術を要する
児童福祉司の確保・育成を行う。
◆職員の相談技術向上のための実施方針の確立
する。
○児童相談所への実務者派遣研修を継続実施
○児童相談所設置に向け人材確保・育成に関す
る検討を行う中で、人材育成指針を定める
○東京都及び特別区実施の児福法施行規則第6
条６号の指定研修及び児福法施行規則第13条３
項５号の児童福祉司任用前研修への参加
○品川児童相談所での実習の継続
○児童養護施設での実習の継続
○関係部署と調整による福祉職配置方針の整備

こども家
庭部

子ども家庭支援
センター

233

子育て支援施策をけん引する人材を確
保するとともに、専門的技術を有する
職員を育成する。

○平成27、28年度に保育サービス課保育園研修
体系に基づき職場研修を実施した。27年度職場
研修33回、公開保育研修20回、28年度職場研修
38回、公開保育研修20回。
○職員の職務や能力に合わせた研修を実施する
ことにより、専門的技術を有する職員を育成
し、より良い保育実践と地域の子育て支援や保
育施設の支援・交流など専門性を活かした取組
みを行った。

○在宅子育て家庭への支援のほか地域の保育水
準向上に向けた取組みを行うため、より高い保
育の専門性が求められている。時代と共に変化
する保育の課題や区立保育園の役割を踏まえ、
必要な保育スキルが学べるように研修内容や回
数を検討し、専門的技術を有する職員の育成を
図る。

こども家
庭部

保育サービス課 234

厚みのある人材育成により、高度な課
題にも対応できる職員の育成を目指
す。

東京都建設局による専門研修への積極的な参加
や、東京都等への行政実務派遣研修者による業
務研究発表会を実施した。
【平成27～28年度建設局研修実績】
　17研修科目、64名参加（２か年実績）
【業務研究発表会（発表者６名）】
　6研修科目、75名参加（28年実績）

専門分野に特化した研修を積極的に受講させ、
専門能力を高めるとともに、その受講者が講師
となりＯＪＴや部内研修会による専門知識、技
術の継承を行う。
また、各課でノウハウを集積したマニュアル整
備と、更新が必要である。

都市基盤
整備部

都市基盤管理課 236

プラ
ン頁

具体的取組み

③
専門職の育
成

目　　　標 27、28年度の取組内容・成果 課題・今後の取組み
担当所属
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新大田区経営改革推進プラン中間報告書
基本方針３　職員力を活かす行政経営の推進

部局 課

多様化する区民ニーズの的確な把握に
努め、地域が求める都市基盤施設を区
民との協働を推進しながら着実に整備
し完成できる技術職員を育成すること
で、区民サービスの向上を図る。

多様化、複雑化する区民ニーズに応えるため技
術職（土木）若手職員を対象とした技術基礎研
修や、業務研究発表会等の機会を設け、積極的
に考え、区民目線で行動できる技術職員の育成
を図った。
【平成27～28年度実績】
①技術基礎研修（２回／年）
②業務研究発表会（１～２回／年）
③安全管理講習会（２回／年）
④職員研修（不定期）

○技術基礎研修では、多様化、複雑化する発注
業務を確実に進めるため、マニュアル整備や、
実践型の研修に移行する。
○特に需要の高い積算研修では、ＰＣを実際に
操作する実践的な研修を行う。
○その他については、年度毎にトピック的な内
容を取り入れ、研修内容の充実を図る必要があ
る。
○業務研究発表会では都市基盤整備部のみでな
く関連する部署と連携して積極的な情報提供を
推進する。

都市基盤
整備部

建設工事課 236

多様化する区民ニーズと時代変化に対
応できる行政機関の役割を担う人材育
成を図る。

○転入者を対象に、窓口業務の概要・処理手順
をマニュアルに沿って実習した。
○専門知識・技術の習得として、事例検討を通
じ、実務に必要な知識・技術を勉強会方式で習
得した（１回/月）
また、工場台帳システム、騒音計及び振動計操
作研修を行った。
○定期的な人事異動には、新たな視点で業務運
営に取り組むことができるなどといった利点も
ある。一方で、各種法令等の改正の背景や事業
者指導等の経過を含めた知識や経験の蓄積が難
しい面もあり、一部のベテラン職員の負担が増
す傾向が見受けられる。

○騒音や振動などを始めとする専門的知識を習
得するため、外部研修機関が実施する研修を計
画的に受講していく。
　専門職種の計画的人材育成、ノウハウ継承の
点からの長期育成プラン等を検討する。

○廃棄物やそれらに関連する法令などは、時代
の変化とともに次々と見直しが行われている。
　こうしたことから、計画的な職員の育成を可
能とする人材配置基準の確立とともに、廃棄物
行政のエキスパートを育成するために、関連法
令等に精通したプロパー職員の設置も検討す
る。

環境清掃
部

環境対策課
清掃事業課

242

④

管理監督者
のマネジメ
ント能力を
強化する研
修体系の見
直し

管理職が区政のリード役として適切な
意思決定や戦略的な組織経営を行える
よう、総合的なマネジメント力の向上
を図る。

○課長補佐研修を民間講座及び特別区職員研修
所へ派遣する形で実施した。
○管理職３年目研修を民間講座へ派遣する形で
実施した。
○部長級の一部を対象とした研修を民間講座へ
派遣する形で27年度に新設し、28年度から実施
するとともに、部長級全員を対象とする研修を
検討し29年度からの新設実施を計画した。

○29年度から、更なる管理職層のマネジメント
力向上のため、部長級全員を対象に「部長セミ
ナー」を新たに実施するなど、引続き、管理職
職員が、適切な意思決定や戦略的組織経営を行
えるよう、区政のリード役としての能力強化に
向けた取組みの充実を図る。

総務部 人事課 204

職員が地域活動に参加することで、地
域への貢献をするとともに、地域の実
情を知ることで、日常の業務において
地域課題を発見し、その解決に向けた
連携・協働のあり方に対する理解を促
進する。

○採用２年目職員を対象とした職層研修におい
て、地域で活動するＮＰＯの活動を体験する現
場体験（協働）研修を継続して実施した。

○引続き職層研修等において、地域理解や地域
との連携・協働のあり方に対する理解を促進す
るため、カリキュラムの見直し・充実を図る。

総務部 人事課 205

職員の地域活動への参加を促進し、地
域とのコミュニケーションを図り、職
員が地域の方と知恵を出し合い、コー
ディネーターとして活動できるようノ
ウハウを継承していく。

○特別出張所においては、地域団体の活動支援
に関する業務を職員に事務分担として割当て、
地域活動へ参加しやすい体制を整えた。
○地域団体の地域活動について、職員間で引継
ぎや情報共有を図り、ノウハウを継承した。

○引続き情報共有やノウハウの継承を図り、地
域活動の支援に取り組んでいく。
○コーディネーターとしての役割が果たすため
に円滑なコミュニケーションが図れるよう研修
へ参加するなどコミュニケーションスキルの向
上に取り組んでいく。

地域力推
進部

地域力推進課
各特別出張所

211

　改革事項（３）働きやすい労働環境の整備

部局 課

雇用義務化期間の延長に伴う再任用フ
ルタイムの任用管理を実施する。

○雇用義務化期間の延長に伴い、対象者が希望
をした場合は、原則、再任用フルタイム職員と
して以下のとおり任用を行った。

(平成26年４月　66名)
平成27年４月　89名
平成28年４月 117名

○行政系人事制度の改正に係る職層の見直しに
伴い、再任用職員として任用する職層について
整理を行い、30年度以降に主査で退職した者を
係長職として任用可能とした。今後も再任用フ
ルタイム職員の増加が見込まれるため、その経
験知識を活かすことができるよう引き続き適切
な任用管理を実施する。

総務部 人事課 205

○多様化、高度化する都市基盤整備事
業に経験者の知識を発揮できる職場配
置。
○計画部門、建設部門、維持管理部門
の多様な職場経験ができる環境を整備
する。

○土木造園職について、平成28年度は新卒採用
８名、経験者採用２名、平成29年度は新卒採用
６名、経験者採用２名の割合で採用した。
○平成28年４月１日付で組織改正を実施し、計
画部門、建設部門のほか地域（維持部門）に分
散していた道路工事調整及び占用申請業務の窓
口を一本化したことにより、各部門に特化した
職場経験が可能となった。

○多様化、高度化する事業化内容と急速な技術
革新に対応できる体制づくりと職員配置が必要
である。
○今後も新卒者と経験者を効果的に採用し、円
滑な事業推進に寄与できる配置に取り組む。
○経験者やベテラン職員の豊富な経験や知識が
事業推進に活かされる体制づくりに取り組む。

都市基盤
整備部

都市基盤管理課 237

具体的取組み 目　　　標 27、28年度の取組内容・成果 課題・今後の取組み

③
専門職の育
成

担当所属
プラ
ン頁

⑤
職員の地域
活動参加の
推進

プラ
ン頁

27、28年度の取組内容・成果 課題・今後の取組み
担当所属

具体的取組み 目　　　標

①
多様な雇用
形態の活用

29



新大田区経営改革推進プラン中間報告書
基本方針３　職員力を活かす行政経営の推進

部局 課

公務能率の維持・向上を図りながら、
子育てや介護など家庭の役割を果たす
ための支援を検討する。

○平成27年５月に「職員のワーク＆ライフ・サ
ポートプログラム」を策定し、①女性職員の育
児休業の取得率の維持・向上、②男性職員の育
児休業の取得率の向上、③男性職員の子の出生
時の５日間以上の連続休暇の取得率の向上を目
標とし、その実現のための取組みを実施した。
○平成28年４月に「女性活躍推進に関する大田
区特定事業主行動計画」を策定し、①超過勤務
時間の縮減、②女性管理職員割合の増加、③男
性の育児休業、出産支援休暇等の取得率改善を
目標とし、その実現のための取組みを実施し
た。
○平成29年２月に「大田区スマートワーク宣
言」を行い、①意識改革、②業務の効率化、③
事務事業の見直しを改革の３本柱とし、20時退
庁・ノー残業デーの実施やスマートワーク通信
の発行などの取組みを実施した。

○働き方改革として、20時退庁・ノー残業デー
の実施やスマートワーク通信の発行などを引続
き実施するとともに、マネジメント研修やシニ
ア人材の活用などの新たな取組みを進めてい
く。
○職員のライフプランに対応した任用制度を構
築する。
○出産や子育てをする職員を支援するため、
「（仮）ワーク＆ライフサポートハンドブッ
ク」を作成する。

総務部 人事課 206

○業務効率を維持するため、不要不急
の超過勤務を禁止し、年次有給休暇の
取得促進、定時退庁を促す。
○なんでも相談し合える職場の雰囲気
づくりに努め、職員相互が助けあえる
職場環境を構築する。

○平成29年２月の「スマートワーク宣言」の実
現を目指し、「毎週水曜日のノー残業デー」
「毎日20時退庁」を職員に周知し、職員の計画
的な事務の遂行の意識付けを図った。
○職務の特性や業務量等を踏まえた事務分担、
補助者の設定などフォロー体制を整えた。
○朝会や係会での情報共有と合わせて、定時退
庁や休暇取得などの声掛けを行い、相談しやす
い職場の雰囲気づくりに取組んだ。

○引続き「スマートワーク宣言」の実現を目指
し、職員一人ひとりが計画的な事務の遂行に取
組んでいく。
○夜間の会議が多い他、休日の行事等が多く、
休日出勤で従事している。会議のスリム化によ
る超過勤務の縮減や振替休暇が取得できるよう
なフォロー体制を維持していく。

地域力推
進部

地域力推進課
各特別出張所

212

○各種制度や休暇を取得しやすい職場
づくりを行う。
○業務の効率化に取り組み、職員への
過度な負担を防ぐ。

○特定の職員に負担がかからないよう班編成に
配慮し、調整を行ったことで各種制度及び休暇
が比較的取りやすくなった。
○繁忙期間は連日超過勤務が必要となってい
た。そのため、「業務改善ＰＴ」を実施し、繁
忙期対策を検討した。

○繁忙期や特異日は客数が増大するため、この
期間の各種制度や休暇の取得は引続き困難と
なっている。
○委託事業者との詳細な話し合いの機会を多数
設けることで、繁忙期等も職員が円滑に事務執
行ができ、ストレスが軽減する方策を検討して
いく。

区民部 戸籍住民課 224

繁忙期における超過勤務削減を念頭
に、当初課税に係る課の体制の見直し
の検討をする。

平成27年度・平成28年度：繁忙期である当初賦
課事務処理について、派遣職員・臨時職員（ア
ルバイト職員）等の活用をしながら業務の処理
体制の見直し、処理手順の見直しを図り、繁忙
期における職員の超過勤務の削減に取り組んで
きた。

ワーク・ライフバランスの推進は「働き方改
革」として、国も積極的に推進している。
今後は年間を通して同じ係体制を継続するので
はなく、繁忙期・通常期など時期に応じて事務
執行体制（指揮命令系統を含む）を柔軟に変更
する「ファンクショナル組織」等を含めて検討
し、繁忙期の過剰な超過勤務の抑制に努めてい
く。

区民部 課税課 224

母性保護、育児休業、介護休暇などの
各種制度を利用しやすい職場を実現す
る。

休暇制度を活用し易い職場となるよう、係長会
を通して、業務の進行状況等の共有を図り、協
力できる風通しの良い環境整備に努めた。

○引き続き職員とのコミニュケーションを密に
し相談の行える環境を整える。
○選択と集中による効率的な仕事の進め方を職
場全体で推進する。

区民部 納税課 225

業務計画に基づいた業務遂行を行うと
ともに、業務の効率化・簡素化への取
組みを進める。

〇各係で年度当初に年間計画を作成しそれに
沿って事業実施している。
繁忙期の時期がある程度想定できるので、繁忙
期の備えて、業務の効率化・簡素化に取り組ん
でいるが、27・28年度は超過勤務も多く改善の
余地が多く残っている。

〇各職員が業務計画の内容を理解したうえで改
善策を提案できるように職員全体の業務理解を
向上させていく。
繁忙期への対応として、職員が臨機応変に対応
できるように他業務への理解を深めていき、一
部職員への負担を軽減させる。

区民部 国保年金課 226

メンタルヘルス不調者の周囲の職員が
影響を受け、メンタルヘルス不調を発
症させない職場環境を整備する。

○メンタルヘルス研修の充実
　メンタルヘルス推進員、管理職講演会、新
任・主任主事昇任準備・新任係長研修など、各
職層・年代でセルフケア及びラインケアについ
て学ぶ機会を提供した。
○ストレスチェック法改正への対応
　労働安全衛生法の改正に対応したストレス
チェックを行い、申し出があった高ストレス者
に産業医面接及び職場改善へのアドバイスを
行った。

○メンタルヘルス管理監督者向けマニュアルを
改正し、メンタル不調者への対応について明確
にする。管理監督者が中心となり、働きやすい
職場環境改善に取り組む体制を整備する。
○雇入れ時に、全員に保健師面接を行い、不安
のある職員にはフォローする。
○ストレスチェックを非常勤職員にも拡大し、
包括的な職場改善を可能とする。

総務部 人事課 207

心の健康への知識の普及啓発と周知に
努めるとともに、メンタル不調者の早
期発見、メンタルを害した職員に対し
て、組織的に適切な対応を行い職場環
境を改善する。

○管理監督者を対象に実施されているメンタル
ヘルス研修での最新の状況や知識、メンタル不
調者への的確な対応や予防方法について、情報
共有を図った。
○メンタル不調者の予防や早期発見ができるよ
うに日頃から職員間の声掛けなどを行った。

○引続きメンタル不調者の予防や早期発見に取
り組んでいく。職員のメンタルヘルスに関する
知識の習得や理解が深まるよう情報共有を図っ
ていく。
○メンタル不調者に対して、事務分担やフォ
ロー体制の見直し、健康管理室との連携など職
場全体でのラインケアに取り組んでいく。

地域力推
進部

地域力推進課
各特別出張所
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常日頃から相談できる職場環境を確立
する。

平成27年度・平成28年度：新規採用職員につい
ては入区当初に行われる「新規採用職員研修」
のカリキュラム内の一環でメンタルヘルス研修
を受講し、対応方法を学習した。
また、庶務担当係長については平成28年度にメ
ンタルヘルス研修を受講した。

メンタルヘルスの不調は職員個人の体調不良に
留まらず、職場としても一職員のメンタル不調
が想定外の大きな仕事上のミスに繋がったり、
誘因となる可能性を秘めている。
そのため、職員間のコミュニケーションを良く
し、気軽に悩みごとを相談できる職場づくりを
心がけ、ストレスを溜めないような職場環境を
つくっていく。

区民部 課税課 227

職員の精神的な悩みを解消し、前向き
な意識を持って働くことができる職場
環境にする。

庶務担当係長がメンタルヘルス研修に参加して
研修内容を課内周知している。しかし、業務が
複雑・多様なため、各自が自分の仕事で精一杯
で余裕がなくなっている状況があり、職場を休
んでいる職員もいる。

各係長が職員の状況を聞くなど、職員の状況を
充分に把握し、前向きに働くことができるよう
な職場環境づくりを絶えず心掛けていく。課長
も従来同様、随時職員の希望に応えて職員面談
を行うようにする。

区民部 国保年金課 227

③
メンタルヘ
ルスの推進

②
ワーク・ラ
イフバラン
スの推進

27、28年度の取組内容・成果 課題・今後の取組み
担当所属

プラ
ン頁

具体的取組み 目　　　標
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